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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 105,134 2,546 102,588

【取組の概要】 2019 91,374 91,374
2020 102,419 102,419
2021 109,627 109,627
2018 41,860 32,966 6,300 1,610 984
2019 750,598 496,516 198,100 55,982
2020 9,000 6,000 2,400 600
2021 18,854 12,570 4,400 1,884
2019 22,119 3,062 3,427 15,630
2020 23,282 3,475 1,395 18,412
2021 26,285 6,941 1,074 18,270

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・私立保育園等に対する情報提供、補助金交付による改修等
・私立園に対する市単独補助金（保育士の処遇改善、離職防止）
・就職準備金や修学資金の貸付けや保育士人材バンクの開設による保育
士確保

Ｃ

・㈱ニチイ学館が新設するニチイキッズ六郷保育園は、県
の認可が下り、当初の計画どおり、2020年4月1日に開設し
た。また、ひつじケ丘保育園の冷暖房改修を実施した。
・人材バンクを引き続き開設するほか、就職準備金等の貸
付けを行い、保育士確保に努めている。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

・私立園に対する人件費補助などにより、私立園の保育士
確保も支援した。
・人材バンクを引き続き開設するほか、就職準備金等の貸
付けを行い、保育士確保に努めた。
・施設老朽化に伴うひつじケ丘保育園のウッドデッキやド
ルカスこども園の床の大規模修繕、ふたば乳児保育園の移
転改築に対し補助金を交付した。

2018年度
（平成30年度）

・公立施設における0-0歳児（満1歳未満）の保育士配置基準の見直し
（保育士一人当たりの児童数を2.0人から2.5人とする。）
・私立園に対する整備交付金の交付による定員増
（恵城保育園＋10人）
・私立園に対する市単独補助金（保育士の処遇改善、離職防止）
・飯山南保育所保育室改修（0歳児の受入れ再開）
・こども園への移行準備（郡家幼稚園、平山保育所・城北幼稚園）

Ｃ

・飯山南保育所の保育室が未改修であり、0歳児の受入れは
できていない。（保育士の配置ができていない）
・上記以外は、計画どおり実施することができた。

2019年度
（令和元年度）

・私立園に対する整備交付金の交付による新設、定員増
（社会福祉法人浩福会の新設保育所＋120人程度）

・私立園に対する市単独補助金（保育士の処遇改善、離職防止）
・郡家こども園、平山保育所・城北幼稚園統合こども園の開設

・就職準備金や修学資金の貸付けや保育士人材バンクの開設による保育
士確保

Ｃ

・（社）浩福会が新設するさくらの山保育園は、県の認可
がおり、当初の計画どおり、本年12月に開設した。
・私立保育園保育士一人当たり3千円の補助金を交付した。
・郡家こども園、城北こども園として、本年4月に開設し
た。
・就職準備金等の貸付制度を創設したほか、福祉事業団に
委託した人材バンクは、9月に厚労省の許可がおり、開設し
た。

私立保育園等運営補助
金こども未来計画に基づき、公立の保育所や幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行させる

ことにより定員拡大を行うほか、私立園の新設や増改築に対し、国の保育所等整備交付金
などを活用して、定員拡大に努めていく。
待機児童の解消が遅れている0歳児について、公立の施設での受入拡大を図る。
就職準備金等の貸付けのほか、国等の保育士確保にかかる補助金等も活用し、さらなる保
育士確保に努める。

私立認可保育園施設整
備事業費

保育士確保対策事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

1．私的待機児童の解消 教育部　幼保運営課、総務課

保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズの高まりに対応する。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 12,216 8,144 4,072
2019 12,339 8,226 4,113
2020 11,067 7,378 3,689
2021 10,904 7,268 3,636
2018 7,050 4,357 2,285 408

【取組の概要】 2019 7,334 3,588 1,950 1,796
2020 12,913 7,028 1,144 4,741
2021 15,047 7,794 1,917 5,336
2019 4,000 2,666 1,333
2020 9,355 6,236 3,119
2021 11,779 7,852 3,927

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

第2期こども未来計画に基づき、
・私立２幼稚園
・公立の５幼稚園、３こども園
・幼稚園型以外１０箇所

Ｄ

・本年4月1日から、私立幼稚園1か所が一時預かり事業
（一般型）を開設した。
　また、新たに企業主導型保育事業で1か所開設予定では
あったが採択を受けられなかったため見送られた。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｄ

・令和３年４月から、私立幼稚園１か所が独自で行ってい
た一時預かり事業（幼稚園型）を市が委託した。
・こども未来計画に基づく飯山区域での新設1か所につい
ては、保育士不足及び施設環境が整っていないため、実施
に至っていない。

2018年度
（平成30年度）

・私立２幼稚園
・公立の６幼稚園、２こども園（新規）
・幼稚園型以外７箇所（公立３保育所、私立４保育園） Ｃ

・H30年度から公立の6幼稚園と、2こども園において、在
園する１号認定児を対象に、通常教育時間後や長期休業中
の一時預かりを開始した。（長期休業中は、市内幼稚園、
認定こども園に在園する１号認定児対象で、実施場所は郡
家幼のみで対応）

2019年度
（令和元年度）

・私立２幼稚園
・公立の６幼稚園、２こども園
・幼稚園型以外８箇所（飯山区域で新設）
・第2期こども未来計画において実施園を検討 Ｄ

・私立２幼稚園での預かりは、予定どおり実施している。
・公立８施設での預かりも、予定どおり実施している。
・こども未来計画に基づく飯山区域での新設1か所につい
ては、保育士不足等により、実施に至っていない。
・新たに実施を希望する園があることから、第2期こども
未来計画に記載する方向で検討している。

一時預かり事業費
（こども未来計画に基づき実施）
保護者の就労形態の一時的な変更や傷病等の場合に、児童を教育・保育施設等で一時的に
受け入れる。平成30年度より、公立の幼稚園と認定こども園においても、在園する１号認
定児を対象に、通常教育時間後や長期休業中の一時預かりを実施する。

特別保育事業費(関係部
分)

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2．一時預かり事業の実施 教育部　幼保運営課

保護者の就労形態の一時的な変更や傷病等により、家庭において一時的に保育が困難と
なった就学前の児童を教育・保育施設等で受け入れることで、保護者の育児負担を軽減す
る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

特別保育事業費

2



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 17,703 12,948 4,755
2019 17,677 13,098 4,579

【取組の概要】 2020 16,652 15,413 1,239
2021 17,264 11,953 5,311
2018 6,000 3,586 2,414
2019 7,473 4,982 2,491
2020 7,464 4,976 2,488
2021 7,464 4,976 2,488

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業は、社会福祉協議会に委託して引
き続き会員数の拡大のほか、まかせて会員養成講座を開催
するなど、質的な充実を図った。また、病児・病後児保育
は、既存施設の利用は安定している。近隣の自治体に新た
に施設ができたことから、南部への新設施設の必要性につ
いて状況を分析していきたい。県内の施設であれば利用可
能であり、市内・市外の施設利用によりニーズに対応でき
ている。

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｄ

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業は、社会福祉協議会に委託して引
き続き会員数の拡大のほか、まかせて会員養成講座を開催
するなど、質的な充実を図っている。また、病児・病後児
保育は受入体制の充実により利用者は当初の想定を上回っ
ているが、南部地域における新規施設については具体的な
方向性が確立できていない。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業は、社会福祉協議会に委託して引
き続き会員数の拡大のほか、まかせて会員養成講座を開催
するなど、質的な充実を図っている。また、病児・病後児
保育は、南部地域の新規施設について事業実施希望のある
事業者と協議を行ったが、事業者が実施できる状況に至ら
なかったが、県内の施設であれば利用可能であり、市内・
市外の施設利用によりニーズに対応できた。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業）
・まかせて会員養成講座等による会員数の拡大
・社会福祉協議会との協議による質的な充実
（病児・病後児保育）
・既存施設との調整、受入体制の充実
・南部地域での新規施設の検討

Ｄ

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業は、社会福祉協議会に委託して引
き続き会員数の拡大を図っているほか、まかせて会員養成
講座を開催するなど、質的な充実を図ることができた。ま
た、病児・病後児保育は受入体制の充実により利用者は増
加傾向にあるが、南部地域における新規施設については具
体的な方向性が確立できていない。

3．病児・病後児保育等の充実 健康福祉部　子育て支援課

子育てしやすい環境のより一層の整備を図るため、ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業や病児・病後児
保育などの様々な子育て支援事業を充実させる。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

病児・病後児保育事業
費

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業は、育児の援助を行いたい人と受けたい人による有償の会員組織で
あり、会員数のさらなる拡大を図る。また、病児・病後児保育は既存の施設での利用者の
受入体制の充実を図るとともに、南部地域での施設の新設に向けた検討を行う。

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 2,322 1,800 0 522
2019 36,377 23,527 9,700 0 3,150

【取組の概要】 2019 2,277 1,800 0 477
2020 46,805 23,460 17,300 0 6,045
2021 7,113 1,267 4,600 0 1,246
2020 11,007 0 8,500 0 2,507
2021 126,973 96,258 20,300 0 10,415

富熊青い鳥教室施設整備事業費 2021 756 326 0 0 430
【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・新規教室開室（郡家）
・状況等を把握・分析し、受入れ体制の整備を検討・実施
・教室の現場や時代に即した研修の実施（支援員の資質向上）
・建替（城坤）
・設計（城南） Ｃ

・郡家第3青い鳥教室を新規整備し、2020年4月から開室。
・城坤第2青い鳥教室は2020年10月から建替工事に着手
し、2021年2月末に竣工した。
・城南小学校は児童数増加により教室を増やす必要がある
ことから、現在校舎内に開設している青い鳥教室を校舎外
へ移転整備するための設計を2021年1月末に完了した。
・支援員研修は、コロナウイルス感染回避のため講義では
なく文書による情報共有等により資質向上に努めた。

2021年度
（令和3年度）

・状況等を把握・分析し、受入れ体制の整備を検討・実施
・教室の現場や時代に即した研修の実施（支援員の資質向上）
・建替及び増室（城南）
・長寿命化改修（富熊）2023年3月完成予定

Ｃ

・城南青い鳥教室の移転及び増室工事が2022年2月に竣工
した。
・校舎内の空き教室を使用している富熊青い鳥教室は、学
校校舎と合わせて長寿命化改修を行う（2021年12月工事着
手、2023年3月完成予定）。

2018年度
（平成30年度）

・設計（郡家）
・教室の現場や時代に即した研修の実施（支援員の資質向上） Ｃ

・郡家青い鳥教室の増築に係る設計を行った。
・市主催の全体研修会を4回行うとともに、県主催の研修2
回、国主催の研修1回に職員を派遣し、支援員の緊急時・
保護者対応等に関する資質の向上を図った。

2019年度
（令和元年度）

・新築（郡家）
・教室の現場や時代に即した研修の実施（支援員の資質向上）
・設計（城坤）

Ｃ

・郡家第3青い鳥教室新築工事が2020年3月に竣工した。
・市主催の全体研修会を4回行うとともに、県主催の研修2
回に支援員を派遣し、支援員の緊急時・保護者対応等に関
する資質の向上を図った。また、県が行う認定資格研修に
職員を派遣することにより支援員の確保を図った。
・城坤第2青い鳥教室の建替に係る設計、地質調査を完了
し、2020年度に建替工事を行う。

城坤青い鳥教室施設整
備事業費

児童福祉法の改正により、対象学年が3年生から全学年となり、受入れ児童数が増加して
いるため、環境改善の視点から青い鳥教室の現状や保護者のニーズ等を踏まえ、計画的に
施設整備等を行う。 城南青い鳥教室施設整

備事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

4．青い鳥教室の充実 教育部　総務課

就労等により、保護者等が昼間家庭に不在な児童の居場所づくりとして設置している青い
鳥教室（放課後留守家庭児童会）の整備を行う。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

郡家青い鳥教室施設整
備事業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】※予算は関係部分のみ （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2019 42,284 31,713 10,571
2020 87,398 65,548 21,850
2021 67,747 50,810 16,937
2019 6,179 4,634 1,545
2020 16,025 12,018 4,007
2021 16,605 12,453 4,152

【取組の概要】 2019 3,305 2,478 827
2020 7,767 5,825 1,942
2021 5,254 3,940 1,314
2019 183 137 46
2020 290 217 73
2021 279 209 70
2019 12,932 12,932
2020 17,941 17,941
2021 0 0
2019 26,104 26,104
2020 54,801 54,801
2021 63,289 63,289
2019 6,653 6,653
2020 9,604 9,604
2021 0 0
2019 7,671 7,671
2020 22,265 22,265
2021 20,031 20,031

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

3歳児～5歳児及び低所得世帯における0歳児～2歳児までの保育料の無償
化のほか、市単独で行っている給食費の無償化を拡充する。 Ｃ

昨年度に引き続き、国の無償化のほか、市単独の給食費無
償化も実施した。

2019年度
（令和元年度）

3歳児～5歳児並びに低所得世帯における0歳児～2歳児までの保育料を10
月から無償化

Ｃ

9月までに各種例規の改正を実施するなどし、10月から実
施することができた。
また、市単独で、3歳児から5歳児までの主食費のほか、国
制度で無償化とならない子どもの副食費についても無償化
を実施した。

2020年度
（令和2年度）

3歳児～5歳児及び低所得世帯における0歳児～2歳児までの保育料の無償
化のほか、市単独で行っている給食費の無償化を拡充する。 Ｃ

昨年度に引き続き、国の無償化のほか、市単独の給食費無
償化も実施した。

2018年度
（平成30年度）

国から発出される幼児教育の段階的無償化に係る情報を収集する。
Ｃ

国からの詳細な制度設計は、今後国の予算編成や来年の国
会審議等の過程で公表される見通しとなっている。今後も
国の動向を注視し、情報収集していく。

私立保育園等運営費国の幼児教育の段階的無償化に合わせ、本市の保育所、幼稚園及びこども園の保育料を無
償化する。

一時預かり事業費

保育所及びこども園運
営費

私立保育園等運営補助
金

幼稚園運営費

私立幼稚園運営補助金

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

5．幼児教育費の無償化 教育部　幼保運営課

子育て世帯における負担を軽減することにより、少子化の進展に歯止めをかける。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

私立幼稚園等運営費

特別保育事業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 14,848 7,550 7,298
2019 22,277 12,800 9,477
2020 13,171 5,790 7,381
2021 12,733 5,700 7,033

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

子育て支援総合相談窓口として、まる育サポート機能の広
報・周知に努め、また、子育て支援総合相談窓口連絡協議
会を開催し、関係機関との連携や相談体制の充実を図っ
た。広報まるがめに年に数回コラムなどを掲載し、子育て
家庭へ周知した。

2019年度
（令和元年度）

・出張相談窓口の拡大
・要保護児童対策調整機関と子ども家庭総合支援拠点の情報共有のため
のシステムの機能追加
・新たな利用者支援事業の取組み

Ｄ

システムによる情報共有機能の構築に取り組んできたが、
個人情報を取り扱う上で、関係機関との連携に不具合が生
じてきた。
利用者支援事業の取組みについても、事業の継続に問題が
生じたため、見直しを検討する必要がある。

2020年度
（令和2年度）

・相談体制の充実

Ｃ

子育て支援総合相談窓口として、まる育サポート機能の広
報・周知に努め、また、子育て支援総合相談窓口連絡協議
会を開催し、関係機関との連携や相談体制の充実を図っ
た。

窓口相談員を3人体制にすることにより、より充実した相
談体制が確保できた。また、地域子育て支援システムによ
る情報共有機能の構築を行うことができた。2018年度

（平成30年度）

・相談員の増員やスタッフ研修の実施による窓口相談体制の充実
・子ども家庭総合支援拠点における情報共有のためのシステム整備

6．まる育サポートの充実 健康福祉部　子育て支援課

妊娠期から18歳までの長期にわたる子育てを切れ目なく支援するため、子育てに関するあ
らゆる悩みに対応する相談窓口を設置する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

子育てのまち・まるが
め支援事業費

庁内の関係各課や関係機関・団体等との連携の強化と、個人情報を取り扱う上で、関係機
関と顔の見える関係で情報共有し、対象者への支援を行っていくことで、まる育サポート
の更なる充実を図る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 10,804 1,600 9,204
2019 10,930 1,600 9,330
2020 9,969 9,969
2021 10,137 10,137

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ 同上

2019年度
（令和元年度）

・巡回カウンセリング
・保護者相談活動
・教職員相談活動
・研修機会の提供

Ｃ 同上

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ 同上

計画どおりに教育・保育施設等へ巡回カウンセリングを実
施している。また、ＮＰＯ等との協働のもと、発達障害児
及びその保護者へ支援を続けている。2018年度

（平成30年度）

・巡回カウンセリング（市内公立私立の幼稚園、保育所、こども園等）
・保護者相談活動
・教職員相談活動
・研修機会の提供（シンポジウム、セミナー３回）

7．発達障がい児支援の充実 教育部　幼保運営課

発達障害児の成長を支えるとともに、適切な教育・保育が受けられるように支援し、その
保護者についても支援する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

発達障害児支援協働事
業費

ＮＰＯ等との協働のもと、発達障害児の成長を支えるとともに、その保護者を支援する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 7,433 4,219 3,214
2019 8,470 4,617 3,853
2020 11,232 5,991 5,241
2021 11,259 5,684 5,575

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

要保護児童対策地域協議会等を開催し、関係機関と情報共
有を図るなど連携した取組みを行った。また、県と連携し
たお城のオレンジライトアップ等による児童虐待防止の啓
発を実施した。

2019年度
（令和元年度）

・要保護児童対策地域協議会等の開催
・要保護児童対策調整機関と子ども家庭総合支援拠点の連携体制の構築
・関係機関と連携した対象家庭への支援
・様々な媒体による啓発活動

Ｃ

要保護児童対策地域協議会等を開催し、児童相談所など関
係機関と情報共有を図るなど連携した取組みを行った。ま
た、丸亀警察署と情報連携に関する協定を締結したことに
より、連携が強化された。啓発活動については、街頭キャ
ンペーンなどを着実に実施した。

2020年度
（令和2年度）

・要保護児童対策地域協議会等の開催
・関係機関と連携した対象家庭への支援
・様々な媒体による啓発活動 Ｃ

要保護児童対策地域協議会の実務者会議の構成員として、
今年度より医師会が参画し、医療機関との連携強化を図る
とともに、専門的な判断や助言を得る体制を整備した。ま
た、室のパンフレット作成や、県と連携したお城のライト
アップ等による児童虐待防止の啓発を行った。

要保護児童対策地域協議会等の開催による情報共有や児童
相談所など関係機関と連携した取り組みを行った。啓発活
動については、従来の街頭キャンペーンなどに加えて、啓
発用のシートを公用車等に貼付する取り組みを新たに行っ
た。

2018年度
（平成30年度）

・要保護児童対策地域協議会等の開催
・関係機関と連携した対象家庭への支援
・様々な媒体による啓発活動
（マグネットシートの作成。公共施設や公用車、民間等に配布。）

8．ＤＶ及び児童虐待防止の推進 健康福祉部　子育て支援課

ＤＶや児童虐待の防止を推進し、子どもの人権を守るとともに子育てに適した家庭環境の
整備を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

家庭・児童相談事業費

要保護児童対策地域協議会やＤＶネットワーク会議等の開催による情報の共有を行う。児
童相談所や警察等と連携しながら対象家庭への支援を行う。関係課と連携し、市の広報や
街頭キャンペーンなどにより、啓発活動を実施する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 779 779
2019 303 303
2020 208 208
2021 691 691

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

コロナの状況下で開催が困難になっているが、こども食堂
への支援は、月2回を開催要件に変更し、2件の事業者が事
業を実施した。
「子どもの貧困対策プロジェクト」の取組については、令
和3年4月に2か所目の施設を開設し、日本財団と事業実施
者と連携を図っている。1か所目の施設については事業が
令和4年度から市に移管されるため協議した。

2019年度
（令和元年度）

・事務調整会議による庁内関係課の意見交換や新規事業の検討
・こども食堂に対する支援の実施
・「子どもの貧困対策プロジェクト」の取組
・第2期こども未来計画に子どものひかり計画を記載

Ｃ

こども食堂への支援は、新規に1件開設したことで、合計3
件の事業者へ支援した。「子どもの貧困対策プロジェク
ト」は、2件目の開設に向けて準備を進めている。第2期こ
ども未来計画に子どものひかり計画を掲載した。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

コロナの状況下で開催が困難になっているが、こども食堂
への支援は、3件の事業者へ実施した。
「子どもの貧困対策プロジェクト」の取組については、2
か所目の施設開設に向けて地元説明等の協力を行った。令
和3年4月開設に向けて、施設整備を行った。

事務調整会議は2回開催した。こども食堂への支援は新た
に開設に係る補助金制度を立ち上げ、3件が開設に至って
いる。「子どもの貧困対策プロジェクト」は1件の施設が
開設し、2件めの開設に向けて準備を進めている。

2018年度
（平成30年度）

・事務調整会議による庁内関係課の意見交換や新規事業の検討
（３回予定）
・こども食堂に対する支援の実施
・「子どもの貧困対策プロジェクト」施設開設への支援・協力

9．子どもの貧困対策の推進 健康福祉部　子育て支援課

子どもの貧困問題の解消に向けて、関係各課で連携して様々な対策事業を実施する。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

こども食堂開設支援補
助金

関係各課で構成する事務調整会議で今後の取組について意見交換や新規事業の検討を行
う。こども食堂への支援を継続・充実させる。「子どもの貧困対策プロジェクト」の実施
に向けて取組を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 1,838 1,142 696
2019 2,929 1,954 975
2020 2,896 1,886 1,010
2021 3,406 2,270 1,136

【取組の概要】 2018 317 317
2019 327 327
2020 142 142
2021 60 60

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度

・地域コーディネーター養成塾　年間6回程度開催
・生涯学習推進員学習会　年間2回程度開催
・地域学校協働本部　1中学校区・5小学校区

Ｃ

・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成塾を初級・中級・総合編各2回ずつ、年間合計6
回開催し、学校及びｺﾐｭﾆﾃｨから推薦があった15名が受講した。（現役
地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰも参加できる場も設け、延べ99名が受講した。）
・生涯学習推進員学習会については、年2回の予定のところ、新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽ感染拡大の状況を考慮し1回（7月）の開催とした。
・地域学校協働本部は、飯野小学校区が新たに立ち上がり、1中学校
区・5小学校区において事業を実施した。

2021年度

・地域コーディネーター養成塾　年間6回程度開催
・生涯学習推進員学習会　年間2回程度開催
・地域学校協働本部（国庫補助事業 地域学校協働活動推進事
業の活用）
　1中学校区・7小学校区
・地域学校協働活動推進員（地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）の全小学校区へ
の配置

Ｃ

・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成塾を年間6回開催した。（対象者10名）
・生涯学習推進員学習会を年間2回開催した。 （意見交換会、オンラ
インツール（Zoom等）について学ぼう～基礎編～）
・地域学校協働本部（国庫補助事業 地域学校協働活動推進事業の活
用）1中学校区・7小学校区で事業実施した。
・地域学校協働活動推進員（地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）を全小学校区へ配置し
た。(39名に教育委員会において委嘱）

2018年度
（平成30年度）

・地域コーディネーター養成塾　年間6回程度開催
・生涯学習推進員学習会　年間3回程度開催
・地域学校協働本部　1中学校区・2小学校区 Ｃ

・地域コーディネーター養成塾を年間6回、計画どおり開催した。32
名が研修を受講した。
・生涯学習推進員学習会については、開催できなかった。
・地域学校協働本部は、城北小学校区が新たに立ち上がり、予定どお
り事業を実施した。

2019年度

・地域コーディネーター養成塾　年間6回程度開催
・生涯学習推進員学習会　年間3回程度開催
・地域学校協働本部　1中学校区・3小学校区

Ｃ

・地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成塾を年間6回、計画どおり開催し、学校及びｺﾐｭﾆ
ﾃｨから推薦があった17名が受講した。（現役地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰも参加で
きる場も設けた。）
・生涯学習推進員学習会については、7月に委嘱式及び研修会、10月
にワークショップ研修会を開催した。（年2回の研修会を実施）
・地域学校協働本部は、城南・栗熊小学校区が新たに立ち上がり、１
中学校区・４小学校区において事業を実施した。

生涯学習推進事業費「地域コーディネーター養成塾」及び「生涯学習推進員学習会」を開催し、
各々のスキルアップをはかるとともに、学校と地域、地域間でも交流すること
により、人とつながり情報共有しやすい環境を整える。また、地域コーディ
ネーターをキーマンとして、可能な地区から「地域学校協働本部」を組織化す
る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

10-1. 小中・地域連携教育の推進 市民生活部　生涯学習課

　第３次生涯学習推進計画の基本目標の一つである「家庭・地域・学校におけ
る連携の推進」を進めるため、地域の未来を担う若者など多様な世代をター
ゲットに、人材の発掘・育成に取り組み、地域づくりの活性化を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

社会教育支援事業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 15,178 15,178
2019 15,481 15,481
2020 18,196 18,196
2021 18,809 18,809

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・中学校教員による小学校への交流授業
・小中人権・同和教育研修会の開催（1回）
・中学校群連携協議会の開催（各中学校群、年2回）
・全ての小学校区に地域コーディネーターを配置（市民生活部）
・校長会と連携したコミュニティ・スクールの充実

Ｃ

　中学校教員の小学校派遣による交流授業を技能教科（図工・
音楽・体育・家庭）で実施した。学校群内での教員研修、リー
ダー研修をオンラインにて行い、小中人権・同和教育研修会は
各中学校群にて実施した。各学校において学校運営協議会を開
催し、地域と保護者の承認の下、学校運営を行っている。協議
会の運営等については、校長会を通して情報共有できた。

2019年度
（令和元年度）

・中学校教員による小学校への交流授業
・小中人権・同和教育研修会の開催（1回）
・中学校群連携協議会の開催（各中学校群、年2回）
・複数の中学校群に地域コーディネーターを配置
・校長会と連携した丸亀型コミュニティ・スクールの方向性の検討

Ｃ

　城南小学校校区に地域コーディネーターを新規に配置し、1
中学校区4小学校区で、地域学校協働本部を中心とした学校支
援や地域連携教育が進められている。
　また、中学校教員の小学校派遣による交流授業や学校群内で
の教員研修、児童・生徒の交流も継続して行われている。

2020年度
（令和2年度）

・中学校教員による小学校への交流授業
・小中人権・同和教育研修会の開催（1回）
・中学校群連携協議会の開催（各中学校群、年2回）
・複数の学校区に地域コーディネーターを配置
・校長会と連携した丸亀型コミュニティ・スクールの制度の整備

Ｄ

　中学校教員の小学校派遣による交流授業や学校群内での教員
研修、児童・生徒の交流を行った。小中人権・同和教育研修会
は新型コロナの影響で中止とした。コミュニティ・スクール設
置に向けた検討委員会を設け、「丸亀市立学校における学校運
営協議会規則」を作成し10月に施行した。合わせて校長会やコ
ミュニティ会長、所長会に出席し、制度の周知を行った。

　実技を伴う教科や英語を中心に、中学校教員が小学校で授業
を行ったり、研修会や連携協議会など、校種を超えた教員間の
相互理解の場を設けたりすることで、児童と教員の双方から学
習活動の充実につながるとの声が聞かれた。
　また、地域コーディネーターについては、城北小学校校区に
新規配置できた。

2018年度
（平成30年度）

・中学校教員による小学校への交流授業
・小中人権・同和教育研修会の開催（1回）
・中学校群連携協議会の開催（各中学校群、年2回）
・複数の中学校に地域コーディネーターを配置

10-2．小中・地域連携教育の推進 教育部　学校教育課

子どもたちの「自立と共生」をめざして、学校間や学校・家庭・地域が連携協力し、学校
と地域が一体となった取組を進める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

小・中地域連携教
育推進事業費

各中学校群において、子どもたちの小中の接続を円滑にするために、小学校と中学校が授
業や行事で交流し、教員も協働で研修する「小中連携」と、家庭や地域の教育力を生かす
ために、地域の方とあいさつ運動や行事で交流する「地域連携」を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
学校給食センター運営費 2018 23 23

2019 0 0
2020 0
2021 0

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・地産交流会の実施回数　14回
・DVD等による食育指導校　小学校16校
【内容：地産について（生産者の声のインタビュー）】
【目的：生産者に感謝して食べる】

Ｃ

・地産交流会の実施回数　14回
・令和4年1月に、「地産地消（ミニトマト）」、「地産地
消（黒豆）」のDVDを作成し、全小学校16校に配布した。

2019年度
（令和元年度）

・地産交流会の実施回数　12回
・DVD等による食育指導校　小学校17校
【内容：給食ができるまで（全体の様子）】
【目的：給食の衛生について知り、調理に携わる人の苦労に気づく】

Ｃ

・地産交流会の実施回数  11回
・給食が出来るまでのDVD等を1月に作成し、全小学校に配
布した。

2020年度
（令和2年度）

・地産交流会の実施回数　3回
・DVD等による食育指導校　小学校16校
【内容：地産について（農作物の紹介）】
【目的：地域の産業を知る】 Ｃ

・地産交流会の実施回数　 4回
・令和3年1月に、「地産地消～丸亀市で野菜を作っている
人について知ろう～」のDVDを作成し、全小学校16校に配
布した。

2018年度
（平成30年度）

・地産交流会の実施回数　11回
・DVD等による食育指導校　小学校17校
【内容：給食ができるまで（全体の様子）】
【目的：給食の衛生について知り、調理に携わる人の苦労に気づく】

Ｄ

・地産交流会の実施回数　11回
・DVD等による食育指導、DVDの撮影は終了した。オフライ
ン用編集ソフトで時間がかかり手作業のため、編集に遅延
がでている。
・パワーポイント授業　10小学校、2中学校

11．学校給食による食育の充実 教育部　総務課

学校給食を生きた教材として、地産地消の推進と食文化の継承に取り組むなど、子どもた
ちの望ましい食習慣の形成と食に関する理解の促進に努める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

・地元生産者と連携し、児童等と地産交流会を実施する。
・給食のDVDを作成し、学校での食育指導に活用する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 145,163 145,163
2019 151,512 151,512
2020 686,437 493,874 192,563
2021 162,443 2,000 160,433

【取組の概要】 2018 1,231 600 631
2019 1,327 600 727
2020 1,778 609 1,169
2021 1,318 540 778
2018 280 280
2019 300 300
2020 210 210
2021 240 240

【取組の計画と進行管理】 事務局管理費 2019 74 74

評価

2020年度
（令和2年度）

・学校の業務の範囲の明確化。
・学校の業務の適正化や効率化の推進。
・学校運営の改革と教職員の意識改革の浸透。
・中学校部活動に関する市および学校方針の遵守と徹底。

Ｃ

 一斉学校臨時休業日における教職員の勤務対応について、状
況に応じた個別対応を行うとともに、6月からの学校再開後につ
いても、市講師配置等によって勤務環境整備を図った。また8月
8日～16日を学校完全閉庁日とし、部活動も行わないなど、教職
員の意識改革にも努めた。これらの取組の結果、6月期において
約10％程度の時間外勤務時間の削減につながった。

2021年度
（令和3年度）

・本市学校教育職員の在校等時間の上限等に関する指針の周知・徹底
・教育委員会主催行事、学校行事等の更なる精選
・勤怠システムの結果を活用した時間外勤務縮減の取組の徹底
・学校運営の改革と教職員の意識改革の浸透
・中学校部活動に関する市及び学校方針の遵守と徹底

Ｃ

　勤怠システムの結果については、令和３年度より毎月、学校ご
とに管理職が所属職員の時間外勤務時間を把握・確認するよう
にした。勤務状況を把握した上で、教職員に働きかけることによ
り、前年度比10％の時間外勤務時間の縮減につながった。

2018年度
（平成30年度）

・勤怠システムを利用した、学校現場での勤務時間の実態把握。
・服務管理システムの導入等、ＩＣＴ環境の充実。
・中学校部活動に関する市および学校方針の策定に向けた実態把握。
・夏季休業中における学校閉庁日の設定。
・教育委員会主催行事、学校行事等の見直し。
・保護者・地域への周知。

Ｃ

　市内全小中学校のパソコン等のリプレイスを行い、ICT環境を
充実させるとともに、服務管理システムや勤怠管理システムを導
入して、働き方改革への意識付けを行った。
　また、学校閉庁日の設定や市教委主催行事の見直しなどで、
教職員が長期休業中に休みを取りやすい環境を整備できた。

2019年度
（令和元年度）

・勤務時間の実態把握を基にした業務の洗い出しと具体的対策の検討。
・学校運営の改革と教職員の意識改革に向けた取組の具体化。
・中学校部活動に関する市および学校方針の策定と周知。
・教育委員会主催行事、学校行事等の精選。
・保護者・地域への周知徹底による理解促進。

Ｃ

　7月に丸亀市部活動方針を策定して校長会で周知し、各学校
の部活動方針策定を依頼した。また、8月13日～16日の4日間を
学校閉庁日とし、教職員が休みを取りやすい環境を整えるととも
に、8月26日に教育講演会を開催し、保・幼・こ・小・中学校教職
員602名に、働き方改革に関する講演を行うなど、教職員の意識
改革にも努めた。
　これらの取組の結果、6月期・11月期とも、前年度比約10％程
度の時間外勤務時間の削減につながった。

児童指導充実費

生徒指導推進費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

本市教職員の勤務実態を把握し、県教委策定の「教職員の働き方改革プラン」などに沿
い、教職員の勤務環境の整備に努める。

12-1．教職員の勤務環境の整備 教育部　学校教育課

学校現場において教職員の長時間勤務の改善に向け、教職員が心身両面の健康を維持しな
がら、教育活動に意欲的に取り組むことができる環境づくりを進めることで、教育の質の
向上と子どもたちの豊かな成長を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

教育情報化推進費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
学校給食センター運営費 2018 109 109
学校給食センター運営費 2019 0 0
学校給食費公会計化移行事業費 2020 9,312 9,312
学校給食費公会計事業費 2021 555,581 516,052 39,529

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・公会計化の実施

Ｃ

令和3年4月から学校給食費の公会計化を実施した。
適正な公会計事業の運営に努めた。

2019年度
（令和元年度）

・文部科学省が策定するガイドラインの公表を受け、学校給食費公会計
化の方針（案）を検討、策定
・公会計化計画の検討
・関連条例、規則の検討

Ｃ

令和元年7月末、文科省のガイドラインが示され、令和３
年度からの開始の方針を確定した。
また、システムの構築等開始に向けて関係各課と連携し、
検討、準備を進めた。

2020年度
（令和2年度）

・給食費等管理システムの構築
・関連条例、規則の整備

Ｃ

同時期に公会計化する2市2町で給食費管理システムを新規
に構築した。
関連条例や規則等を整備したのち、学校・保護者・金融機
関等への周知や手続を依頼したほか、関係部署との調整な
どを行い、公会計化の準備を整えた。

2018年度
（平成30年度）

・関係各課による庁内会議を設置
（文部科学省が策定するガイドラインの公表を受け、学校給食費公会計
化の方針（案）を検討・策定。） Ｄ

国のガイドライン公表が遅れているため、学校給食費公会
計化の検討が出来ない状況である。学校給食費だけでな
く、学校納付金全体を含めた公会計化を検討するため、関
係各課で先進地調査等を実施した。

12-2．教職員の勤務環境の整備 教育部　総務課

学校給食の会計業務にかかる負担の軽減や、透明性の確保を図るため、給食費の公会計化
を進める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

文部科学省が策定する学校給食費の会計業務に係るガイドラインを参考に、本市に適した
学校給食費の徴収等にかかる管理システムの構築や事務体制を検討し、公会計化を実施す
る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

12-2



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 5,907 5,907
2019 8,912 2,700 6,212
2020 6,477 3,400 3,077
2021 64,839 55,500 9,339

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｄ

2021年度
（令和3年度）

１．飯山南地区の公園整備継続（用地取得、測量設計、実施設計、埋蔵
文化財調査等）

Ｃ

１．飯山南コミュニティと協議しながら、用地取得、測量
設計、実施設計を完了し、今後の造成、施設整備に向けて
計画を進めた。

2019年度
（令和元年度）

１．公園整備重点ゾーンにおける公園整備方針の策定（5月）
２．整備（岡田幼稚園跡地公園整備　H30～H31：2年目）
３．整備（三ノ池子どもの遊び場整備　H30～H31：2年目）
４．地域コミュニティと身近な公園整備に向けた協議開始（１箇所） Ｃ

１．9月に公園の整備方針を策定し、翌年3月議会において
説明した。
２．9月に岡田幼稚園跡地公園の整備を完了した。
３．3月に三ノ池子供の遊び場の整備を完了した。
４．公園整備に向け、継続的に整備内容や方向性などを飯
山南コミュニティと協議を行っている。

2020年度
（令和2年度）

１．公園整備着手（用地取得）
２．整備（飯野児童遊園整備　H31～R3：2年目）
３．地域コミュニティと身近な公園整備に向けた協議 Ｃ

１．飯山南地区の公園整備について、すべての地権者と契
約締結、所有権移転を完了した。
２．飯野児童遊園の整備を完了した。
３．公園整備に向け、飯山南コミュニティと協議を行っ
た。

年内の公園整備方針（案）の策定に向けて、内容を検討し
骨子（案）を取りまとめた。
岡田幼稚園跡地公園については、整備内容についてコミュ
ニティと協議を行い、造成工事等を実施した。
三ノ池公園については、整備内容について地元と協議を行
い、造成工事等を行った。

2018年度
（平成30年度）

１．公園整備重点ゾーンにおける公園整備方針（案）の策定（10月）
２．整備（岡田幼稚園跡地公園整備　H30～H31：1年目）
３．整備（三ノ池子どもの遊び場整備　H30～H31：1年目）

13．身近な公園の整備 都市整備部　都市計画課

市内には公園の少ない地域があることから、子供たちだけでも安全に歩いていける公園、
地域住民が愛着を持ち利用しやすい公園など、地域住民のニーズに沿った身近な公園を整
備する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

公園緑地整備事業費

緑の基本計画の公園整備重点ゾーンにおいて身近な公園の整備方針を策定し、それに基づ
いて地域コミュニティと協議を行い、計画的な公園整備を実施する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 5,888 2,847 3,041
2019 5,839 2,899 40 2,900
2020 1,000 1,000
2021 693 693

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価
１．丸亀市リノベーションまちづくり構想検討会議の開催（4月、6月）
２．リノベーションまちづくりの目指す将来像や過程を示す手引きの策
定（10月）
３．担い手組織となる「家守会社」の設立支援（10月）
４．駅周辺物件活用案の作成（2月）

2021年度
（令和3年度）

１．リノベーションまちづくりに関する情報発信
２．民間プロジェクトの実現化に向けた連携・協力

Ｃ

Ｃ

１．WEBサイトの管理運営を専門事業者に委託し、情報発
信に努めた。
２．事業化予定者と空き家のマッチングに連携・協力して
対応している。

2019年度
（令和元年度）

１．地元３地区（城北・城西・城乾）での周知啓発会の開催（6月）
２．リノベーション事業実践講座の開催（9月～2月）

Ｃ

１．各地区において地元周知啓発会を開催した。
・城北地区　6/13　7人参加
・城西地区　6/27　20人参加
・城乾地区　5/23　15人参加
２．実践講座を開催した。
・10/25、11/2～3、12/6、1/17、2/21、3/15［計6回］

2020年度
（令和2年度）

１．リノベーションまちづくりに関する情報発信
２．民間プロジェクトの実現化に向けた連携・協力

Ｃ

１．昨年度作成したWEBサイトに事業者のインタビュー記
事やエリアの写真等を掲載し、情報を発信した。
２．事業化予定者と空き家のマッチングに連携・協力して
対応している。

・リノベーションまちづくり構想検討会議の開催
　①4/14　参加者　約60名　②6/26　参加者　約60名
・家守会社（㈱スナック）の設立［6月］
・「丸亀市リノベーションまちづくりのススメ」を策定
［3月］
「丸亀市リノベーションまちづくりのススメ」にて浜町、
北平山町の事例を改修費も含めて紹介［3月］

14．リノベーションまちづくりの推進 都市整備部　都市計画課

民間主導型の公民連携であるリノベーションまりづくりを推進することにより、遊休不動
産を活用した都市課題の解決を実現するとともに、まちづくりに対する意識の転換を促
し、魅力あるまちづくりを推進する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

リノベーションまちづ
くり推進事業費

都市計画管理費

丸亀市リノベーションまちづくり構想検討会議での議論を通じて、民間主導型の公民連携
まちづくりの機運を醸成するとともに、リノベーションまちづくりの目指す将来像や過程
を示す手引きを策定する。また、リノベーションまちづくり塾による担い手組織の育成
や、リノベーションスクールといった機会の提供により、民間プロジェクトの実現を図
る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

14



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
都市計画管理費 2018 0 0

2019 2,547 2,547
2020 4,600 4,600

都市計画管理費 2021 70 70
【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｂ

2021年度
（令和3年度）

１．引き続き、避難路等の周知啓発に努め、住民生活の安全確保を図
る。
２．防災空地の適切な維持管理に努める。 Ｃ

借上げ地に防災空地を示す看板を設置し、避難路となって
いることを周囲に示すとともに、草刈などの土地の管理を
行った。

2019年度
（令和元年度）

１．避難路協定の締結や土地の借上げなどにより、避難路や防災のため
の空地の確保（4月～3月）

Ｂ

10か所の土地借上契約と5か所の避難路協定を締結したこ
とにより、147mの避難路延長と893㎡の防災空地面積を確
保した。

2020年度
（令和2年度）

１．避難路協定の締結や土地の借上げなどにより、避難路や防災のため
の空地の確保（4月～2月）
２．解消（2月） Ｃ

6か所の土地借上契約の締結により、105mの避難路延長と
約596㎡の防災空地面積を確保したことから、国の基準に
達し、解消に至った。

全体工程案を策定 ［5月］
実態調査に向けた、地元への説明を実施 ［6月］
現地調査の実施［8月］
不動産所有者や住民への意向調査を実施［8月］、方針の
決定［12月］
調査結果より、実現の可能な手法である避難路や防災空地
の確保で解消を目指す方針であることを地元説明会にて報
告し、同意を得る。［12月］

2018年度
（平成30年度）

１．国が示す2020年度までの解消に向けた全体工程案の策定［5月］
２．香川大学創造工学部との連携による、居住状況等の実態調査の実施
［地元説明会：6月　調査：7月～8月］
３．地元への方針説明［8月］
４．地区内の現状に応じた空家の除去や空地の集約化といった解決策の
検討［～2月］
５．不動産所有者や住民への意向調査の実施［2月］
６．事業実施に向けた方針の決定［2月］

15．御供所地区重点密集市街地の解消 都市整備部　都市計画課

地震時等において大規模な火災の可能性があり、重点的に改善すべき密集市街地（重点密
集市街地）となっている御供所地区において、延焼の危険性と避難の困難性の低減に向け
た取組みを実施することで、国が示す2020年度までの重点密集市街地の解消を図り、住民
の生命及び財産の安全を確保する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

御供所地区重点密集市
街地解消事業費

全体工程案を策定し、まず、現状を把握するための現地調査及び不動産所有者や住民への
意向調査を実施するとともに、御供所地区の実態に応じた空家の除去や空地の集約化、道
路等の整備といった具体的な解決策を検討・決定し、密集市街地の解消に向けた必要な対
策を実施する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
市庁舎等整備事業費（繰越） 2018 10,584 10,584

2019 195,341 195,341
2020 453,971 129,560 324,411
2021 83,600 83,600

【取組の概要】 市庁舎等複合施設整備事業費 2021 519,856 8,500 511,356

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｄ

2021年度
（令和3年度）

１.現丸亀税務署の解体工事の完了（11月）
２.市役所本館、別館、南館の解体工事の完了（R4.2月）
３.丸亀税務署跡地における臨時駐車場整備完了（12月）
４.市道大手町通町線再整備工事（R4.3月） Ｃ

　丸亀税務署解体工事を11月、臨時駐車場整備工事を12月
に完了し、来庁者等に開放している。
　市役所本館・別館等解体工事は、工事範囲の変更等によ
り土壌汚染調査が必要となり、やや遅れはしたものの年度
内に完了することができた。
　また、市道大手町通町線再整備（高質空間整備）は設計
変更等により工期が延長したが、令和4年4月末に開通し
た。

2019年度
（令和元年度）

1.シビックパークゾーン整備基本設計の完了(9月)
2.新丸亀税務署新築工事に着手（9月）
3.市役所本館、別館の解体設計の完了(3月)
4.市役所跡地（駐車場及び隣接市道）の再編整備に係る実施設計の完了
(3月)

Ｄ

・シビックパークゾーン整備基本設計完了後、素案を令和
2年1月に議会に提示した。
・新丸亀税務署は9月以降建築工事、電気設備、機械設備
工事に着手した。
・市役所本館、別館の解体は3月に実施設計を完了した。
・市役所跡地の再編整備については、計画を令和3年度に
策定するよう見直した。

2020年度
（令和2年度）

1.市役所跡地（駐車場及び隣接市道）再編整備に係る実施設計の完了
2.新丸亀税務署の新庁舎完成（10月）
3.市役所本館、別館の解体工事に着手（R3.2月）
4.大手町東西2号線歩道の改良工事着手、完了（10月）

Ｄ

　新丸亀税務署は10月に完成した。市道大手町東西2号線
歩道の改良工事は新庁舎開庁時期に完成した。市役所本
館・別館の解体工事は令和3年3月に契約が成立し、工事は
令和3年度に着手する。
　なお、市役所跡地再編整備に係る実施設計は未着手であ
る。

  基本計画策定にあたり、新市民会館の基本構想の検討状
況を加えたため、基本計画策定業務の着手が当初の見込み
より3ヶ月程度遅れた。
　このことから、市庁舎等複合施設整備基本設計・実施設
計業務委託業務を本年6月28日まで履行を延長している。

2018年度
（平成30年度）

１．シビックパークゾーン整備基本計画の策定（3月）

16．大手町地区４街区の再編 都市整備部　都市計画課

大手町地区４街区は、中心市街地に位置し、公共公益機能が集積する本市の顔となる重要
なエリアである。そこで、市庁舎等の整備を契機として、将来に渡る本市の拠点地域とし
て、まちの発展、新たな魅力向上につなげるため、本エリアの再編を進める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

大手町地区4街区再編整
備事業費

シビックパークゾーン（市民ひろば、旧市役所敷地の連続空間）について、景観形成デザ
インおよび整備機能をまとめ、中心市街地の魅力あるオープンスペースの創出、大手門に
向かっての導線形成に向けた土地利用、街区整備に取り組む。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 55,935 41,814 14,121
2019 56,209 42,000 14,209
2020 56,532 42,000 14,532
2021 86,253 57,883 28,370

【取組の概要】

　
【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用
・空家相談会の開催
・空家対策庁内連絡会 Ｃ

・補助金については、50件分の予算（15件分増額）に対し
て74件の予約申請があり、55件の活用があった。
・相談会については、予定どおり6回開催した。

2019年度
（令和元年度）

・老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用
・空家相談会の開催
・空家対策庁内連絡会 Ｃ

・42件の老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用があっ
た。
・空家相談会を6回開催した。

2020年度
（令和2年度）

・老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用
・空家相談会の開催
・空家対策庁内連絡会 Ｃ

・補助金については、35件分の予算に対して70件を超える
予約申請があり、42件の活用があった。
・相談会については、予定どおり6回開催した。

・老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用（47件）
・空家相談会の開催（6回）
・空家対策庁内連絡会（1回）

2018年度
（平成30年度）

・老朽危険空き家除去支援事業補助金の活用（35件）
・空家相談会の開催（6回）
・空家対策庁内連絡会（2回）

17．空家対策の強化 都市整備部　都市計画課

　老朽化して倒壊などのおそれのある空家の除去やその利活用を促進することにより、地
域住環境の向上を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

空家対策事業費

　老朽危険空き家の除去を行う所有者や相続人に対し、補助対象経費の４/５（上限１６０
万円）を補助する。
　公益社団法人香川県宅地建物取引業協会と連携し、空家相談会を開催。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 105,525 0 568 104,957
2019 112,553 3,190 638 108,725
2020 107,131 2,500 650 103,981
2021 106,206 4,711 344 101,151

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・丸亀市地域公共交通会議、丸亀市地域公共交通活性化協議会の開催
（定期路線の見直し等）

Ｃ

・バス料金の支払いについて電子決済に対応するため、
PayPayの支払いに対応した。
・バスの運行状況をより確認しやすくするため、アプリ版
の開発に取り組んでいる。
・利用者の利便性向上に寄与するための混雑情報提供シス
テムに加え、利用状況分析のための乗降調査システムを導
入した。

2019年度
（令和元年度）

・丸亀市地域公共交通会議、丸亀市地域公共交通活性化協議会の開催
（定期路線の見直し等）
・地域公共交通網形成計画の策定

Ｃ

・丸亀市地域公共交通会議を開催し、10月1日より一部路線
の変更と2か所バス停を追加した新時刻表によるコミュニ
ティバスの運行を開始した。加えて一部区間にフリー乗降
区間を導入した。
・丸亀市地域公共交通活性化協議会を2回開催し、地域公共
交通網形成計画について審議した。

2020年度
（令和2年度）

・丸亀市地域公共交通会議、丸亀市地域公共交通活性化協議会の開催
（定期路線の見直し等）
・地域公共交通計画の策定　※法改正により計画の名称変更 Ｃ

・丸亀市地域公共交通会議を開催し、10月1日より一部路線
を変更した。
・丸亀市地域公共交通活性化協議会を開催し、地域公共交
通計画について審議した。

・バスロケーションシステムは、10月26日開始。
・丸亀市地域公共交通会議、丸亀市地域公共交通活性化協
議会を開催し、10月1日より新時刻表によるコミュニティバ
スを運行。
・公共交通について他市の事例を研究するとともに、庁内
連絡会の設置については、新年度より設置予定。

2018年度
（平成30年度）

・バスロケーションシステムの導入支援
・丸亀市地域公共交通会議、丸亀市地域公共交通活性化協議会の開催
（定期路線の見直し等）
・地域公共交通網形成計画策定に向けた調査・庁内連絡会の設置

18．コミュニティバスの充実 都市整備部　都市計画課

　市民の身近な移動手段であるコミュニティバスを維持・存続するとともに、利便性を向
上させることにより、利用率の向上を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

コミュニティバス・生活
バス路線等運行維持費

コミュニティバスの位置情報が確認できるバスロケーションシステムの導入。
バス停の増設等、定期路線の見直し。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 70,972 1,592 15 69,365
2019 84,580 4,226 22 80,332
2020 91,259 4,085 1,960 85,214
2021 93,827 10,318 1,920 81,589

【取組の概要】 離島情報通信基盤整備事業費 2019 182,754 81,964 94,100 6,690

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・サービス継続・加入促進（本島・広島）

Ｃ

・本島・広島において令和2年4月から光高速インターネッ
トサービスを開始。（加入者数：本島47件、広島24件）
昨年度作成した光インターネットサービスのチラシを活用
し普及啓発に努めた。

2019年度
（令和元年度）

・ブロードバンド整備の工事開始（本島・広島）
・牛島・小手島・手島の整備手法の検討
・移住・定住の促進や、外部人材を活用した魅力ある島づくりの推進

Ｃ

・ブロードバンド環境の整備については、本島・広島にお
いて工事が完了し、令和2年4月からサービス開始。
・牛島集会所、小手島漁民シンポジウムに公衆Wi-Fiを設
置した。
・今年度から実施した「元気な島づくり団体支援事業」で
は、島の案内看板を設置するなど団体の活動に補助を行っ
た。また、同じく今年度から実施した「島おこし活動推進
業務委託」では、週末に島での生活を体験してもらう事業
など外部人材を活用した取組を行った。

2020年度
（令和2年度）

・工事竣工、サービス開始（本島・広島）

Ｃ

・本島・広島において令和2年4月から光高速インターネッ
トサービスを開始。（加入者数：本島44件、広島22件）

・ブロードバンド環境の整備については、整備方針が固ま
り、国の補助金等を活用した整備を早期に着手する。
・公衆Ｗｉｆｉについては、３島に設置し既にサービスを
開始している。
・島のホームページは完成し公開中。パンフレットも作成
し各所で配布している。

2018年度
（平成30年度）

・ブロードバンド環境の整備手法の検討・決定
・公衆無線ＬＡＮの設置（本島・広島・手島）
・島のホームページ・パンフレットの作成

19．離島における生活環境の向上 市民生活部　生活環境課

離島における生活環境の安定・改善と島の魅力を発信することで、地域間格差の是正や島
の活性化を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

離島振興費

超高速ブロードバンドや公衆無線ＬＡＮサービス等の整備に合わせて島の魅力を発信する
ことで、島民の生活環境の向上と、島への交流人口や移住の促進を図る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 31,650 17,407 12,800 1,443
2019 71,575 39,366 28,940 3,269
2020 72,224 39,723 29,200 3,301

防災・安全交付金事業費 2021 156,000 85,800 63,100 7,100
【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

１．2期整備区間の用地取得、物件補償交渉を継続し事業の進捗を図る。
    物件補償件数 N=5件

Ｃ

１．用地・物件補償件数　契約済　N=2件［6・7月］
　　　　　　　　　　　　完了　　N=5件[3月]

2019年度
（令和元年度）

１．１期整備区間の道路改良工事　Ｌ＝385ｍ（125ｍ、260ｍ）
　　を実施する。

２．２期整備区間の詳細設計、用地測量を実施する。
Ｃ

１．【1期整備】
　　　道路改良工事　施工中　L=125ｍ［R1→R2繰越］
　　　　　　　　　　R1補正分　L=260ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　［R3年3月完成予定］
２．【2期整備】
　　　道路詳細設計、用地測量　完了［3月］

2020年度
（令和2年度）

１．1期整備区間の道路改良工事　Ｌ＝260ｍを実施する。
　　国道11号から清水川(聖橋)に至る500m区間の道路改良を完成。

２．２期整備区間の物件調査を実施し、用地取得、物件補償交渉を
    開始する。

Ｃ

１．【1期整備】
　　　道路改良工事　完成　L=260m ［3月］
　　　　　　　　　（R1補正繰越分）
２．【2期整備】
　　　物件調査　完了［12月］
　　　用地取得交渉　開始　［11月］

１．【1期整備】
　　　道路改良工事　契約済　L=18ｍ［12月］
２．【2期整備】
　　　地元説明会　実施［8月］
      概略設計　完了［12月］

2018年度
（平成30年度）

１．１期整備（H23年度～H31年度）
     道路改良工事　Ｌ＝18ｍを実施する。
２．２期整備（H31年度～H37年度）の概略設計を行なう。

20-1．主要幹線道路の整備（市道西土器南北線道路整備事業） 都市整備部　建設課

狭隘な道路の拡幅と歩道の設置で通過交通や歩行者等の安全を確保するとともに、香川労
災病院へのアクセス向上による医療支援機能の強化を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

社会資本整備総合交付
金事業費

整備後の全幅員：14.0ｍ（車道3.0ｍ×2車線、歩道2.5ｍ×両側、路肩1.5ｍ×2）
１期整備（H23年度～H31年度）区間：国道11号から清水川、延長約500ｍ
２期整備（H31年度～H37年度）区間：清水川以北、延長約150ｍ

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 52,800 26,400 23,700 2,700
2019 5,300 2,650 2,300 350
2020 96,397 53,018 39,000 4,379

社会資本整備総合交付金事業費（補正） 2020 40,000 22,000 16,200 1,800
【取組の概要】 防災・安全交付金事業費 2021 63,260 34,793 25,600 2,867

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施し完了させる。
２．道路新設工事　Ｌ＝250ｍを実施する。
３. 道路舗装工事　Ｌ＝380ｍを実施する。
４. １期整備区間  Ｌ＝500ｍの供用開始を行う。
　　　　　　　　　［全体 L=820ｍの内 R2 L=320ｍ供用開始済］

Ｃ

１．【用地取得】地権者との交渉を継続
２．【道路新設工事】　完成  L=250m　［2月］
３．【道路舗装工事】　完成　L=380m　［4月］
４．【供用開始】1期整備区間　L=500m　［R4.4月末］

2019年度
（令和元年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施する。
２．道路新設工事　Ｌ＝35ｍを実施する。

Ｃ

１．【道路新設工事】　完成　L=35ｍ［3月］

2020年度
（令和2年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施し完了させる。
２．道路新設工事　Ｌ＝550ｍを実施する。
３．道路舗装工事　Ｌ＝460ｍを実施する。
４．県道多度津丸亀線から市道田村町金倉線に至る約330ｍ間の供用開始
を行う。

Ｃ

１．【用地取得】地権者との交渉が難航している。
２．【道路新設工事】 完成　L=550m ［3月］
３．【道路舗装工事】 完成　L=460m ［3月］
４．【供用開始】県道から市道まで［3月］

１．【用地取得】　契約済　N=2件［8月］
２．【道路新設工事】　完成　L=105ｍ［3月］

2018年度
（平成30年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施する。
２．道路新設工事　Ｌ＝105ｍを実施する。

20-2．主要幹線道路の整備（市道原田金倉線道路整備事業） 都市整備部　建設課

国道11号から県道多度津丸亀線を結ぶ全長1,320ｍの都市計画道路の未整備区間1,070ｍを
整備することで、丸亀市総合運動公園や県立丸亀競技場へのアクセス向上によりレクレー
ションや防災の機能向上を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

社会資本整備総合交付
金事業費

整備後の全幅員：16.0ｍ（車道3.0ｍ×2車線、歩道3.5ｍ×両側、路肩1.5ｍ×2）
整備区間：延長約1,070ｍ（全体延長1,320ｍ）
1期整備（H28年度～R3年度）区間：県道多度津丸亀線以南、延長約820m

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 139,300 76,615 56,400 6,285
2019 264,868 145,677 110,300 8,891
2020 130,285 71,656 52,700 5,929

防災・安全交付金事業費 2021 167,140 91,927 67,600 7,613
【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

１．道路改良工事　Ｌ＝56ｍを実施する。

Ｃ

１.【道路改良工事】 受託契約済 L=56m
　　　　　　　　              ［R4.9月完成］

2019年度
（令和元年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施する。
２．道路改良工事　Ｌ＝80ｍを実施する。

Ｃ

1．国の交付金である、防災・安全交付金については要望
額どおりの交付決定額となり、3月には今年度の用地費精
算を完了。
２．【道路改良工事】　完成　L＝80ｍ

2020年度
（令和2年度）

１．用地取得、物件補償を継続実施する。
２．道路改良工事　Ｌ＝80ｍを実施する。

Ｃ

１.【用地費精算】 土地開発公社からの買戻し　完了
　　　　　　　　　　　　　　　［8月]
２.【道路改良工事】 受託契約済 L=80m
　　　　　　　　　　　　　　　［R3.8月完成予定］

1．国の交付金である、防災・安全交付金については要望
額どおりの交付決定額となり、10月には今年度の用地費精
算を完了。2018年度

（平成30年度）

１．用地取得、物件補償を実施する。

20-3．主要幹線道路の整備（市道南三浦上分線道路整備事業） 都市整備部　建設課

国土交通省が実施する一級河川土器川の河川改修にあわせ市道の改良を行い、通行の安全
性を向上させる。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

社会資本整備総合交付
金事業費

整備後の全幅員：10.0ｍ（車道3.0ｍ×2車線、歩道3.0ｍ×片側、路肩0.5ｍ×2）
整備延長：390m
整備期間：H30年度～R6年度（蓬莱橋の改築部を除く）

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 205,800 185,200 20,600
2019 162,500 146,200 16,300
2020 162,500 146,200 16,300
2021 150,000 135,000 15,000

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｂ

2021年度
（令和3年度）

１．「道路舗装単独修繕計画」に基づき舗装の改良・補修工事を実施す
る。　Ｌ＝10km
２．綾歌・飯山地区の「道路舗装単独修繕計画」の見直しを行う。 Ｄ

１．【改良・補修工事】　完成　L=10km [3月]
２．【計画】綾歌・飯山地区　更新作業中
　　　　　　　　　　　　　　[R4.12月更新予定]

2019年度
（令和元年度）

１．「道路舗装単独修繕計画」に基づき舗装の改良・補修工事を実施す
る。　Ｌ＝14km

Ｃ

１．【改良・補修工事】　完成　L=13km［3月］
　

2020年度
（令和2年度）

１．「道路舗装単独修繕計画」に基づき舗装の改良・補修工事を実施す
る。　Ｌ＝14km
２．計画見直し後、３年経過するため「道路舗装単独修繕計画」の見直
しを行う。

Ｄ

１．【改良・補修工事】完成　L=8km [3月]
２．【計画】 丸亀地区のみ更新 [1月]
　　　　　　 綾歌・飯山地区は次年度更新予定

１．【改良・補修工事】　完成　L=12km［3月］
　　　2018年度でＡランク完了

2018年度
（平成30年度）

１．「道路舗装単独修繕計画」に基づき舗装の改良・補修工事を実施す
る。　Ｌ＝10km

21．「道路舗装単独修繕計画」の推進 都市整備部　建設課

老朽化した市道の舗装を効率的かつ着実に改良することで、市民が安全で快適に利用でき
る道路整備を行う。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

市道舗装改良事業費

老朽化した市道を「道路舗装単独修繕計画（ABC計画）」に基づき、予算の平準化を図り
つつ集中的かつ計画的に舗装の修繕を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）
予算事業名称 年度 事業費 財源内訳

国県支出金 市債 その他 一般財源
社会資本整備総合交付 2018 40,000 22,000 16,600 1,400

2019 46,428 19,485 19,300 7,643
道路メンテナンス補助事業 2020 85,572 47,064 25,000 13,508
道路メンテナンス補助事業(追加配分) 2020 12,728 7,000 5,100 628

【取組の概要】 道路メンテナンス補助事業 2021 97,748 53,756 34,400 9,592
2021 37,681 20,725 15,200 1,756
2021 34,012 18,705 13,700 1,607

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

１．橋りょう点検　N=114橋を実施する。
２．修繕工事　N=3橋を実施する。

Ｃ

１．【橋りょう点検】
      業務委託　完了　N=90橋　[3月]
　　　自主点検　完了　N=12橋　[3月]

２．【修繕工事】完成　N=3橋 　[3月］

2021年度
（令和3年度）

１．橋りょう点検　N=93橋を実施する。
　
２．修繕工事　N=9橋を実施する。

Ｃ

１．【橋りょう点検】
　　　業務委託　完了　　N=24橋 [3月]
　　　　　　　　完了　　N=18橋 [R4.5月]
　　　自主点検　完了　　N=53橋 [3月]
２．【修繕工事】完成　　N=5橋 ［3月］
　　　　　　　　完成　　N=6橋  [R4.7月]

2018年度
（平成30年度）

１．橋りょう点検　N=107橋を実施する。
２．修繕工事　N=1橋を実施する。

Ｃ

１．【橋りょう点検】　実施済　N=107橋［3月］
　
２．【修繕工事】　完成　N=1橋［3月］

2019年度
（令和元年度）

１．橋りょう点検　N=100橋を実施する。
２．修繕工事　橋りょう　N=1橋、横断歩道橋　N=1橋を実施する。

Ｂ

１．【橋りょう点検】　実施済　N=138橋［3月］
　
２．【修繕工事】　完成　N=2橋［3月］

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

22．｢橋梁長寿命化計画｣の推進 都市整備部　建設課

丸亀市が管理する橋りょうの近接目視点検による診断結果から、長寿命化修繕計画を策定
し、計画的な維持修繕を行なうことで橋りょうの安全性を確保する。

丸亀市管理橋りょう　Ｎ＝528橋（平成29年3月末道路台帳）の点検、長寿命化修繕計画を
策定し、順次、修繕工事を行なう。

道路メンテナンス補助事業(追加配分)
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 461,140 253,170 207,900 70
2019 188,881 103,367 85,500 14

【取組の概要】 2020 3,346,600 1,629,110 1,717,400 90
2021 2,224,440 1,214,442 1,009,900 98

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

１．水処理施設の建設工事を完成
２．汚泥処理施設の建設工事を完成
３．機械設備工事及び電気設備工事を継続実施
４．ポンプ棟の建設工事に着手
５．管理棟の建設工事に着手

Ｄ

水処理施設工事においては、前年度産業廃棄物の分別作業に時
間を要したため、進捗に遅れが生じていたが、着実に工事を実
施し、本年度末に完成した。汚泥処理施設、機械設備、電気設
備工事においては、前年度、財源の確保が不透明であり発注が
遅れたため、工事の進捗に遅れが生じている。また、本年度着
手を予定していたポンプ棟、管理棟工事においても前年度同様
に財源の確保が不透明であるため、発注が遅れた。

2021年度
（令和3年度）

１．機械設備工事及び電気設備工事を継続実施
２．ポンプ棟の建設工事を継続実施
３．管理棟の建設工事を継続実施
４．管渠工事に着手

Ｃ

機械設備工事、電気設備工事、ポンプ棟建設工事、管理棟建設
工事について予定どおり継続して実施している。また、管渠工
事に着手した。

2018年度
（平成30年度）

１．水処理施設の建設工事を継続実施

Ｄ

工事着手にあたり、建設用地から産業廃棄物が出現したため工
事を一時中止し対応方針を決定した。
廃棄物の処理等に8ヶ月程度工事の遅れが生じるため、全体スケ
ジュールを見直し、予定していたポンプ棟建設工事は2020年度
の発注とした。

2019年度
（令和元年度）

１．水処理施設の建設工事を継続実施
２．汚泥処理施設の建設工事に着手
３．機械設備工事及び電気設備工事に着手 Ｄ

水処理施設工事において産業廃棄物の分別作業に時間を要して
いるため、進捗に遅れが生じている。また、財源の確保が不透
明であったため、汚泥処理施設、機械設備、電気設備工事の発
注が遅れた。

処理場建設改良費
新浄化センター処理能力：26,200m

3
/日

土木・建築工事(2017年度～2023年度)：水処理施設、ポンプ棟、管理棟、汚泥処理施設等
機械設備工事(2019年度～2023年度)：水処理設備、ポンプ設備、汚泥処理設備等
電気設備工事(2019年度～2023年度)：受変電設備、監視制御設備、自家発電設備等

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

23．新浄化センターの整備 都市整備部　下水道課

現在の浄化センターは、塩害による劣化が著しく、耐震性能も不足しているため、新浄化
センターを整備することにより、下水処理施設の機能を維持し、公衆衛生や公共用水域の
水質保全に寄与するとともに、地震などの災害に強い下水道を構築する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

処理施設建設費

23



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 10,747 10,747
2019 18,735 18,735
2020 14,808 14,808
2021 17,051 17,051

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

・高齢者を対象とした交通安全教室等において、高齢者免
許の自主返納制度について啓発（4回：新型コロナウイルス
感染拡大防止のため教室等が実施できなかったため）。そ
の他、広報への掲載（4回）及び市役所ポスター展での周知
（1回）。
・高齢者運転免許証自主返納支援事業の受付は、3月末450
人。

2019年度
（令和元年度）

・各種広報媒体や交通安全教室イベント等を活用した啓発活動
・高齢者運転免許証自主返納支援事業の推進

Ｃ

・高齢者を対象とした交通安全教室等において、高齢者免
許証の自主返納制度について啓発（26回）。
・高齢者運転免許証自主返納支援事業の受付を7月に開始
し、3月末657人受付（平成30年度運転免許証自主返納者を
含む）。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

・高齢者を対象とした交通安全教室等において、高齢者免
許の自主返納制度について啓発（6回：新型コロナウイルス
感染拡大防止のため教室等が中止となったため）。その
他、広報への掲載（4回）及び市役所ロビー展での周知（1
回）。
・高齢者運転免許証自主返納支援事業の受付は、3月末407
人受付。

・高齢者を対象とした交通安全教室等において、高齢者免
許証の自主返納制度について啓発。
・高齢者の運転免許証自主返納者を対象として運転経歴証
明書の手数料助成及び1万円分のタクシー利用券等の交付を
実施する要綱を制定した。

2018年度
（平成30年度）

・各種広報媒体や交通安全教室イベント等を活用した啓発活動
（自主返納者目標400人）
・高齢者自主免許返納に伴う優遇制度の検討

24．高齢者交通安全対策の推進 市長公室　危機管理課

　高齢化社会に向けた交通対策として、運転免許証を返納した高齢者が受けられる様々な
優遇制度を周知することにより自主返納を促し、高齢者による交通事故の抑止に努める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

交通安全対策費

高齢者運転免許証の自主返納の向上を目指し、様々な広報媒体やコミュニティ等で行われ
る交通安全教室等による啓発活動を推進する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 349,959 185,700 9,072 155,187
2019 1,537,325 207,500 1,117,700 104,921 107,204
2020 4,906,173 199,140 2,145,500 56,333 2,505,200
2021 53,202 53,202

【取組の概要】 大手町地区4街区再編整備事業費 2021 4,187 4,187

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

１.旧村上学園学生寮の解体工事の完了
２.市庁舎北側整備の検討
３.市道大手町南北1号線道路改良工事完了 Ｃ

　旧村上学園学生寮解体工事および市道大手町南北1号線道路改良工
事は予定どおり完了した。一方、新庁舎北側整備は協議を重ね、配
置計画がまとまり、市議会特別委員会でも承認を得られた。

2019年度
（令和元年度）

１.市庁舎等複合施設の建設継続
２.外構工事実施設計の完了（10月）
３.売店事業者の選定（9月）
４.備品購入計画の策定（10月）
５.市庁舎隣接敷地(大手町緑地)取得に係る補償算定業務の完了（3月）

Ｄ

・市庁舎等複合施設建築工事は進捗率38.1%であり、外構工事は実施
設計を12月に完了した。
・売店事業者を8月に決定した。
・備品購入計画は方針をまとめ、1月に議会へ報告した。
・市庁舎隣接敷地（大手町緑地）は補償算定業務完了後、3月に土地
購入費見積額の合意を得た。

2020年度
（令和2年度）

１.市庁舎等複合施設の完成（10月）
２.市庁舎等複合施設の備品整備、システム移転整備の完了（11月）
３.市庁舎等複合施設外構工事の着手、完成[11月]
４.市庁舎隣接地（新庁舎北側民地）の用地取得（R3年3月）
５.大手町緑地の整備完了（10月）

Ｄ

　市庁舎等複合施設整備工事および大手町緑地整備工事は1月、市庁
舎等複合施設の外構工事は2月、システム移転整備は3月に完成し
た。
　市庁舎隣接地の用地取得は地権者との協議が整わず、用地取得を
中止した。

市庁舎等複合施設新築に伴う建築、電気設備、空調設備、給排水設
備の4件について、入札完了後、契約し工事に着手した。（1月）

2018年度
（平成30年度）

１.市庁舎等複合施設の実施設計の完了（10月）
２.市庁舎等複合施設の着工（1月）

25．新庁舎の整備 都市整備部　都市計画課

新庁舎整備完了後、大手町地区４街区再編整備構想に基づき、シビックサービスゾーンと
して市庁舎周辺の整備を進める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

市庁舎等複合施設整備
事業費

新庁舎周辺の道路等の改修を行うとともに、新庁舎北側の大手町北街区整備を推進する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
道路橋りょう改良費 2018 6,000 5,400 600

2018 30,951 8,185 21,400 1,366
2019 12,827 3,036 9,200 591
2020 12,380 866 11,400 114

【取組の概要】 2021 12,103 847 11,100 156
2018 7,300 7,300
2019 7,850 7,850
2020 20,557 13,900 6,657
2021 10,088 10,088

漁港建設費（単独県費補助事業） 2019 14,313 7,156 6,600 557
漁港建設費（単独県費補助事業） 2020 10,000 5,000 5,000
漁港建設費（単独県費補助事業） 2021 16,351 8,175 8,100 76

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

１．青木港青木地区　1箇所
２．小手島漁港　　　　　1箇所
３．手島港　　　　　　　1箇所
４．江の浦港江の浦地区　1箇所
５．東汐入川ポンプ場排水ポンプ更新　1基

Ｃ

【陸こうの改良工事】
　青木港青木地区 完成 N=1箇所［3月］
　手島港 完成 N=1箇所 [3月]
　江の浦港江の浦地区 完成 N=1箇所［3月］
　小手島漁港　R3.4　発注済　N=1箇所　（R2→R3繰越）
　[R3.9完成予定]
【浸水対策】
　東汐入川ポンプ更新 完成 N=1基［2月］

2021年度
（令和3年度）

１．小手島漁港　　　　　1箇所　(R2→R3繰越分)
２．青木港青木地区　　　1箇所
３．手島港　　　　　　　1箇所
４．中津下川ポンプ場排水ポンプ整備　1基 Ｃ

【陸こうの改良工事】
小手島漁港　    完成　N=1箇所　[10月] (R2→R3繰越分)
青木港青木地区　完成　N=1箇所　[3月]
手島港　　　　　完成　N=1箇所　[3月]
【浸水対策】
中津下川ﾎﾟﾝﾌﾟ場排水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備　完成　N=1基　［2月］

2018年度
（平成30年度）

１．江の浦港立石地区　　1箇所
２．江の浦港江の浦地区　1箇所
３．本島港小阪地区　　　1箇所
４．清水川周辺等浸水対策（臨時排水ポンプ購入、市道下井北原線道路
嵩上げ等）

Ｃ

【陸こうの改良工事】
　江の浦港　完成　N=2箇所［3月］
　本島港　　完成　N=1箇所［3月］
【清水川周辺等浸水対策】
　臨時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ購入　購入済　［7月］（台風時に稼動）
　市道下井北原線道路嵩上げ等　完成　［9月］

2019年度
（令和元年度）

１．江の浦港江の浦地区　1箇所
２．小手島漁港　　　　　1箇所
３．青木港青木地区　　　1箇所
４．二軒茶屋、高津地域浸水対策（臨時排水ポンプ施設設置）

Ｃ

【陸こうの改良工事】
　江の浦港　完成　N=1箇所［3月］
　小手島漁港　完成　N=1箇所［3月］
　青木港青木　完成　N=1箇所［3月］
【二軒茶屋、高津地域浸水対策】
　臨時排水ポンプ施設　完成　［7月］

島しょ部における22箇所の板堰タイプの陸こうを平成29年度から平成36年度にかけて計画
的に鋼製門扉タイプの陸こうに改良する。
また、河川等において大雨時の浸水被害が多い箇所の対策を行う。

排水路機能強化施設整
備事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

26-1．浸水被害対策の推進 都市整備部　建設課

老朽化に伴い水密性や耐久性などに問題が生じている板堰タイプの陸こうを、鋼製門扉タ
イプに改良し、より確実な高潮対策を図る。
また、大規模な風水害の発生に備え、浸水被害対策を進めることで、災害に強いまちづく
りを推進する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

港湾建設費（単独県費
補助事業）
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
処理施設建設費 2018 0

2018 5,687 5,687
2019 13,598 13,598
2020 1,763 1,763

【取組の概要】 浸水対策事業費 2021 41,290 20,645 7,170 13,475

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｄ

2021年度
（令和3年度）

１．河川管理者が実施する堤防の嵩上など、河川工事との調整を図り、
排水設備の実施設計等に着手。
２．土器排水区における浸水被害軽減の対策方針の策定に向け、排水路
などの現状調査を実施。

Ｃ

１．河川管理者が実施する堤防の嵩上などの河川工事との
調整を図りつつ、排水設備の実施設計に着手した。
２．対策検討業務に着手し、排水路などの現状調査が完了
した。

2019年度
（令和元年度）

１．臨時排水ポンプ（φ200mm×2基）施設の整備と今津雨水幹線の水路
嵩上げ工事を実施
２．今津排水区浸水対策について河川管理者との協議を進め、対策方針
を決定

Ｄ

１．臨時排水ポンプ（φ200mm×2基）施設の整備と今津雨
水幹線の水路嵩上げ工事については完了。
２．今津排水区浸水対策については、河川管理者(県)との
協議に時間を要したため、対策方針の決定が遅れた。

2020年度
（令和2年度）

１．対策方針に基づき、下水道事業計画の変更他、排水設備の基本設計
を実施
２．雨水幹線水路からの逆流防止対策としてフラップゲート設置工事を
実施

Ｄ

１．下水道事業計画の変更については完了した。排水設備
の基本設計については、関係機関（県）との協議・調整に
時間を要したため、着手が遅れた。
２．フラップゲート設置工事については、地元関係者との
調整が難航したため、中止した。

エンジンポンプφ150㎜２基、電動ポンプφ200㎜３基につ
いては購入済み。
今津排水区浸水対策検討については、浸水被害の軽減方法
について河川管理者と協議中である。

2018年度
（平成30年度）

１．エンジンポンプφ150㎜２基、電動ポンプφ200㎜３基を購入

26-2．浸水被害対策の推進 都市整備部　下水道課

大規模な風水害の発生に備え、浸水被害対策を進めることで、災害に強いまちづくりを推
進する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

雨水幹線改修事業費

台風等大雨時における浸水被害を軽減するため、西汐入川周辺など被害が多い箇所の浸水
対策を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
防災費 2019 3,070 1,535 1,535

2018 1,932 966 966
2019 1,460 1,460
2020 1,524 761 763

【取組の概要】 2021 2,183 1,090 1,093

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・防災研修実施（職員防災研修）
・自主防災組織 視察研修会開催
・防災訓練実施（合同防災訓練）
・防災士資格取得助成(10名)
・地区防災計画策定

Ｃ

コロナウイルスの感染拡大防止のため、合同防災訓練が実
施できなかったが、自主防災組織研修会については大学講
師を招いて防災講演会を開催した。地区防災計画では新た
に4地区が策定、防災士については9名が資格取得でき、概
ね予定どおり実施することができた。

2019年度
（令和元年度）

・防災研修実施（職員防災研修、令和元年6月開催予定）
・自主防災組織研修会開催（令和2年3月11日開催予定）
・防災訓練実施（合同防災訓練、令和2年3月11日開催予定）
・防災士資格取得助成(50名)
・地区防災計画策定（2地区）

Ｃ

防災研修や訓練について、調整がつかなかったり、新型コ
ロナウィルスの感染防止のため、実施できなかった取組が
一部あるが、おおむね当初の予定どおり進むことができ
た。

2020年度
（令和2年度）

・防災研修実施（職員防災研修）
・自主防災組織視察研修会開催
・防災訓練実施（合同防災訓練）
・防災士資格取得助成(10名)
・地区防災計画策定

Ｃ

コロナウィルスの感染拡大防止のため、一部の研修や防災
訓練が実施できなかったが、合同訓練については、内容や
人員を縮小して実施するとともに、5名が防災士の資格取
得でき、おおむね予定どおり行った。

避難所運営ガイドライン及び避難所運営マニュアルは統一
した「避難所運営マニュアル（作成手引き）」として7月
作成。その後関係機関（各課及び指定避難所等）に配布説
明を行い、同時にホームページにおいて公開中。なお、訓
練、研修等については予定通り開催できた。

2018年度
（平成30年度）

・防災研修実施 (職員防災研修、平成30年5月24日開催）
・自主防災組織視察研修の実施（平成30年12月14日開催）
・防災訓練実施（合同防災訓練、平成31年3月11日開催）
・防災士資格取得助成(7名)
・避難所運営ガイドライン、避難所運営マニュアル、地区防災計画策定

27．自主防災組織の体制強化 市長公室　危機管理課

自助、共助の要である自主防災組織のソフト面、ハード面の強化を図る。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

自主防災力強化事業

自主防災組織に対し、災害時の活動だけでなく、防災知識の普及や防災訓練の実施、防災
士の養成など、支援の充実を図る。
自主防災組織の体制を強化するため、地域の実情に応じた避難所運営マニュアルと地区防
災計画の策定をすすめる。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 2,000 2,000
2019 1,995 1,995
2020 110 110
2021 1,698 1,698

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｄ

2021年度
（令和3年度）

インターンシップ事業の実施
・受入事業所・・・３０社
・参加学生・・・５０名
・採用内定者・・・５名

Ｄ

【事業内容】
参加学生の募集（Web、ハガキDM）、参加企業の開拓、企
業と学生のマッチング、オンラインによるインターンシッ
プの実施、アンケートの回収、まとめ
【実績】
申込事業所16社（うち実施事業所14社）、参加学生38名
（延72名）

2019年度
（令和元年度）

インターンシップ事業の実施
・受入事業所・・・３０社
・参加学生・・・５０名
・採用内定者・・・５名

Ｄ

【事業内容】
参加学生の募集（Web、メールDM、ハガキDM）、参加企業
の開拓、企業と学生のマッチング、インターンシップの実
施、参加学生に往復旅費の半額支給、アンケートの回収、
まとめ、前年度参加学生への追跡調査
【実績】
申込事業所25社（うち実施事業所15社）、参加学生35名
（延41名）

2020年度
（令和2年度）

インターンシップ事業の実施
・受入事業所・・・３０社
・参加学生・・・５０名
・採用内定者・・・５名

―
コロナの影響を考慮し今年度の実施を見送り
前年度の参加学生及び事業所に対する追跡調査は実施

【事業内容】
参加学生の募集（就活サイト、DM）、参加企業の開拓、企
業と学生のマッチング、インターンシップの実施、参加学
生に往復旅費の半額支給、アンケートの回収、まとめ
【実績】
申込事業所27社（うち実施事業所21社）、参加学生41名

2018年度
（平成30年度）

インターンシップ事業の実施
・受入事業所・・・３０社
・参加学生・・・５０名
・採用内定者・・・５名

28-1．インターンシップの充実 産業文化部　産業観光課

首都圏・関西圏大学生を対象に、定住自立圏域においてインターンシップ事業を実施し、
雇用確保と移住促進を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

首都圏及び関西圏の大学生に対する参加募集、参加企業の開拓、参加学生への旅費半額支
給、インターシップ終了後のフォローアップ

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 0

新規就農者サポート事業 2019 600 600
2020 0
2021 0

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・就農相談によるインターン希望者の掘り起こし
・ＪＡの農業インターン生制度の周知
・農業大学校での受講への誘導
・国、県の各種制度の周知
・県単独事業を活用したインターン生の受け入れ農家の掘り起こし

Ｃ
就農相談を7回行い、その際にインターン制度について周
知した。また、関係機関や先進農家との連絡会等の際にも
制度の説明を行い周知した。

2019年度
（令和元年度）

・就農相談によるインターン希望者の掘り起こし
・ＪＡの農業インターン生制度の周知
・農業大学校での受講への誘導
・国、県の各種制度の周知
・県単独事業を活用したインターン生の受け入れ農家の掘り起こし

Ｃ

就農相談を5回行い、その際にインターン制度について周
知した。また、関係機関や先進農家との連絡会等の際にも
制度の説明を行い周知した。また、県単独事業を活用し、
就農意向のある農業研修生を先進農家に受け入れていただ
き研修を行った。

2020年度
（令和2年度）

・就農相談によるインターン希望者の掘り起こし
・ＪＡの農業インターン生制度の周知
・農業大学校での受講への誘導
・国、県の各種制度の周知
・県単独事業を活用したインターン生の受け入れ農家の掘り起こし

Ｃ
就農相談を5回行い、その際にインターン制度について周
知した。また、関係機関や先進農家との連絡会等の際にも
制度の説明を行い周知した。

2018年度
（平成30年度）

・就農相談によるインターン希望者の掘り起こし
・ＪＡの農業インターン生制度の周知
・農業大学校での受講への誘導
・国、県の各種制度の周知

Ｃ
就農相談を3回行い、その際にインターン制度について周
知した。また、関係機関や先進農家との連絡会等の際にも
制度の説明を行い周知した。

28-2．インターンシップの充実 産業文化部　農林水産課

若者の新たな就労先の確保のみならず、中高年齢者や他産業従事者等多様な人材を幅広く
受け入れ、それらの就農希望者が生産技術、経営力等を習得することで、円滑な就農に繋
がるようインターンシップの充実を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

・関係機関と連携し、新規就農希望者に対する相談窓口の設置。
・就農希望者を受け入れて研修を実施し、独立に向けた準備をサポートする先進農家等に
対する支援。
・県農業大学校やＪＡの農業インターン生への誘導を図る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 21,750 21,750
2019 21,342 21,342
2020 20,637 20,637
2021 20,381 20,381
2018 106,644 100,000 6,644
2019 116,828 110,000 6,828
2020 118,034 110,000 8,034
2021 115,979 110,000 5,979

【取組の概要】 2018 56,235 55,000 1,235
2019 46,258 45,000 1,258
2020 45,953 45,000 953
2021 45,905 45,000 905
2018 10,055 10,000 55
2019 10,109 10,000 109
2020 10,139 10,000 139
2021 10,174 10,000 174
2018 4,320 4,320
2019 4,320 4,320
2020 4,320 4,320
2021 4,320 4,320

【取組の計画と進行管理】

評価

中讃勤労者福祉サービ
スセンター管理運営負
担金

2018年度
（平成30年度）

・経営セミナー（2回）
・よろず支援拠点（毎月1回）
・産業振興支援補助金
・企業訪問専門員の配置（企業訪問300社）
・中小企業支援ガイドブックの更新
・企業紹介サイトの更新
・地元就職促進奨励金制度
・融資支援
・ふれんど中讃の加入促進

Ｃ

・経営セミナー（11月28日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数（122件）
・企業訪問専門員の配置（企業訪問292社）
・中小企業支援ガイドブックの更新・関係団体配布
・企業紹介サイトの随時更新
・地元就職促進奨励金制度（平成31年度から開始）
・融資貸付（中小企業融資39件、153,370千円）
・ふれんど中讃の加入状況（393事業所、3374名）

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

産業文化部　産業観光課

人材の確保・育成に係る情報提供、制度の整備等を通じて、企業の事業継続・事業継承を
支援する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

中小企業融資事業費

団扇工業振興融資事業費

セミナーの開催や開催情報の提供、人材確保・育成に係る費用に対する補助、人材採用に
係る地元企業の需要調査、支援施策・制度に係る情報提供、融資制度等による就職支援

創業支援融資事業費

29．人材の確保、育成の支援

29



2021年度
（令和3年度）

・無料経営相談「中西讃マルタス常設サテライト」（平日）
・経営相談セミナー（毎月1回）
・産業振興支援補助金
・企業訪問専門員の配置（企業訪問300社）
・中小企業支援ガイドブックの更新
・企業紹介サイトの更新
・地元就職促進奨励金制度
・融資支援
・ふれんど中讃の加入促進

Ｃ

・中西讃マルタス常設サテライト相談件数740件
・経営相談セミナー（毎月１回実施）（5.8.9月はマルタ
ス閉館により中止、1.2.3月はコロナにより中止）
・産業振興支援補助金申請件数122件
・企業訪問専門員の配置　企業訪問244社
・中小企業支援ガイドブック2021年度版作成・配布・周知
・企業紹介サイトの随時更新
・地元就職促進奨励金制度（該当者なし）
・融資貸付（中小企業融資 22件、84,000千円）
・ふれんど中讃の加入状況（374事業所、3,262名）

2019年度
（令和元年度）

・経営セミナー（2回）
・よろず支援拠点（毎月1回）
・産業振興支援補助金
・企業訪問専門員の配置（企業訪問300社）
・中小企業支援ガイドブックの更新
・企業紹介サイトの更新
・地元就職促進奨励金制度
・融資支援
・ふれんど中讃の加入促進

Ｃ

・経営セミナー（10月9日、11月13日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数（128件）
・企業訪問専門員の配置（企業訪問265社）
・中小企業支援ガイドブックの更新・関係団体配布
・企業紹介サイトの随時更新
・地元就職促進奨励金制度（該当者なし）
・融資貸付（中小企業融資37件、133,780千円）
・ふれんど中讃の加入状況（381事業所、3,333名）

2020年度
（令和2年度）

・経営セミナー（2回）
・よろず支援拠点（毎月1回）
・産業振興支援補助金
・企業訪問専門員の配置（企業訪問300社）
・中小企業支援ガイドブックの更新
・企業紹介サイトの更新
・地元就職促進奨励金制度
・融資支援
・ふれんど中讃の加入促進

Ｃ

・経営セミナー（10月29日、11月19日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数　120件
・企業訪問専門員の配置　企業訪問199社
・中小企業支援ガイドブック2020年度版作成・配布・周知
・企業紹介サイトの随時更新
・地元就職促進奨励金制度（該当者なし）
・融資貸付（中小企業融資 9件、30,700千円）
・ふれんど中讃の加入状況（379事業所、3,339名）
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 491 491
2019 1,246 1,246
2020 3,033 3,033
2021 2,354 1,110 1,244

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

対象学校：市内中学校全７校予定
参加対象者：中学校２年生
参加企業数：１校当たり約２５社
内容：企業ブースを１グループ約１０人ごとに訪問（１社あたり説明・
意見交換１５分）

Ｃ

実施校　5校
10月6日　東中学校・小手島中学校(210名）　24社
10月6日　南中学校(202名）　28社
10月12日　西中学校・本島中学校(234名）　24社
9月14日　綾歌中学校（コロナにより中止）
9月14日　飯山中学校（コロナにより中止）

2019年度
（令和元年度）

対象学校：市内中学校２校
参加対象者：中学校２年生
参加企業数：約４０社～約５０社
内容：企業ブースを１グループ５～６人ごとに訪問（１社あたり説明１
０分、意見交換５分）

Ｃ

日　　　時：①6月11日（火）、②10月15日（火）
場　　　所：アイレックス
参加対象者：①飯山中学校2年生（132名）
　　　　　　②綾歌中学校2年生（108名）
参加企業数：①25社、②24社

2020年度
（令和2年度）

対象学校：市内中学校４校予定
参加対象者：中学校２年生
参加企業数：１校当たり約２５～約３５社
内容：企業ブースを１グループ５～６人ごとに訪問（１社あたり説明１
０分、意見交換５分）

Ｃ

実施校　4校
9月18日　南中学校(202名）　35社
10月8日　東中学校(204名）　35社
10月13日　綾歌中学校(89名）　24社
10月13日　飯山中学校(151名）　25社

日　　　時：10月16日（火）
場　　　所：アイレックス
参加対象者：綾歌中学校2年生（86名）
参加企業数：21社

2018年度
（平成30年度）

対象学校：市内中学校１校
参加対象者：中学校２年生
参加企業数：約２０社～約３０社
内容：企業ブースを１グループ５～６人ごとに訪問（１社あたり説明１
０分、意見交換５分）

30．産業教育の充実 産業文化部　産業観光課

教育機関と地元企業が連携し、児童・生徒に対して自社の製品を紹介するなど企業の魅力
をＰＲし、子どもの頃からの体験学習や地元企業との交流を行うことにより、地元への愛
着を持つ人材を育て将来的に地元で就労する定住者の増加を目的とする。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

参加企業が中学生に対し①仕事に対する誇り・働きがい・魅力を紹介、②取扱製品・サー
ビス等の展示③仕事ぶりを紹介した画像・映像の展示、④事業内容・職種・職員構成・職
員の歩んできた道（出身校等）の紹介、⑤将来、入社して欲しい人物像やその要件（資格
等）等の自社ＰＲを行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 21,420 21,420
2019 20,856 20,856
2020 20,345 20,345
2021 20,108 20,108

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・四国職業能力開発大学校との連携
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｃ

・企業訪問件数　244社
・四国職業能力開発大学校との市内事業者人材育成支援事
業（産業振興支援補助金の活用促進）
・産業振興支援補助金申請件数　122件

2019年度
（令和元年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・四国職業能力開発大学校との連携
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｃ

・企業訪問件数　265社
・四国職業能力開発大学校との市内事業者人材育成支援事
業（産業振興支援補助金の活用促進）
・産業振興支援補助金申請件数　128件

2020年度
（令和2年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・四国職業能力開発大学校との連携
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｃ

・企業訪問件数　199社
・四国職業能力開発大学校との市内事業者人材育成支援事
業（産業振興支援補助金の活用促進）
・産業振興支援補助金申請件数　120件

・企業訪問件数　292社
・四国職業能力開発大学校職員による産業振興支援補助金
の活用促進
・産業振興支援補助金申請件数　122件

2018年度
（平成30年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・四国職業能力開発大学校との連携
・産業振興支援補助金（再掲）

31．多様な連携機会の充実 産業文化部　産業観光課

多様な連携機会充実を支援することで、企業の商品開発、販路拡大等を促し、収益向上に
よる地域経済の発展を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

同業種・異業種間交流機会の充実、産学官金等の連携機会の充実、取引マッチング機会の
提供

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 636 636
2019 1,000 1,000

６次産業化推進事業 2020 1,155 1,155
６次産業化推進事業 2021 1,500 1,500

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・６次産業化に取り組む意欲ある農業者の掘り起こしと支援
・地域商社である（株）OIKAZEと連携し、ビジネスマッチングと地域の
素材を活かした新商品の開発等を行う。

Ｄ

　マッチングバンクを活用したマッチングについては、順
次行っており、商談を経て新商品の開発を3件行った。ま
た商談継続中の案件が3件ある。
　規格外農産物の販売情報の掲載については、募集はした
ものの、販売等について農家自身が行うことに理解が得ら
れず登録が進んでいない。

2019年度
（令和元年度）

・ビジネスマッチングを行う為の専用ホームページを立ち上げ、随時
マッチングを図る。
・開発した商品のＰＲ等支援
・地域商社事業と連携した商品のＰＲ

Ｃ

　ビジネスマッチングについては、専用ホームページを立
ち上げ生産者･事業者に登録してもらいマッチングを図
る。
（11月１日～２月末まで実施）登録こそ少なかったもの
の、マッチングは生産者３名事業者４名との商談を行い、
取引について今後も継続して話し合いを持つものが３件、

2020年度
（令和2年度）

・３ヵ年で行ってきたビジネスマッチングの検証
・６次産業化に取り組む意欲ある農業者の掘り起こしと支援
・地域商社である（株）OIKAZEと連携し、ビジネスマッチングと地域の
素材を活かした新商品の開発等を行う。

Ｃ

　３ヵ年で行ってきたビジネスマッチングについての検証
は未実施である。
　本市単独での６次産業化推進事業については、２商品の
開発を行い、商品化している。

　６次産業化推進におけるビジネスマッチング交流会及び
学習会については、２月12日に関係市町と中讃農業改良普
及センターとの共催により開催した。
　商品開発支援については、現在多度津高校と事業者との
間で商品開発が進んでおり、今後は関係機関等と連携して
支援を行なっていく。

2018年度
（平成30年度）

・ビジネスマッチング交流会の開催
・商品開発支援
・地域商社事業と連携した商品のＰＲ
・６次産業化に取り組む意欲ある農業者の掘り起こし

32．６次産業化の支援 産業文化部　農林水産課

生産（１次）、加工（２次）及び流通・販売（３次）の各事業者間の交流とビジネスマッ
チングを推進し、地域資源を最大限に活用した商品開発・ブランディングと販路開拓を行
うことにより、地域産業の振興と魅力あるまちづくりを目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

６次産業化推進交流プ
ロジェクト事業

中讃定住自立圏域の２市３町において市町を中心に商工会議所や銀行などの関係機関と連
携し、生産者と加工・流通・販売業者とを結びつけるビジネスマッチング交流会の開催や
地域資源を活用した商品開発を2019年度まで行ってきた。
2020年度からは本市単独での事業展開となり、地域商社である（株）OIKAZEと連携し、ビ
ジネスマッチングと地域の素材を活かした新商品の開発等を行っている。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 83,179 40,487 42,692

【取組の概要】 2019 55,890 27,408 28,482
2018 21,420 21,420
2019 20,856 20,856
2020 20,345 20,345
2021 20,108 20,108

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｄ

・地方創生推進地域商社事業（2019年度で終了）
・企業訪問件数　199社
・産業振興支援補助金申請件数　120件
（コロナの影響により展示会出展に関する産業振興支援補
助金申請件数0件）

2021年度
（令和3年度）

・企業訪問専門員の配置（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｄ

・企業訪問件数　244社
・産業振興支援補助金申請件数　122件
（コロナの影響もあり、展示会出展に関する産業振興支援
補助金申請件数1件）

2018年度
（平成30年度）

・地方創生推進地域商社事業
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）

Ｅ

・地域商社事業KPI達成値
KPI①首都圏への販売額（目標値：61,000千円）41.41％
KPI②首都圏での売上額（目標値：73,200千円）45.05％
KPI③海外販売国数（目標値：２国）100％
KPI④商品開発（リパッケージ含む）（目標値20件）115％
・企業訪問件数　292社
・産業振興支援補助金申請件数　122件

2019年度
（令和元年度）

・地方創生推進地域商社事業（2019年度で終了）
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）
・２市３町６次産業化マッチング交流会への参画（再掲）

Ｅ

・地域商社事業KPI達成値
KPI①首都圏への販売額（目標値：101,000千円）21.1％
KPI②首都圏での売上額（目標値：121,200千円）29.4％(1
月末で契約解除）
KPI③海外販売国数（目標値：２国）100％(1月末)
KPI④商品開発（リパッケージ含む）（目標値20件）100％
(3月末時点)
・企業訪問件数　265社
・産業振興支援補助金申請件数　128件

地方創生推進地域商社
事業費

産業振興対策事業費
金融機関と連携して産業支援補助金を活用した展示会出展支援を行うほか、２市３町で実
施し、農林水産課が主管する６次産業化マッチング交流会への参画、地域商社事業を通し
た販路拡充等を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

33．地域産品の販路拡充支援 産業文化部　産業観光課

地域産品の販路拡充を支援することにより、地元企業の収益増加を促し、もって地域経済
の発展を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

33



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 21,750 21,750
2019 21,342 21,342
2020 20,637 20,637
2021 20,381 20,381

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・経営相談セミナー（再掲）
・無料経営相談「中西讃マルタス常設サテライト」（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）
・企業支援ガイドブックの更新（再掲）
・企業紹介サイトの更新（再掲）
・企業訪問専門員の配置（再掲）

Ｃ

・経営相談セミナー（毎月１回実施）（5.8.9月はマルタ
ス閉館により中止、1.2.3月はコロナにより中止）
・中西讃マルタス常設サテライト相談件数 740件
・産業振興支援補助金申請件数 122件
・中小企業支援ガイドブック2021年度版作成・配布・周知
・企業紹介サイトの随時更新
・企業訪問専門員の配置　企業訪問　244社

2019年度
（令和元年度）

・各種セミナー（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）
・企業支援ガイドブックの更新（再掲）
・企業紹介サイトの更新（再掲）
・企業訪問専門員の配置（再掲）

Ｃ

・経営セミナー（10月9日、11月13日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数（128件)
・中小企業支援ガイドブックの更新・関係団体配布
・企業紹介サイトの随時更新
・企業訪問専門員の配置（企業訪問265社）

2020年度
（令和2年度）

・各種セミナー（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）
・企業支援ガイドブックの更新（再掲）
・企業紹介サイトの更新（再掲）
・企業訪問専門員の配置（再掲）

Ｃ

・経営セミナー（10月29日、11月19日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数　120件
・中小企業支援ガイドブック2020年度版作成・配布・周知
・企業紹介サイトの随時更新
・企業訪問専門員の配置　企業訪問199社

・経営セミナー（11月28日）
・よろず支援拠点（毎月1回実施）
・産業振興支援補助金申請件数（122件）
・中小企業支援ガイドブックの更新・関係団体配布
・企業紹介サイトの随時更新
・企業訪問専門員の配置（企業訪問292社）

2018年度
（平成30年度）

・各種セミナー（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・産業振興支援補助金（再掲）
・企業支援ガイドブックの更新（再掲）
・企業紹介サイトの更新（再掲）
・企業訪問専門員の配置（再掲）

34．経営革新・技術革新等の支援 産業文化部　産業観光課

企業の経営革新や技術の高度化、販路開拓等への取り組みを支援することで、企業の生産
性向上や競争力強化を促進し、地域経済発展を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

中小企業支援ガイドブックを充実・活用しながら、企業の経営革新や技術の高度化、販路
開拓等への取り組みを支援するとともに、ワンストップ相談窓口のＰＲに取り組む。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

34



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 355,146 355,146
2019 404,406 404,406
2020 360,683 360,683
2021 76,357 76,357

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・丸亀市企業立地促進奨励制度
・設備投資に係る固定資産税特例制度の活用

Ｃ

・丸亀市企業立地促進奨励制度（交付件数 10件 76,357千
円）
・丸亀市企業立地促進奨励制度の雇用要件緩和及び投下固
定資産額の要件緩和（R3.4～）
・設備投資に係る固定資産税特例制度　認定件数　22件

2019年度
（令和元年度）

・丸亀市企業立地促進奨励制度
・設備投資に係る固定資産税特例制度の活用
・綾歌森林公園への企業立地及び留置の促進

Ｃ

・丸亀市企業立地促進奨励制度（交付件数10件　404,406
千円）
・設備投資に係る固定資産税特例制度（認定件数27件）
・綾歌森林公園への企業誘致　事業中断

2020年度
（令和2年度）

・丸亀市企業立地促進奨励制度
・設備投資に係る固定資産税特例制度の活用

Ｃ

・丸亀市企業立地促進奨励制度（交付件数13件　360,683
千円）
・丸亀市企業立地促進奨励制度の雇用要件緩和及び投下固
定資産額の要件緩和（検討）
・設備投資に係る固定資産税特例制度　認定件数15件

・丸亀市企業立地促進奨励制度（交付件数5件　355,146千
円）
・設備投資に係る固定資産税特例制度創設
・生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画策定
・綾歌森林公園企業誘致に係る庁内事務担当者会の開催

2018年度
（平成30年度）

・丸亀市企業立地促進奨励制度（交付予定件数7件）
・設備投資に係る固定資産税特例制度（仮）の創設
（導入促進基本計画の策定）
・綾歌森林公園への企業立地及び留置の促進

35．企業立地の促進 産業文化部　産業観光課

企業立地及び留置を促進することにより、地域経済の発展、産業の高度化及び活性化、雇
用機会の拡大並びに人口減少の抑制を図り、もって市政の発展に寄与することを目的とす
る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

工場本体や工場設備への投資、試験研究施設又はコールセンターの新設、本社機能の移転等を市内
で実施する企業に対し、所定の要件を満たすと新たに賦課される固定資産税相当額を３年間、５億
円を限度に交付する制度（丸亀市企業立地促進奨励制度）を運用中のほか、国の「経営力向上計
画」の認定を受けた企業が行う設備投資に対して、固定資産税の課税標準額を０円とする制度（設
備投資に係る固定資産税特例制度）を導入。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 10,055 10,000 55

【取組の概要】 2019 10,109 10,000 109
2020 10,139 10,000 139
2021 10,174 10,000 174
2018 24,170 1,375 22,795
2019 24,196 1,500 22,696
2020 27,345 3,500 23,845
2021 26,637 3,264 23,373
2018 700 700
2019 700 700
2020 700 700
2021 700 700

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・創業支援融資制度
・産業振興支援補助金（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
・創業支援事業計画の実施
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・ＦＡＣＥ２１の運営

Ｃ

・創業支援融資制度貸付（1件、1,500千円）
・創業に係る産業支援補助金申請件数16件
・よろず支援拠点　（毎月1回）
・空き店舗等活用促進補助金申請件数　7件
・創業相談件数33件 相談人数25人 創業3人
・企業訪問専門員の配置　企業訪問199社
・FACE21　利用者1,796名（6/2まで閉館）

2021年度
（令和3年度）

・創業支援融資制度
・産業振興支援補助金（再掲）
・中西讃マルタス常設サテライト（再掲）
・空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
・創業支援事業計画の実施
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・ＦＡＣＥ２１の運営

Ｃ

・創業支援融資制度貸付（1件、2,000千円）
・創業に係る産業支援補助金申請件数　12件
・中西讃マルタス常設サテライト相談件数　740件
・空き店舗等活用促進補助金申請件数　7件
・創業相談件数　64件 相談人数　32人 創業　12人
・企業訪問専門員の配置　企業訪問　244社
・FACE21 利用者1,824名（5/11～5/31、8/16～9/30閉館）

2018年度
（平成30年度）

・創業融資制度（新風融資）
・産業振興支援補助金（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
・創業支援事業計画の実施
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・ＦＡＣＥ２１の運営

Ｃ

・新風融資制度申請　2件
・創業に係る産業支援補助金申請件数
・よろず支援拠点　（毎月1回）
・空き店舗等活用促進補助金申請件数　3件
・創業相談件数　21件
・企業訪問専門員の配置（企業訪問292社）
・FACE21　利用者3,620名、空き店舗調査実施

2019年度
（令和元年度）

・創業融資制度（新風融資）
・産業振興支援補助金（再掲）
・よろず支援拠点（再掲）
・空き店舗・空きオフィス等活用促進補助金
・創業支援事業計画の実施
・企業訪問専門員の配置（再掲）
・ＦＡＣＥ２１の運営

Ｃ

・新風融資制度貸付（1件、5,000千円）
・創業に係る産業支援補助金申請件数11件
・よろず支援拠点　（毎月1回）
・空き店舗等活用促進補助金申請件数　4件
・創業相談件数42件　相談人数16人　創業10人（2月末）
・企業訪問専門員の配置（企業訪問265社）
・FACE21　利用者4,458名

創業支援融資事業費
（新風融資事業費）創業準備の段階から創業後のフォローまで、ワンストップでスムーズに支援を受けるこ

とを可能とするため、市と丸亀商工会議所等の創業支援事業者が連携を強化し、それぞ
れの強みを生かした創業支援体制を構築し、特定創業支援事業の推進、創業場所の情報
提供、先輩創業者・第二創業者との交流機会の提供等を行う。また、継続的な雇用の確
保と拡充のため市内企業の第二創業に対する支援も積極的に行う。

産業振興対策事業費

商店街振興事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

36．創業・第二創業の支援 産業文化部　産業観光課

創業・第二創業への支援体制を構築することで、雇用の創出及び継続並びに地域経済の
発展を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 4,103 4,103
2019 3,332 3,332
2020 2,614 2,614

【取組の概要】 2021 2,749 1,900 849
2018 5,100 2,000 3,100
2019 3,960 1,488 2,472
2020 922 461 461
2021 1,234 617 617
2018 83,179 40,487 42,692
2019 55,890 27,408 28,482

産業活性化事業費（コロナうちわ） 2020 3,700 3,568 132
新型コロナウイルス関連事業所支援事業費 2021 4,200 4,200

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・丸亀うちわ後継者育成講座開催
・丸亀うちわニュー・マイスター認定事業
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業
・香川県うちわ協同組合連合及び青木石材協同組合の活動に対する支援
・丸亀うちわＰＲ事業の実施

Ｃ

・丸亀うちわ後継者育成講座　11月10日～12月4日
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業は、コロナの影響
により、各種イベントやスポーツ大会が中止となったが、
ポリうちわの製造工程の映像を作成し、うちわの港ミュー
ジアム内で公開したり、制作体験がネット予約できるよう
にホームページを改修する等のＰＲ活動を実施。
・コロナ感染予防周知啓発用うちわ製作（7万本）等事業
市内幼保こ・小中・コミュニティ・高齢者施設等のほか、
希望団体を募集し啓発うちわを配布

2018年度
（平成30年度）

・丸亀うちわ後継者育成講座開催
・丸亀うちわニュー・マイスター認定事業
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業（サンプル提供5大会以上）
・香川県うちわ協同組合連合及び青木石材協同組合の活動に対する支援
・丸亀うちわＰＲ事業の実施
・地域商社事業を通じた販路開拓支援の強化

Ｃ

・丸亀うちわ後継者育成講座　11月24日～12月9日
・丸亀うちわニュー・マイスター実演派遣
・丸亀うちわサンプル提供大会等　パラ陸上、サッカーキ
リンカップパブリックビューイング
・地域商社事業を通じた販路開拓支援の強化
　市内産有機野菜の定期販売（飲食店）、蔦谷書店成田空
港店へのうちわ常時販売等

2019年度
（令和元年度）

・丸亀うちわ後継者育成講座開催
・丸亀うちわニュー・マイスター認定事業
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業
・香川県うちわ協同組合連合及び青木石材協同組合の活動に対する支援
・丸亀うちわＰＲ事業の実施
・地域商社事業を通じた販路開拓支援の強化

Ｃ

・丸亀うちわ後継者育成講座　11月23日～12月8日
・丸亀うちわニュー・マイスター認定2名　実演派遣
・丸亀うちわサンプル提供大会　パラ陸上、MGC等
　9大会　3万9千本
・地域商社事業を通じた販路開拓支援の強化

　丸亀うちわについては、伝統的工芸品という強みを活かしたインバウンド向けや都市圏
でのＰＲを積極的に行うとともに、海外販路拡大を促進させることで、付加価値及び知名
度を向上させ、生業として展開しうる基盤づくりを支援する。
　青木石と丸亀うちわの連携による商品開発等により、地場（伝統）産業に対する市民的
理解・共感の形成を目指し、丸亀うちわニューマイスター認証制度の充実、丸亀うちわや
青木石等ＰＲの充実・体験学習機会や産業教育の強化、丸亀うちわや青木石等の組織の強
化や後継者の育成支援を行う。

丸亀うちわ東京オリパ
ラ活用促進事業費

地方創生推進地域商社
事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

37．地場・伝統産業の振興 産業文化部　産業観光課

　丸亀うちわについては、インバウンド向けをはじめとする積極的ＰＲ、海外販路拡大促
進による付加価値及び知名度の向上を図る。
　青木石も含めた地場（伝統）産業に対する市民的理解・共感を形成することで、郷土愛
を醸成し、後継者育成と産業振興を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

地場産業振興事業費
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2021年度
（令和3年度）

・丸亀うちわ後継者育成講座開催
・丸亀うちわニュー・マイスター認定事業
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業（香川県伝統的ものづくり産業
発展支援事業）
・香川県うちわ協同組合連合及び青木石材協同組合の活動に対する支援
・丸亀うちわＰＲ事業の実施

Ｃ

・丸亀うちわ後継者育成講座　11月9日～12月3日
・丸亀うちわ東京オリパラ活用促進事業（香川県伝統的も
のづくり産業発展支援事業）は、2021ジャパンパラ陸上競
技大会で応援用配布うちわを制作し、配布。香川丸亀ハー
フマラソン応援用うちわを制作、配布予定であったがコロ
ナにより延期となったため、エントリーした方に対する記
念品うちわとして無償配布。ホームページ内の「丸亀うち
わギャラリー」等のページから「うちわの購入方法のペー
ジ」に繋がるよう改修。既存の竹うちわとポリうちわの製
造工程ＤＶＤを１つに編集し、丸亀うちわの歴史が学べる
ＤＶＤを制作。丸亀うちわのマーク等を配した統一デザイ
ン、サイズのオリジナルカートンを製作。
・コロナ感染予防周知啓発用うちわ製作等事業では、市内
外のコロナワクチン接種会場等に啓発うちわを配布。（ポ
リうちわ54,000本、竹うちわ1,800本）
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 2,750 1,375 1,375
2019 3,340 1,500 1,840
2020 7,000 3,500 3,500
2021 6,529 3,264 3,265
2018 800 800
2019 700 700
2020 700 700
2021 700 700

【取組の概要】 2018 1,250 1,250
2019 1,350 1,350
2020 1,450 1,450
2021 1,450 1,450
2018 6,000 6,000
2019 7,000 7,000
2020 0 0
2021 0 0
2018 476 237 239
2019 508 253 255
2020 38 38
2021 100 50 50

【取組の計画と進行管理】

評価

商店街施設整備事業費

2018年度
（平成30年度）

・空き店舗・空きオフィス等活用促進事業（3～5件）（再掲）
・中央商店街空き店舗データベースの再構築
・ＦＡＣＥ２１の運営（再掲）
・秋寅の館の運営
・商店街振興事業（浜町アーケード看板ほか）
・産学官連携事業等に対する補助
・まるがめ婆娑羅まつりの開催

Ｃ

・空き店舗等活用促進補助金申請件数　3件
・中央商店街空き店舗調査中
・FACE21　利用者3,620名
・秋寅の館　利用者12,646名
　　　　　　新規：にじいろ食堂　毎月第3水曜日開催
・商店街振興事業　浜町アーケード看板修繕、本町アー
ケード統一看板等修繕
・産学連携事業　ウィンターイルミネーションin商店街・
オリジナルロゴマーク制作・展示（穴吹デザインカレッ
ジ）
・まるがめ婆娑羅まつり　入込客数165,000名

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

産業文化部　産業観光課

商業者、市民やＮＰＯ等など多様な主体が協働する活動体制を支援し、商店街を核とした
環境整備や集客に取り組むことで中心市街地の活性化を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

産業振興対策事業費

商店街振興事業費

商工会議所等運営補助
金

中心市街地の環境整備の推進、多様な主体の連携による集客事業の促進

産業活性化事業費

38．中心市街地の活性化
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2021年度
（令和3年度）

・空き店舗・空きオフィス等活用促進事業の実施（再掲）
・中央商店街空き店舗データベースの活用
・ＦＡＣＥ２１の運営（再掲）
・秋寅の館の運営
・商店街振興事業
・産学官連携事業等に対する補助
・まるがめ婆娑羅まつりの開催

Ｃ

・空き店舗等活用促進補助金申請件数　7件
・中央商店街空き店舗調査
・FACE21　利用者　1,824名（5/11～5/31、8/16～9/30閉
館）
・秋寅の館　利用者　5,338名（5/11～5/31、8/16～9/30
閉館）
　にじいろ食堂　毎月第3水曜日開催
・商店街振興事業　本町アーケード修繕実施
・産学連携事業　食品レシピ等開発（香川短期大学）・オ
リジナルロゴマーク制作・展示（穴吹デザインカレッジ）
実施
・まるがめ婆娑羅まつり　中止

2019年度
（令和元年度）

・空き店舗・空きオフィス等活用促進事業の実施（再掲）
・中央商店街空き店舗データベースの活用
・ＦＡＣＥ２１の運営（再掲）
・秋寅の館の運営
・商店街振興事業
・産学官連携事業等に対する補助
・まるがめ婆娑羅まつりの開催

Ｃ

・空き店舗等活用促進補助金申請件数　4件
・中央商店街空き店舗調査
・FACE21　利用者4,458名
・秋寅の館　利用者11,144名
　　にじいろ食堂　毎月第3水曜日開催
・商店街振興事業　通町アーケード修繕、本町アーケード
修繕
・産学連携事業　ウィンターイルミネーションin商店街・
オリジナルロゴマーク制作・展示（穴吹デザインカレッ
ジ）
・まるがめ婆娑羅まつり　入込客数170,000名

2020年度
（令和2年度）

・空き店舗・空きオフィス等活用促進事業の実施（再掲）
・中央商店街空き店舗データベースの活用
・ＦＡＣＥ２１の運営（再掲）
・秋寅の館の運営
・商店街振興事業
・産学官連携事業等に対する補助
・まるがめ婆娑羅まつりの開催

Ｃ

・空き店舗等活用促進補助金申請件数　7件
・中央商店街空き店舗調査
・FACE21　利用者1,796名（6/2まで閉館）
・秋寅の館　利用者5,339名（6/2まで閉館）
　にじいろ食堂　毎月第3水曜日開催
・商店街振興事業　本町アーケード垂れ壁改修実施
・産学連携事業　ウィンターイルミネーションin商店街・
オリジナルロゴマーク制作・展示（穴吹デザインカレッ
ジ）実施
・まるがめ婆娑羅まつり　中止

38



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 5,700 5,700
2019 4,000 4,000
2020 3,000 3,000
2021 500 500

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・日本版ＤＭＯ組織の充実
・地域の資源の創出・磨き上げ、「稼ぐ力」の創出支援
・幅広い分野の関係者を巻き込んだツーリズム振興
・インバウンド観光の推進
・ＰＤＣＡサイクルの充実
・観光戦略の進行管理

Ｃ

・ＤＭＯ懇談会　3回
・ＤＭＯリーディングプロジェクト会議　5回
・ＤＭＯ登録法人（令和3年11月4日登録承認）
・観光動向調査の実施　3回

2019年度
（令和元年度）

・多様な関係各社の合意形成に向けた準備委員会の開催
・各種データ等の継続的な収集・分析等の実施
・ＫＰＩ(重要業績評価指標)の設定・ＰＤＣＡサイクルの確立
・日本版ＤＭＯ候補法人への登録
・（仮称）まるがめＤＭＯフォーラムの開催

Ｃ

・戦略検討プロジェクトチーム　2回
・ＤＭＯ懇談会　4回
・観光客動向調査の実施　4回
・KPI・PDCAサイクルを含む地域ＤＭＯ形成・確立計画を
策定
・DMO候補法人登録（R2.1.14）

2020年度
（令和2年度）

・日本版ＤＭＯ組織の設立
・地域の資源の創出・磨き上げ、「稼ぐ力」の創出支援
・幅広い分野の関係者を巻き込んだツーリズム振興
・インバウンド観光の推進
・ＰＤＣＡサイクルの充実

Ｃ

・幹事会　2回
・ＤＭＯ懇談会　3回
・観光客動向調査の実施　4回
・PDCAサイクルの展開

・戦略検討プロジェクトチーム設立　11月
・観光客動向調査の実施　4回
・他団体やキーパーソンへのヒアリング実施　15人
・懇談会の開催　6回

2018年度
（平成30年度）

・多様な関係各社の合意形成に向けた準備委員会の開催
・各種データ等の継続的な収集・分析等の実施
・データ等に基づく明確なコンセプトに基づいた戦略の設定
・専門人材の養成（キーパーソンを集めた懇談会の開催）

39．丸亀版ＤＭＯの推進 産業文化部　産業観光課

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視
点に立った観光地域づくりを目的とした「丸亀版ＤＭＯ」を設立する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

観光開発事業費

丸亀版ＤＭＯ設立に向けて、日本版ＤＭＯの登録要件である多様な関係者の合意形成に向
けた準備委員会の設立、各種データ等の継続的な収集・分析等について、主管団体である
（一財）丸亀市観光協会と各取組の整合性を図りながら推進していく。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 3,737 3,737
2019 3,392 3,392

【取組の概要】 2020 4,308 4,308
2021 4,203 4,203

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・健幸10か条の「4」「5」「7」の推進
・市民（地区コミュニティ）や関係機関(多職種・学校等）、企業等と連
　携した取組

Ｃ

・第2次健康増進計画の中間評価及び後期計画策定完了
・市民会議メンバーやコミュニティ、愛育班等や庁内関係課と連
携した健康教育や周知啓発。また、商工会議所や地域密着情
報誌を通じて周知啓発を実施。
・健診未受診者への受診勧奨や受診後の保健指導の実施

健康寿命の延伸に向け、生活習慣の改善や健診受診等に取り組むことにより、糖尿病等生
活習慣病の発症予防と重症化予防を図る。

市民や企業・学校、医師会等関係機関と連携、協働し、健康診査の受診勧奨や生活習慣改
善の普及啓発を実施する。また、要医療・指導者への受診勧奨や適切な保健指導を実施
し、重症化予防の取組を強化する。

2019年度
（令和元年度）

・特定健康診査受診率・特定保健指導実施率向上に向けた取組
・関係機関（医師会等）等と連携した取組
　前年度の受診者の継続受診勧奨として、医療機関の協力により、自分宛はが
き
　による受診勧奨を実施
・健幸10か条の「2」「9」「10」の推進

Ｃ

・集団特定検診日の増設及び予約専用ダイヤルによる受付、イ
ンターネット予約の継続と、受診体制の整備を行うことで受診率
向上に取組み、インターネット予約では、4割の新規受診者を獲
得。
・自分宛はがきを送付し、7割が継続受診を実施。また、未受診
者特性別勧奨はがきを5,803人に送付し、その中で1,469人に電
話での受診勧奨を実施
・地区組織、関係機関と連携し受診啓発（99回3,333人に啓発）
・健康10か条については、市民会議メンバーと共に推進

2020年度
（令和2年度）

・第2次健康増進計画の中間評価として、アンケート調査を実施。
・市民（地区コミュニティ）や関係機関(多職種・学校等）、企業等と連
　携した取組
・歯周病検診の受診率向上に向けた取組
・健幸10か条の「3」「4」「8」の推進

Ｃ

・中間評価としてのアンケート調査を5,000人に送付
・若手職員まちづくり研究チームにおいて、健康づくりのきっかけ
等についてワークショップを実施
・市民会議メンバーと共に歯周病健診の啓発リーフレットを作成
し、周知啓発及び受診勧奨の実施
・健幸10か条の重点項目について推進

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・特定健康診査受診率・特定保健指導実施率向上に向けた取組
　　集団特定健診のウェブ予約の実施
・関係機関（医師会等）等と連携した取組
 　 特定健診の受診状況や検査結果についての医師会からの情報提供
　　医療機関での特定保健指導の啓発チラシ配布
・健幸10か条の「1」「4」「6」の推進

Ｃ

10月より集団特定健診のウェブ予約を開始した。（予約者の
15.1%利用）医療機関と連携し、特定保健指導の啓発チラシを特
定健診受診者に配布した。また、商工会議所の会報誌に働く世
代向けの受診勧奨リーフレットを作成し折り込んだ。健幸10か条
については、健康増進計画市民会議と協働で講演会を２回開催
した。（参加者222名）

健康教育・相談事業費

40-1．糖尿病等予防対策の推進 健康福祉部　健康課

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

40-1



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 5,388 5,388 0  
2019 10,945 10,945
2020 9,140 9,140
2021 9,621 9,621

【取組の概要】 2022 9,503 9,503

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

令和２年３月～令和３年２月診療分のレセプトを分析し、
その分析結果から208名の指導候補者を抽出、プログラム
への参加案内を行った。
その内、参加希望のあった20名に対し、８月から重症化予
防プログラムにより指導を実施した。

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｂ

平成30年３月～平成31年２月診療分のレセプトを分析し、
その分析結果から219名の指導候補者を抽出、プログラム
への参加案内を行った。
前年度までと候補者選定基準を改めたことにより、参加希
望者が26名に増加し、９月から重症化予防プログラムによ
り指導を実施した。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

平成31年３月～令和２年２月診療分のレセプトを分析し、
その分析結果から215名の指導候補者を抽出、プログラム
への参加案内を行った。
昨年度に改めた選定基準に基づき、参加希望のあった最終
16名に対し、９月から重症化予防プログラムにより指導を
実施した。

平成29年３月～平成30年２月診療分のレセプトを分析し、
その分析結果から200名の指導候補者を抽出、プログラム
への参加案内を行った。
その内、参加希望のあった６名に対して、９月から重症化
予防プログラムにより指導を実施した。

2018年度
（平成30年度）

・糖尿病性腎症指導候補者に対する重症化予防プログラムの実施
（前年度の国保医療費データを分析し、現状に即した対象者を抽出）

40-2．糖尿病等予防対策の推進 健康福祉部　保険課

特定健康診査の結果や診療報酬明細書（レセプト）データを活用したデータヘルス計画に
基づく保健事業を実施することにより、被保険者の健康保持増進（生活習慣病等）を図
る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

データヘルス計画事業費

レセプトデータや特定健康診査のデータ分析を行い、生活習慣病の重症化予防や受診行動
の適正化に向けた対策に取り組み、平成27年度以降に開始した重症化予防プログラム参加
者の透析移行者0名を目指す。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
母子保健相談・指導事業費 2018 0 0

【取組の概要】 健康教育・相談事業費 2019 98 98
母子保健相談・指導事業費 2020 0 0
母子保健相談・指導事業費 2021 0 0

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・小児生活習慣病について周知・啓発
　　小児生活習慣病予防についての啓発チラシを配布
・小児生活習慣病予防について関係機関と連携し合同研修会の実施 Ｃ

・地区の子育て広場において、良い生活習慣についての健
康教育の実施やチラシ配布による周知啓発
・愛育班等の地区組織への健康教育の実施
・養護教諭と児童の生活や健康状況について情報交換を行
い、今後の取組について情報共有の実施

2019年度
（令和元年度）

・小児生活習慣病について周知・啓発
　　小児生活習慣病予防についての啓発チラシを配布
・小児生活習慣病予防事業の実施
　　小児生活習慣病予防について各地域で健康教育を実施

Ｃ

・地区子育て広場参加者に毎月健康教育を実施
・各地域や小学校で小児生活習慣病予防についての健康教
育の実施
・地区担当保健師が小学校に出向き、養護教諭と情報交換
を行い、今後の取組みについて検討を行った。
・保護者に家族ぐるみでの生活習慣病予防の大切さを考え
てもらうきっかけづくりとして、「丸亀市の健診から分か
るこどもとおとなの健康」のチラシを作成した。今後、地
域や小学校で活用予定。

2020年度
（令和2年度）

・小児生活習慣病について周知・啓発
　　小児生活習慣病予防についての啓発チラシを配布
・小児生活習慣病予防事業の実施
　　小児生活習慣病予防について各地域で健康教育・相談事業を実施 Ｃ

・リーフレット「丸亀市の健診から分かるこどもとおとな
の健康」を市内全小学校の保護者に配布
・リーフレットを活用し、地域や組織団体において健康教
育を実施
・コロナ禍における生活習慣の変化、体調の変化等につい
て養護教諭と情報交換を行い、今後の取組について検討予
定

2018年度
（平成30年度）

・小児生活習慣病について周知・啓発
　　小児生活習慣病予防についての啓発チラシを配布

Ｃ

養護教諭連絡会にて今年度の健康課の計画･目標について
説明し、小児生活習慣病の取り組みについて情報提供を
行った。また、地区担当保健師が小学校に出向き、養護教
諭と情報交換を行った。親子で健康に関心をもってもらう
ためのきっかけづくりとして、学校を通じ「健康フェス
タ」のチラシを配布。

41-1．小児生活習慣病予防対策の推進 健康福祉部　健康課

小児期からの生活習慣病予防に取り組むことにより、生涯にわたっての健康維持・増進を
図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

小児生活習慣病予防健診の結果をもとに、子どもの頃からの健全な食生活や運動習慣の確
立に向けた取組を実施し、小児生活習慣病の改善や家族ぐるみで健康への意識が高められ
るよう支援する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 3,889 972 2,917
2019 2,662 972 1,690
2020 3,185 1,035 2,150
2021 3,286 1,024 2,262

【取組の概要】 2018 984 984
2019 2,294 2,294
2020 2,634 902 1,732
2021 3,057 916 1,958

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・検査結果をもとに、小児生活習慣病の予防に向けた啓発資料の作成
・県および関係課との情報交換と連携

Ｃ

　中学校1年生の検診における事前・事後指導用の資料
と、要医療児童のための受診勧奨チラシを作成中である。
これらを使用した指導を行うことにより、小児生活習慣病
等の早期発見・早期治療のために、医療機関を受診する必
要のある児童をきちんと医療機関に繋げられると考える。
また、小学4年生の時と中学1年生の時の調査結果を比較す
ることが可能となり、事後指導の効果の把握が期待でき
る。

2021年度
（令和3年度）

・啓発資料を利用した、子どもと保護者対象の研修を実施
・県および関係課との情報交換と連携

Ｃ

　栄養教諭が要指導者に多い、尿酸高値、脂質異常、軽度
肥満の3種類の指導用資料を新たに用いて、事後指導を実
施した。また家族性高コレステロール血症（FH)の啓発用
チラシを活用し、家族の受診を啓発した。さらには、香川
県が作成した中学生用の啓発チラシの配付も行った。

2018年度
（平成30年度）

・血液検査の実施と検査結果をもとにした全体指導と個別指導
（小学校4年生（全校）、中学校1年生（綾歌、飯山））
・対象児童・生徒の拡大に向けた、課題の洗い出しと検討・協議
・保護者アンケートの実施、成果検証 Ｃ

　中学校での血液検査について、飯山中学校を対象に加え
た。市内中学校全校での実施に向けた検討・協議を医師会
等と行い、次年度からの全校実施に向けた準備ができた。
　また、生活習慣調べのアンケートを実施し、血液検査の
結果と合わせてより良い生活習慣について親子で考えるな
ど、生活習慣の改善に向けた指導を行った。

2019年度
（令和元年度）

・血液検査の実施と検査結果をもとにした全体指導と個別指導
（小学校4年生（全校）、中学校1年生（全校））
・対象児童・生徒の拡大に向けた、課題の洗い出しと検討・協議
・県および関係課との情報交換と連携

Ｃ

　中学校での血液検査を全校で実施した。
　また、健康課と連携し、親世代の特定健診の結果と児
童・生徒の血液検査の結果を合わせて、より良い生活習慣
について親子で考えるきっかけづくりと相互の受診率向上
に向けたチラシを作成した。配布については、2020年度4
月を予定している。

中学校運営費小学校4年生と中学校1年生の希望者を対象に、小児生活習慣病予防検診（血液検査）を実
施する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

41-2．小児生活習慣病対策の推進 教育部　学校教育課

子どもが将来健康であるために、自分の健康状態を知り、よい生活習慣を子どもの頃から
身につける。また、保護者や家族が生活習慣病に関心をもち、その予防に取り組む。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

小学校運営費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 320 320
2019 705 705
2020 705 705
2021 705 705

【取組の概要】 2018 2,125 106 2,019
2019 2,165 104 2,061
2020 2,328 115 2,213
2021 2,328 115 2,213

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・食育に関する周知・啓発（食育ネットワーク団体と連携）
・「はじめての料理スタートブック」の配布（市内高校3年生）
・食育サットシステムを活用した食事指導を実施（幼稚園、こども園、
保育所等園児とその保護者）

Ｃ

・中讃テレビ「食育工房」において学校給食メニューの紹
介を行い、学校給食だよりにおいて「食育工房」を周知
・離乳食の動画を作成し、QRコードで情報発信を実施
・幼稚園、こども園での食育事業の実施
・はじめての料理スタートブックを市内高校3年生956人に
配布。

2021年度
（令和3年度）

・食育に関する周知・啓発（食育ネットワーク団体と連携）
・「はじめての料理スタートブック」の配布（市内高校3年生）
・食育サットシステムを活用した食事指導を実施（健やかまるがめフェ
スタ）

Ⅽ

・食育ネットワーク会議開催による団体間での情報共有及
び連携の推進、市役所ロビーでの活動展示
・飯山高校3年生に講話実施（167名＋教員10名）
・食育サットシステムを活用した食事指導の実施（マルタ
ス22名　特定健診結果説明会16名　出前講座12名）
・はじめての料理スタートブックを市内高校3年生753人に
配布。

2018年度
（平成30年度）

・食育に関する周知・啓発（食育ネットワーク団体と連携）
・食育講演会の開催
・「はじめての料理スタートブック」の配布（市内高校3年生）
・食育サットシステムを活用した食事指導を実施（高校文化祭にて高校
生とその保護者）

Ｃ

8月の健幸の日に食育ネットワークが主催となり食育講演
会を開催した(参加者：302人）。
また、飯山高校文化祭に参加し、食育レストランにて食事
サットシステムを活用した食事指導を行った（指導人数：
185人）。「はじめての料理スタートブック」を市内高校3
年生847人に配布。

2019年度
（令和元年度）

・食育講演会の開催
・食育に関する周知・啓発（食育ネットワーク団体と連携）
・「はじめての料理スタートブック」の配布（市内高校3年生）
・食育サットシステムを活用した食事指導を実施（小学生の保護者）

Ｃ

・8月に食育講演会の開催（参加者：235人）
・飯山高校文化祭にて食育レストランを開催し、食事サッ
トシステムを活用した食事指導の実施（参加者：221人）
・はじめての料理スタートブックを市内高校3年生805人に
配布
・市PTAソフトバレーボール大会で食育サットシステムを
活用したバランスチェックを実施（参加者：60人）

食生活改善推進事業費食育ネットワーク会議を中心に横断的な連携の強化を図りながら、ライフステージに応じ
た食生活の実践や食文化の継承、地産地消の推進、食をとりまく環境整備を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

42．食育による健康増進の実現 健康福祉部　健康課

妊娠・出産期から高齢期までのすべての世代が、自分に合った食生活を実践し、健康増進
が図られるよう、食についての意識を高め、正しい食を選択する力を身につけられるよう
食育を推進する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

ヘルスプラン推進事業
費

42



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 7,916 6,392 1,524
2019 8,053 6,503 1,550
2020 7,482 6,042 1,440
2021 7,575 6,117 1,458

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・医療・介護の資源の把握、HP等による情報提供、情報更新
・訪問診療・往診・訪問看護等の提供体制の構築
・医療介護連携クラウドシステムの運用の見直しと反映、利用促進
・医療・介護連携に関する相談体制の充実
・多職種研修会の開催
・住民への普及・啓発

Ｃ

・システム登録者数：651人、情報共有の部屋：259室
・在宅医療介護連携支援センターを核とした医療介護専門
職の相談体制の充実（事業所等への相談支援の周知啓発）
・在宅医療介護連携支援センター連絡会の開催
・多職種連携研修会の開催：6回（リモート研修・動画配
信）

2019年度
（令和元年度）

・医療介護連携クラウドシステムの活用による情報共有の推進
（情報共有の部屋：250室）
・訪問診療・往診・訪問看護等の提供体制の構築
・医療・介護連携に関する相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催（8回）
・住民への意識啓発

Ⅾ

・システム登録者数：557人、情報共有の部屋：231室
・在宅医療介護連携支援センターを核とした医療介護専門
職の相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催：6回（2回は新型コロナウィル
ス感染症の影響で中止）
・在宅医療出前講座によるワークショップの開催：5回（2
回は新型コロナウィルス感染症の影響で中止）

2020年度
（令和2年度）

・医療介護連携クラウドシステムの活用による情報共有の推進
（情報共有の部屋：300室）
・訪問診療・往診・訪問看護等の提供体制の構築
・医療・介護連携に関する相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催（8回）
・住民への意識啓発

Ｃ

・システム登録者数：585人、情報共有の部屋：241室
・在宅医療介護連携支援センターを核とした医療介護専門
職の相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催：2回（ネット動画配信）
・在宅医療出前講座によるワークショップの開催：新型コ
ロナウィルス感染症の影響で開催できていない。

・システム登録者数：494人、情報共有の部屋：212室
・在宅医療介護連携支援センターを核とした医療介護専門
職の相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催：4回
・在宅医療出前講座によるワークショップの開催：4回
・在宅医療普及啓発講演会：1回

2018年度
（平成30年度）

・医療介護連携クラウドシステムの活用による情報共有の推進
（システム登録者数：500人、情報共有の部屋：200室）
・訪問診療・往診・訪問看護等の提供体制の構築
・医療・介護連携に関する相談体制の充実
・多職種連携研修会の開催（6回）
・住民への意識啓発（ワークショップの開催）

43．医療・介護連携の推進 健康福祉部　高齢者支援課

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介
護サービスを一体的に提供するために、医師会との連携の下、在宅医療の推進及び医療と
介護の連携体制の構築を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

在宅医療・介護連携推
進事業費

丸亀市医師会及び綾歌地区医師会に事業委託。医師会内に在宅医療介護連携支援センター
を設置し、医療・介護関係者への相談支援、多職種研修会の実施、クラウドシステムを活
用した連携体制の強化、地域住民への普及啓発等を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 61,195 61,195
2019 62,046 122 61,924
2020 54,993 54,993

移動手段確保モデル事業 2019 762 762
【取組の概要】 移動手段確保モデル事業 2020 1,776 1,776

移動手段確保事業費 2021 14,275 14,275

【取組の計画と進行管理】
評価

2021年度
（令和3年度）

・高齢者等移動手段確保事業の実施  (７地区）

Ｃ

・10月から6地区（川西・岡田・飯山南・城坤・飯山北・城
北）、11月から1地区（垂水）が運行を開始し、計７地区で
高齢者移動手段確保事業を実施した。

2019年度
（令和元年度）

・高齢者等移動手段確保モデル事業の実施
　モデル事業実施地区に対し車両を貸出し（3地区）

Ｂ

・高齢者等移動手段確保モデル事業開始。
　モデル事業実施地区に対し車両を貸出しする。
（川西・岡田・飯山南コミュニティの3地区）
・城坤コミュニティについては、次年度開始に向けボラン
ティアに安全運転講習等実施するなど検討を行う。

2020年度
（令和2年度）

・高齢者等移動手段確保モデル事業の実施及び評価検討
　

Ｂ

・7月から城坤地区が開始
（川西・岡田・飯山南・城坤の4コミュニティで実施）
・モデル事業の評価検討を行い、高齢者の生活の質の向上
等効果が認められたので、令和3年度から高齢者等移動手段
確保事業を実施する。

地域支え合い事業におけるサービスや丸亀市独自の在宅サービス等を提供する。

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・現行制度の見直しや新しい制度の検討
・敬老祝金及び敬老会事業の見直し
　（6,000人対象にアンケートの実施） Ｃ

・敬老事業について、6,000人対象にアンケーを実施
・敬老会の対象年齢を80歳に引き上げ
　（2022年まで経過措置あり）
・敬老祝金を2019年度から88歳へ2万円、99歳へ3万円

44．在宅老人福祉事業 健康福祉部　高齢者支援課

在宅で生活している高齢者が、できるだけ長い間、元気に生活できるように支援する。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

在宅老人福祉事業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 2,037 1,645 392
2019 2,094 1,691 403

【取組の概要】 2020 2,009 1,622 387
2021 2,016 1,628 388

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

地域の実状に応じた仕組みづくりの推進及び活性化
・市民フォーラムの開催
・協議体設置のコミュニティ：12か所
・生活支援コーディネーターの配置：12か所
・助け合い事業実施のコミュニティ：7か所

Ｃ

・協議体設置：9か所（城北、城坤、郡家、広島、岡田、飯山南、飯
山北・富熊・垂水）
・生活支援コーディネーターの配置：9か所
・助け合い事業実施コミュニティ：7か所
・11月に生活支援活動実践報告会を実施し、コミュニティ間の意
見交換や、アドバイザーから地域の仕組みづくりを学び、支え合い
活動を推進した。

2019年度
（令和元年度）

地域の実状に応じた仕組みづくりの推進及び活性化
・市民フォーラムの開催
・第1層協議体（市レベル）の設置
・協議体設置のコミュニティ：10か所
・生活支援コーディネーターの配置：7か所
・助け合い事業実施のコミュニティ：7か所

Ⅾ

・モデルコミュニティで、話し合い活動メンバーが集ま
り、地域の課題について、話し合いの場を持つことができ
た。（5か所：29回）
・モデルコミュニティの連絡会を開催する予定であった
が、新型コロナウィルス感染症の影響で中止した。
・今後は第2層の生活支援コーディネーターの設置に向け、
社会福祉協議会と協議を進めていく。

2020年度
（令和2年度）

地域の実状に応じた仕組みづくりの推進及び活性化
・生活支援コーディネーター養成講座の開催、配置
・協議体設置のコミュニティ：10か所
・生活支援コーディネーターの配置：5か所
・助け合い事業実施のコミュニティ：7か所 Ｄ

・協議体設置：6か所
（城北、城坤、郡家、岡田、飯山南、飯山北）
・生活支援コーディネーターの配置：6か所
・助け合い事業実施コミュニティ：5か所
・コロナ感染症の影響で前半は協議体の開催、設置が思う
ように進まなかった。
・9月に現在助け合い事業を実施しているコミュニティの意
見交換会を行った。今後協議体を設置予定のコミュニティ
にも参加してもらった。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

各中学校区で１か所のモデルコミュニティ（５コミュニティ）を選定
・協議体（住民座談会）設置のコミュニティ：5か所
・生活支援コーディネーターの配置：5か所
・助け合い事業実施のコミュニティ：5か所

Ｃ

・モデルコミュニティ5か所で、話し合い活動メンバーが集
まり、地域の課題について、話し合いの場を持っている。
・今後、コーディネーターや協議体の設置に向けて協議を
進めていく予定である。

45．生活支援体制整備事業の推進 健康福祉部　高齢者支援課

高齢者の日常生活を支えるために必要となる多様な生活支援など支援体制の充実強化、ま
た高齢者の社会参加の推進を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

生活支援体制整備事業
費

地域住民、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人等の多様な主体による多様な
サービスの提供ができるよう、地域のニーズ把握、地域資源の開発や地域の調整を円滑に
行うために、生活支援コーディネーターを配置し、地域の支え合い体制を充実を図る。
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 9,949 6,019 2,686 1,244
2019 9,306 5,630 2,513 1,163
2020 8,970 5,427 2,422 1,121

【取組の概要】 2021 7,904 4,782 2,134 988

評価

Ｂ

2021年度
(令和3年度）

・「元気いっぱい！長生き体操」の普及・啓発及び継続支援
　（実施場所数：60か所、参加実人員:850人）
・介護予防に関する知識の普及・啓発
・体操教室・口腔教室等の開催
・介護予防に関するボランティアの人材育成

Ｃ

・「元気いっぱい！長生き体操」実施場所数：62か所
活動を休止している所もあるが、新規に6か所開始できた。
・新型コロナウイルス感染症の影響により会場の閉鎖等で
一時中止・延期があったが、市内の保健センタ-やコミュニ
ティセンターで体操教室305回、口腔教室や講座を19回開催
した。

2019年度
（令和元年度）

・「元気いっぱい！長生き体操」の普及・啓発及び継続支援
　（実施場所数：50か所、参加実人員：750人）
・介護予防に関する知識の普及・啓発
・体操教室・口腔教室等の開催
・介護予防に関するボランティアの人材育成

Ⅽ

・「元気いっぱい！長生き体操」実施場所数：50か所
・「元気いっぱい！長生き体操」参加実人数：730人
・介護予防のための体操教室の開催：20か所（219回）
・いきいき健口教室の開催：6回（69人）延べ241人
・長生き体操継続実施場所での出張健口講座の開催：10回
（104人）
・3月は新型コロナウィルス感染症の影響により開催を中止
した。

2020年度
（令和2年度）

・「元気いっぱい！長生き体操」の普及・啓発及び継続支援
　（実施場所数：55か所、参加実人員：800人）
・介護予防に関する知識の普及・啓発
・体操教室・口腔教室等の開催
・介護予防に関するボランティアの人材育成 Ｃ

・「元気いっぱい！長生き体操」実施場所数：56か所
・新型コロナウイルス感染症の影響により現在も自粛して
いるところあり
・長生き体操継続実施場所での出張健口講座の開催：6回
（56人）
・新規開始：4か所
・介護予防のための体操教室等各種教室についても新型コ
ロナウイルス感染症の影響により6月まで開催を中止した。

・「元気いっぱい！長生き体操」実施場所数：44か所
・「元気いっぱい！長生き体操」参加実人員：719人
・介護予防に関する出前講座の実施：21回
・介護予防のための体操教室の開催：20か所（233回）
・いきいき健口教室の開催：24回（64人）延べ273人
・体操教室と併せたミニ健口講座の開催：11回（387人）

2018年度
（平成30年度）

・「元気いっぱい！長生き体操」の普及・啓発及び継続支援
　（実施場所数：35か所、参加実人員：400人）
・介護予防に関する知識の普及・啓発
・体操教室・口腔教室等の開催
・介護予防に関するボランティアの人材育成

46．一般介護予防の充実 健康福祉部　高齢者支援課

介護予防に向けた取組が主体的に実施される地域社会の構築を目指して、介護予防に関す
る知識の普及・啓発、地域での自発的な活動の育成・支援を行う。また、住民運営の場を
充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者の場が継続的に拡大していくような地域
づくりの推進を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

一般介護予防事業費

すべての高齢者を対象に、介護予防に関する知識の普及・啓発、体操教室や口腔教室等を
開催、介護予防に関するボランティア等の人材育成や地域における自主的な活動の育成を
行う。また、体操を行う住民運営の集いの場となる「元気いっぱい！長生き体操」の取組
を推奨し、市内全域への展開を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
丸亀城石垣復旧事業費(繰越） 2019 243,506 182,072 50,600 10,834

【取組の概要】 丸亀城石垣復旧事業費 2019 43,088 12,300 30,788
丸亀城石垣復旧事業費(繰越） 2020 86,912 71,000 15,700 212
丸亀城石垣復旧事業費 2020 302,602 0 200,000 102,602
丸亀城石垣復旧事業費(繰越） 2021 677,398 593,398 84,000 0
丸亀城石垣復旧事業費 2021 4,910 0 4,910

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

１．三の丸・帯曲輪石垣解体等工事の完成（R3.9月）
２．崩落メカニズム解析の完了（R3.9月）
３．三の丸・帯曲輪石垣復旧設計の完了（R3.12月）
４．帯曲輪石垣復旧工事の着手

Ｄ

地中深くでの石垣の破損、崩落による解体・回収石材量と崩
れた土量増による掘削量の増大で、事業が遅れている。
１-１．三の丸石垣解体工事の完成（R3.6月）
１-２．帯曲輪石垣解体等工事（未完成）
２．崩落メカニズム解析（未完了）
３．三の丸・帯曲輪石垣復旧設計（未完了）
４．帯曲輪石垣復旧工事の着手（年度内未着手）

2019年度
（令和元年度）

１．応急対策工事の完成（５月）
２．地質調査の完了（７月）
３．地質調査等条件整理の完了（９月）
４．三の丸石垣解体工事の完了（3月、365個）
５．崩落石材撤去工事に着手（11月、3,600個）

Ｄ

１．工事の完成［6/13］
２．調査契約［8/28］
３．業務完了予定［2月］
４．工事完了予定［3月、161個］
５．工事着手予定［2020.9月予定］

2020年度
（令和2年度）

１．帯曲輪石垣解体工事の完了（R3.2月）
２．崩落石垣撤去工事の完了（R3.3月）
３．崩落メカニズムの総合解析の完了（12月）
４．石垣復旧基本設計の完了（R3.3月）

Ｄ

三の丸斜面に出現したクラックの対応（クラック前面の掘
削。掘削によるグラウンドアンカー工の設計変更。）、また
新型コロナウィルスの影響（請負業者の設計部門が在宅勤務
となり設計業務が遅延、請負業者の工事の中止。）等による
遅れ。
１．三の丸・帯曲輪石垣解体等工事の完成（R3.9月）
２．崩落メカニズム解析の完了（R3.9月）
３．三の丸・帯曲輪石垣復旧設計の完了（R3.12月）

2018年度
（平成30年度）

47-1．丸亀城の石垣整備 教育部　文化財保存活用課

崩落した三の丸石垣と帯曲輪石垣の早期復旧を図る。
予算事業名称 年度 事業費

財源内訳

丸亀城は、国の史跡として指定されており、文化財としての価値を損なわないように配慮
した設計・施工を実施する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2019 2,058 1,000 0 0 1,058
2020 9,145 4,422 0 0 4,723
2021 1,040 0 0 0 1,040

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

　

2021年度
（令和3年度）

文化庁への認定申請
印刷製本
保存活用計画の配布 Ｃ

12月　文化庁の認定
 3月　印刷製本、保存活用計画の配布

2019年度
（令和元年度）

現状の課題の整理
石垣修理計画と石垣健全化調査
地盤と地質の整理
雨水の排水経路の把握
支障木の整理

Ｃ

調査整備委員会を９月と２月に開催し、目次案の了承と
ゾーニングや本質的価値、現状と課題、方向性と方法と
いった計画の骨子について意見聴取を行った。今後これを
もとに計画を策定していく。

2020年度
（令和2年度）

骨子案の作成【8月】
（計画策定について、丸亀城跡の位置と環境、丸亀城跡の概要、史跡丸
亀城跡の現状、史跡丸亀城跡の本質的価値、現状と課題、保存・活用の
方向性と方法、施策の実施計画、経過観察）
原案の策定【11月】
パブリックコメントの実施【1月】
保存活用計画の完成【３月】

Ｃ

５月　保存活用計画策定庁内会議で意見を聴取
７月　文化庁調査官による現地視察・指導
８月　調査整備委員会開催（1章から5章を中心に計画案の
協議）
12月　調査整備委員会開催（4章から11章を中心とした内
容の検討）
1月～2月　パブリックコメント実施
3月　調査整備委員会【書面会議】開催（最終案の策定）
3月　計画完成

　

2018年度
（平成30年度）

47-2．丸亀城の石垣整備（丸亀城跡保存活用計画の策定） 教育部　文化財保存活用課

史跡丸亀城跡については、これまでの保存管理だけではなく、活用も含めた包括的な整備
が望まれているため保存活用計画を策定する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

史跡丸亀城跡保存活用
計画策定事業費

　丸亀城跡の本質的価値を適切に保存し継続的な調査研究を進め、丸亀城跡を形づくる古
城山の自然環境・景観の保全を図ることや丸亀城跡の適切な保存と次世代への継承ならび
に有効な活用を図るため、新たな保存活用の基本方針を設定し、市民の参画・協力の促進
に努める。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 15,514 15,514
2019 39,610 5,000 34,610
2020 1,433 1,433
2021 14,350 14,350

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・本島実行委員会との連携によるスタートイベント実施
・県実行委員会と連携した事業の実施
・継続作品や他の島も含めた、魅力を発信できるガイド
マップの作成
・本島実行委員会への補助による受入環境の整備

Ｄ

・スタートイベントについては、コロナ禍により2021年度での実施は見合わせ、次年度で開催す
る方向で検討を進めた。
・ガイドマップについては、次年度に向け内容を更新して3月に作成した。
・県の全体計画の遅れなどにより、本島実行委員会の総会の開催が12月となり、補助の交付も遅
くなったが、ホームページの改修や作品周辺の草刈りなどの受入環境の整備を進めた。
・コロナの感染状況や県実行委員会の準備作業の進ちょく状況を踏まえながら、コロナ対策の検
討のほか、作品展示場所や作家の現地視察の調整を行った。

2019年度
（令和元年度）

・ホームページの開設及び適切な情報発信
・県実行委員会と連携した芸術祭の実施
・島内における鑑賞者受入体制の充実
・独自イベントの実施
・本島実行委員会への補助による受入環境の整備
・瀬戸芸来島者を本土側へ誘致し、回遊できるイベントの
実施

Ｃ

・瀬戸内国際芸術祭2019本島会場のホームページを新たに開設するとともに市fecebook
も活用し、作品やイベント、食の情報などを随時発信。
・県実行委員会と連携し、作品の管理運営や食のイベントなど実施。
・全庁協力体制により瀬戸芸の運営、組織力の強化を図るため、庁内プロジェクトチー
ムを設置。
・千歳座を活用し、浄瑠璃・演劇の上演、音楽フェスティバルの開催。離島客に対する
送り太鼓の実施。
・来島客の利便性向上のため島内各所に案内看板や休憩所を設置。
・資料館での猪熊弦一郎展の開催やスケッチブックプロジェクトの実施など、県内連携
事業の後援。

2020年度
（令和2年度）

・継続作品や島の魅力を発信するガイドマップの作成
・ホームページなどによる様々な情報発信
・県実行委員会と連携した事業の実施
・市有地及び名勝ポイント等の草刈り・害虫駆除などの維
持管理
・ART SETOUCHI独自イベントの開催

―

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本島での作品公開の中止。
・ＳＮＳなどにより、本島・瀬戸芸に関する情報の随時発信。
・次回芸術祭を地域活性に活かせるよう、地元関係者、県実行委員会や離島振興室と協
議を重ねた。

・瀬戸内国際芸術祭2019本島のスタートイベントとして「塩飽本島マイペースマラソ
ン」を実施。記念品の製作配布や漁師汁の無料提供など実施。
・県実行委員会と連携し、イベントを実施。
　　8/11～18『ライトハウス号が行く-瀬戸内本島編-』
　　8/11・12・18・19『咸臨の家』特別公開
・ガイドマップとして活用する『本島アートマップ』のリニューアル、配布
・本島実行委員会では、総会・幹事会を開催し、作品の展開状況に併せた受け入れ態勢
などの検討を行った。
・本島泊港の観光案内看板リニューアル

2018年度
（平成30年度）

・本島実行委員会との連携によるスタートイベント実施
・県実行委員会と連携した事業の実施
・継続作品や他の島も含めた、魅力を発信できるガイド
マップの作成
・本島実行委員会への補助による受入環境の整備

48．瀬戸内国際芸術祭との連携 産業文化部　文化課

三年に一度開催される瀬戸内国際芸術祭を一過性のイベントとして捉えるのではなく、地
域活性化の一翼を担うツールとして活用することによって、離島の魅力を積極的に発信す
ると共に近隣自治体との相互連携を図ることにより、交流人口の増加や離島の活性化に寄
与することを目的とする。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

瀬戸内国際芸術祭事業
費

瀬戸内国際芸術祭の会場となる本島に制作・展示される芸術作品の情報を発信することに
併せて他の島も含めた様々な魅力を積極的に発信すると共にイベントの開催などによって
近隣自治体間における交流人口の増加を図る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

48



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
新市民会館整備事業費 2018 6,325 800 5,525
新市民会館整備事業費 2019 7,466 2,700 4,766

【取組の概要】 新市民会館建設事業費 2019 10,431 10,431
新市民会館整備事業費 2020 4,750 4,750
新市民会館建設事業費 2020 125,650 65,700 64,650
(繰)新市民会館整備事業費 2021 1,067 1,067
(繰)新市民会館建設事業費 2021 4,700 4,700
新市民会館整備事業費 2021 6,883 341 6,542
新市民会館建設事業費 2021 1,444 300 1,144

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・基本設計、実施設計の策定
・事業計画の検討
・課題解決型実践事業の実施
・文化芸術推進サポーター養成講座の開催

Ｄ

・基本設計の策定完了後、実施設計の策定に着手。
・課題解決型実践事業、文化芸術推進サポーター育成講座、アーティスト・コーディ
ネーター養成講座といった開館後を見据えた事業については、コロナ禍により計画通り
の開催が困難となったものの、時期や方法、内容を見直したうえで実施した。
　課題解決型実践事業（講演会、講座、ワークショップ）を計７回（内オンライン２
回）、サポーター養成講座（講演会、講座、ワークショップ）を計17回（内オンライン
5回）、アーティスト・コーディネーター養成講座を計５回実施した。

2019年度
（令和元年度）

・整備計画（基本計画、管理運営計画）の策定
・市民座談会の開催
・劇場整備に伴う市民参画型ワークショップの開催
・課題解決型ワークショップの開催
・社会的インパクト評価モデルの作成

Ｃ

市民参加型ワークショップ（6回）や市民座談会での意見を反映し、整備計画を策定し
た。課題解決型ワークショップは、学校での仲間づくりワークショップや高齢者施設で
の演劇的手法を用いたワークショップを実施するとともに、その効果や過程を検証する
ロジックモデルの作成も併せて行っている。
課題解決型ワークショップを学校や福祉施設で合計20回実施し、また市民座談会は今年
度82か所、昨年度から合計169か所で開催し、新しい市民会館の運営理念や実施すべき
事業への理解も深めた。
今後は基本設計・実施設計を進めるとともに、事業計画や担い手育成にも注力する。

2020年度
（令和2年度）

・基本設計、実施設計の策定
・事業計画の検討
・課題解決型実践事業の実施
・文化芸術推進サポーター養成講座の開催

Ｄ

・オンラインによりプロポーザルを実施し、基本設計・実施設計の契約を締結した。
・管理運営・事業計画検討に関するアンケート調査を実施した。
・文化芸術推進サポーター養成講座では、市民が主体となって、日本舞踊の動画配信、
子どもたちとの青木石を使ったキャンドルホルダーづくり、大手一ノ門櫓のぞうきんが
け・ごろ寝イベントを開催し、これに伴い、オンライン講座や対面講座も開催した。
・課題解決型実践型事業では、即興演劇×少女の家、演劇・少林寺拳法×介護など計5
種のワークショップを開催した。

2018年度
（平成30年度）

・基本構想策定
・基本計画、管理運営計画の策定
・市民座談会の開催
・社会的インパクト評価モデルの作成

Ｃ

平成30年12月に基本構想を策定し、整備計画の策定に向けて準備を進めている。車座集
会は、5月から着手し、これまでに87回実施した。地域課題や社会問題に対する市民の
ニーズを把握し、今後の整備計画や事業計画に盛り込む。
また、車座集会で得られた意見等を他部署と連携し、劇場が実施する事業の社会的イン
パクト評価モデルを現在検討中である。

49．新市民会館の整備 産業文化部　文化課

文化芸術の持つ役割により、地域固有の課題や市民の生活課題が解決できる社会機関とし
て、また「全ての市民」を対象とした社会包摂型経営を実現する公共文化施設として新市
民会館を整備する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

基本構想、基本計画、管理運営計画の策定
基本設計、実施設計の策定
建設工事

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
総合運動公園駐車場整備事業費 2018 9,915 2,000 7,915

2019 162,037 53,988 98,200 11,018
2020 229,657 65,391 143,600 20,666
2021 297,115 109,374 154,300 33,441

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

１．先代池北側の多目的広場の整備（2020～2023）

Ｄ

先代池北側の多目的広場の整備に向けて、用地取得に時間
を要し、工事着手が遅れているが、取得済用地から水路改
修や敷地造成工事等を進めた。

2019年度
（令和元年度）

１．先代池北側の多目的広場整備の実施設計
２．用地取得

Ｄ

地権者との協議に時間を要し、整備が遅れている。
先代池北側の多目的広場について、河川協議に時間を要
し、整備が遅れている。

2020年度
（令和2年度）

１．先代池北側の多目的広場の整備（2020～2022）

Ｄ

駐車場予定地の用地の9割を取得し、現在、残りの用地に
ついては継続協議中である。
先代池北側の多目的広場の設計については、完了し整備工
事に着手する。

多目的広場の用地測量の実施（4月）基本設計と、費用対
効果分析の完了（3月）、都市計画決定の変更並びに事業
計画変更の認可（3月）
事業認可の手続きは、基本設計等の方針が固まり次第着手
し、3月の許可に向けて進める。

2018年度
（平成30年度）

１．多目的広場用地取得にむけた用地測量（4月）
２．多目的広場整備に係る基本設計、丸亀市総合運動公園の都市計画決
定の変更（2月）
３．多目的広場に係る事業認可申請、費用対効果分析の実施（3月）
４．用地取得（3月）

50．丸亀市総合運動公園の駐車場対策 市民生活部　スポーツ推進課

丸亀市総合運動公園において、大規模イベント時に公園利用者向け駐車場が不足してお
り、利用者の利便性を高めるため駐車場対策を進める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

総合運動公園多目的広場整
備事業費

丸亀市総合運動公園の駐車場確保のため、先代池北側に新たに用地を確保し、大規模イベ
ント時には駐車場として利用できる多目的広場を整備する。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 5,261 5,261
2019 3,102 3,102
2020 3,083 3,083
2021 2,752 2,752
2018 1,662 480 1,182

【取組の概要】 2019 3,770 3,000 770
2020 1,380 1,380
2021 3,068 3,000 68
2018 19,060 2,958 16,102
2019 22,958 2,000 20,958
2020 11,675 857 10,818
2021 11,438 6,494 4,944
2019 3,781 3,781
2020 3,078 3,078
2021 5,692 3,000 2,692

四国インターハイ事業 2021 9,290 5,000 4,290
【取組の計画と進行管理】

評価

2018年度
（平成30年度）

・地元プロスポーツ選手等によるスポーツ教室等の開催
（女子プロ野球、女子実業団ソフトボール、女子実業団バレーボール）
・女子サッカークリニック
・なでしこサッカー交流大会 Ｃ

・岡山シーガルズバレーボール教室（7/21）
・タイガース野球教室（7/30）
・元巨人軍桑田真澄氏と女子プロ野球選手による野球教室
（8/5）
・カマタマーレ讃岐による女子サッカークリニック（5/27
6/24 7/22 8/26 9/16 10/28 11/25 12/23 1/20 2/24
3/24）
・なでしこサッカー交流大会(2/9 2/10)

2019年度
（令和元年度）

・オリンピック出場選手、地元プロスポーツ選手等によるスポーツ教室
等の開催（東京五輪への機運の醸成）
・女子サッカークリニック
・競技児童・生徒のための女子サッカー教室
・なでしこサッカー交流大会
・丸亀駅構内に女子サッカーの関連品の展示 Ｃ

・元世界卓球選手権日本代表選手の若宮三紗子氏による卓
球教室（5/11）
・タイガース野球教室（7/29）
・カマタマーレ讃岐による女子サッカークリニック
（5/18,6/23,7/20,8/25,9/15,10/27,11/24,12/22,1/19)
・競技児童・生徒のための女子サッカー教室
（6/22,7/6,8/17,9/7,11/19,1/18）
・サッカー日本女子前監督佐々木則夫氏講演会（11/9）
・丸亀駅構内に女子サッカーの関連品の展示（7/1～31,2/1
～29）
・クロアチア共和国のサンドラ・ペルコビッチ氏による国
際理解教室の開催（11/5,6）

女子ｻｯｶｰ推進事業費
市内スポーツ施設及び地域密着型スポーツチームを活用したシティセールスやスポーツイ
ベントの開催

市民体育推進費

東京五輪推進事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

51-1．スポーツを通じたにぎわいづくりの推進（スポーツホームタウン推進） 市民生活部　スポーツ推進課

市内スポーツ施設及び地域密着型スポーツチームの活用を通じ新しい人の流れとまちの賑
わい創出を図るもの

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

ｽﾎﾟｰﾂﾎｰﾑﾀｳﾝ推進事業費
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2020年度
（令和2年度）

・2021年に延期された東京五輪関連イベントと連携しつつ、オリンピッ
ク出場選手、地元プロスポーツ選手等によるスポーツ教室等の開催
・女子サッカークリニック・女子サッカー教室
・なでしこサッカー交流大会
・丸亀駅構内に女子サッカーの関連品の展示 Ｃ

・女性のためのサッカークリニック
（7/18,8/1,9/20,10/3,11/21,12/20,1/17,2/20,3/20)
・競技児童・生徒のための女子サッカー教室
（7/18,8/8,9/12,10/3,11/14,12/13,1/17,2/20,3/13）
・オリンピックアートポスター展の開催（8/22～30）
・丸亀駅構内に女子サッカーの関連品の展示（2/1～25）
・クロアチア共和国のサンドラ・ペルコビッチ氏とのビデ
オレター交換による国際理解教室の開催（1/19）

2021年度
（令和3年度）

・東京五輪関連イベントと連携しつつ、オリンピック出場選手、地元プ
ロスポーツ選手等によるスポーツ教室等の開催
・女子サッカークリニック・女子サッカー教室
・なでしこサッカー交流大会
・2022年度開催四国インターハイをにぎわい創出へ繋げるための準備
（開催実行委員会設置） Ｃ

・女性のためのサッカークリニック
（6/19,7/3,10/23,11/20,12/12,12/18,1/15,3/26)
・競技児童・生徒のための女子サッカー教室
（7/3,8/7,10/23,12/11,1/15）
・聖火リレー（4/17）
・四国インターハイ実行委員会設置（7/5）
・オリンピック事前合宿受入（クロアチア陸上競技7/15～
8/1）
・北信越総体視察（8/1～21）
・聖火フェスティバル（8/13）
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
市民球場施設費 2018 54,163 26,992 27,171
市民球場運営費 2018 3,000 3,000
市民球場企画展示事業費 2018 2,809 2,000 809

2018 9,057 9,057 0
【取組の概要】 2019 11,527 7,478 4,049

2020 0 0
2021 12 0 12

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

コロナ禍で大規模なイベントは実施できていないが、身体
障がい者野球教室を実施した（10/31）。以後も月1回程度
有志で練習会を開催している。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

コロナ禍でウエスタンリーグは中止となったが、地元プロ
野球球団や高校野球試合、地元野球チームの利用等で球場
を活用した。

2018年度
（平成30年度）

・球場の効果的効率的な管理運営
・ウエスタンリーグの開催及びプロ野球オープン戦の誘致など
・野球関係者以外にも、広く住民を対象としたイベントの開催
　（ダイヤのＡ展ほか）

Ｃ

ウエスタンリーグ（7/28阪神対広島戦）、女子プロ野球戦
（8/5）、女子実業団ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会（10/21･22）において、
それぞれ児童･生徒向けの球技教室を実施し、試合観戦だけ
でなく、子どもの運動能力向上にも繋げたほか、幼稚園・
こども園まつりを開催した。

2019年度
（令和元年度）

・球場の効果的効率的な管理運営
・ウエスタンリーグの開催及びプロ野球オープン戦の誘致など

Ｃ

指定管理者制度を導入した市民球場は、高校野球試合や大
学合宿、地元プロ野球球団など多方面から利用されるよう
クオリティを維持している。また、ウエスタンリーグ
（7/27,28阪神対中日戦）開催、それに伴い多方面に試合周
知を行い、球場の認知に取り組んだ。
また、試合観戦だけでなく、プロ野球選手による野球教室
を開催した。

プロ野球開催事業費
市民球場運営及び球場を利活用した事業の実施

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

51-2．スポーツを通じたにぎわいづくりの推進（市民球場利活用推進事業） 市民生活部　スポーツ推進課

本市の貴重な財産となる「丸亀市民球場」を「スポーツホームタウン」としての丸亀市の
発展につなげるため、プロ野球開催等子供たちのみならず市内外の住民に向け、夢を与え
るような球場利活用事業を展開するもの。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 51,700 51,700
2019 55,882 55,882
2020 0 0
2021 21,663 21,663

【取組の概要】 2020 0 0
2021 79,686 79,686

【取組の計画と進行管理】

評価

52．ボートレースまるがめ本場の活性化 ボートレース事業局　経営課・営業課

モーターボート競走事業の安定経営を図り、市財政に寄与するため、ボートレース場が市
民にとって身近な場所として感じてもらえるよう、レース以外のイベント等を充実させ、
若者・女性・シルバー世代を中心とした来場を促進しながら本場の活性化を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

広告宣伝費

北広場整備事業
市観光協会や地元企業などと連携したイベント「まるがめサタデイ（通称：まるサタ）」
を軸に、新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、多彩なイベントを開催すること
により、幅広い世代が家族でも楽しめるようなボートレースパークを目指す。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・音楽イベントや季節に応じたイベントや物産展、カ
ルチャースクールの実施。夏休みや春休みを利用した
子供向けトライアルイベントの実施。
・スタンドや屋外施設などお客様空間のリニューアル
の検討開始と基本構想の策定

Ｂ

・幅広い世代の来場促進を図るため、競走水面を活用したウォーターフェスや音楽フェ
ス、カルチャースクール、物産展などを実施。また、地域との共生を目指すため、春休
みや夏休みには、ボートキッズパークやダンボールアート遊園地等、中・長期間開催の
子育て応援イベントを実施し、子どもとファミリーの遊び場を提供し賑わった。
・お客様空間リニューアル推進プロジェクトチームを設置し、基本構想を策定中。

2019年度
（令和元年度）

・各種イベントやトライアルイベントの継続実施。
・ブルーナイター10周年記念事業の推進。

Ｂ

・幅広い世代の来場促進を図り、地域との共生を目指すため、競走水面を活用した
ウォーターフェスや音楽フェス、カルチャースクール、健康相談などを実施。また、中
長期休暇期間中に子育て応援イベントとして、夏休みにはダンボールアート遊園地を開
催、冬休みにはボートキッズパークを開催し、ファミリーの遊び場を提供している。さ
らに、ブルーナイター10周年記念事業として観光協会等連携のもと、毎週土曜日にイベ
ント「まるサタ」を実施し、新たな客層へのアプローチも行っている。イベント目的の
来場者に加え、各実施団体等の方々にもボートレース場を見直すきっかけとなってお
り、一層の来場促進に繋がってきている。
・お客様空間リニューアル推進プロジェクトチームを設置し、お客様空間リニューアル
基本計画を策定した。

2020年度
（令和2年度）

・各種イベントやトライアルイベントの継続実施。

・お客様空間リニューアル基本計画に基づき、各種施
策を推進。

Ｃ

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、来場促進につながる場内イベントは実
施できなかった。
・北広場整備事業として、ゲート施設、子どもの遊び場、公園の基本実施設計に着手
中。

2021年度
（令和3年度）

・各種イベントやトライアルイベントの継続実施。

Ｃ

・来場促進につながる場内イベントは、コロナ対策を講じた上で、一部実施した。
　子ども向けスポーツイベント、女性向けワークショップ、
　若者向けトリックアート、既存ファン向け地域振興クーポン券抽選会

・お客様空間リニューアル基本計画に基づき、各種施
策を推進。 ・北広場整備事業として、ゲート施設、子どもの遊び場の工事に着手。
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
人権教育促進事業費 2018 0 0

【取組の概要】 人権啓発活動地方委託事業費 2019 735 517 218
2020 0

人権啓発推進事業費 2021 70 70

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・インターネット差別事象の監視を香川県と連携して実施
・広報、HPに啓発記事を掲載
・県並びに県下市町共同で講演会、ポスターパネル展他の実施（12月）

Ｃ

・班長として、6月～7月まで、班員として年中通して監視
し、削除案件は、県へ報告。削除依頼107件、削除37件。
・パネル展示を8月2日～13日、2月7日～18日に市役所ロ
ビーにて実施。
・市の広報8月号に啓発記事を掲載。
・県人権啓発推進会議として、ポスター制作、テレビス
ポットＣＭ、Ｗeb広告、新聞広告、オンライントークイベ
ントの開催等、県全体で啓発を実施。
・ＰＴＡ連絡協議会と合同研修会（パネルディスカッショ
ン・講演会）をオンラインで開催。

2019年度
（令和元年度）

・インターネットと人権に関して市のＨＰなどによる情報発信
・人権擁護委員と街頭キャンペーンによる啓発活動の実施
・講演会の実施
・ＰＴＡ連絡協議会と合同研修会の実施

Ｃ

・インターネットと人権の啓発パネル展示を9月16日に文
化交流祭にて実施。10月24日から10月31日に丸亀市役所本
庁ロビー1階にて実施。
・街頭キャンペーンを12月4日にゆめタウン丸亀にて300枚
配布。3月にも実施予定だったが、新型コロナウイルスの
影響により中止。
・講演会を11月17日に実施　173名の参加
・ＰＴＡ連絡協議会と合同研修会を2月に実施予定だった
が、新型コロナウイルスの影響により中止

2020年度
（令和2年度）

・スポーツ組織と連携したキャンペーンの実施
・ＰＴＡ連絡協議会と合同研修会の実施
・インターネットと人権に関して市のＨＰ、パネル展などによる情報発信

Ｃ

・9/27「じんけん啓発DAY]において、カマタマーレ讃岐と
連携し、パネル展を開催し、啓発チラシを配布した。
・飯山南コミュニティにおいて、4月17日～5月22日まで、
パネル展を実施した。
・市の広報、ＨＰに啓発や人権侵害を受けた場合の救済方
法について掲載した。
・PTA連絡協議会と合同研修会（オンライン開催）を令和3
年2月27日開催した。
・11月9日～11月16日に本庁ロビーにてパネル展を実施。

2018年度
（平成30年度）

・職員研修の実施
・インターネットと人権に関して市のＨＰ、パネル展などによる情報発信

Ｃ

・市のＨＰに電話相談について掲載
・パネル展示の実施（3回）
・庁内ランにより、全職員にインターネットと人権につい
ての周知、啓発を実施

53-1．インターネットによる人権侵害対策 総務部　人権課

ＳＮＳやインターネット上における人権侵害について、加害者にも被害者にもならないた
めに、正しい理解や認識を深める。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

ＳＮＳやインターネット上における人権侵害の実態を明らかにするとともに、適切な利用
の促進を図るため、研修等の啓発を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・授業での児童生徒への指導（小中）
・保護者会等での保護者への啓発（小中）
・「スマートフォン・携帯電話等の利用に関する調査」（第2回目）

Ｃ

年度当初に、ＧＩＧＡスクール構想に伴う端末利用の留意
点等について、資料を配付し、啓発を行った。しかし、実
際に運用をすることで新たな課題も出できているため、マ
ニュアル等を改善していく必要がある。また、端末に関す
る調査については、現在準備中である。

2019年度
（令和元年度）

・授業等における児童生徒への指導（小中）
・啓発資料を用いた情報モラル教育の推進（小中）
・丸亀市ＰＴＡ連絡協議会と連携した保護者への啓発（小中） Ｃ

　授業や全校集会など、学校教育活動の様々な場面で情報
モラルに関する指導を行うとともに、少年育成センター発
行の「かめっこ」にＳＮＳの危険性等の情報を掲載し、児
童・生徒・保護者への啓発に努めた。
　なお、3月に予定していた丸亀市ＰＴＡ連絡協議会との
合同研修会は、新型コロナウイルス対策のため中止した。

2020年度
（令和2年度）

・授業での児童生徒への指導（小中）
・保護者会等での保護者への啓発（小中）

Ｃ

　児童生徒への指導に際し、県教委発行の「ネット・ゲー
ム依存予防対策学習シート」を活用した。また、保護者へ
の啓発については、丸亀市ＰＴＡ連絡協議会と連携して、
啓発ポスター等の募集を行った。
　また、家庭のインターネット環境を把握するため、メー
ル配信システムを利用して、実態把握に努めた。

2018年度
（平成30年度）

・スマホ等の利用状況調査をもとにした啓発資料の作成（小中）
・授業での児童生徒への指導（小中）
・保護者会等での保護者への啓発（小中） Ｃ

　啓発資料を作成し、各学校へ周知した。授業等での効果
的な活用方法について研究を進めていきたい。
　また、保護者への啓発については、関係機関との連携を
深めるなど、より効果的な方法を検討していきたい。

53-2．インターネットによる人権侵害対策 教育部　学校教育課

インターネットを介したトラブル等の未然防止に努める。 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

平成29年度に実施した、「児童・生徒のスマートフォン・携帯電話等の所持・利用状況調
査」を活用し、情報モラル教育や保護者啓発を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
人権啓発促進事業費 2018 3,300 3,300

2019 3 3
2020 0 0
2021 674 523 151

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・講演会の実施
・市広報、HPで啓発記事を掲載

Ｃ

・12月19日市民のつどいにて、講演会を開催 245名。
・広報2月号とＨＰに啓発記事を掲載。

人権啓発活動地方委
託事業費

2019年度
（令和元年度）

・小学生を対象とした異文化理解教室の実施
・丸亀市に住む外国人の現状についてＨＰなどで広報
・食べ物を通して、異文化への理解を深めるため、料理教室を実施
・講演会の実施

Ｃ

・異文化理解教室を1月20日に富熊小にて実施。47名参加。
・外国料理教室を10月15日に実施。40名参加。
・研修会を10月15日に実施。41名参加。

2020年度
（令和2年度）

・講演会の実施

―

・12月20日にアイレックス大ホールにて、開催予定だったが、新型コ
ロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。
・市の広報に啓発記事を掲載。
・11月9日～11月16日本庁ロビーにてパネル展を実施。

講演会、文化の交流を通して、正しい理解促進のため教育、啓発を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・講演会の開催
・人権フェスティバル等交流事業において、外国人との交流実施
・異文化理解教室の実施

Ｃ

・人権政策確立要求丸亀市民実行委員会会員研修の開催（7月）
・第6回文化交流祭（人権フェスティバル）を開催し、インドネシア
　舞踊やパネル展示を実施し、外国人の文化に触れる機会を設けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9月）
・ブラジル人を講師に迎え、異文化理解教室の実施（東中学校7月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（城乾小11月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（城北小・城西小 2月）

54．特定の国籍の外国人に対する人権侵害対策 総務部　人権課

多文化尊重意識の醸成を図り、特定の国籍の外国人に対するヘイトスピーチ防止に努め
る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
【取組の概要】 2018 62 62

2019 352 352
2020 407 407
2021 384 384

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・市のＨＰやフェイスブックを活用した市民への情報発信
・相談窓口の設置（2回）
・当事者同士の交流会の実施（2回）
・教職員を対象に意見交換会の実施（2回） Ｃ

・市のＨＰにて、性的少数者の理解促進、パネル貸出し、
　電話相談について掲載。
・相談窓口10/4開催　0人　2/14開催　2人
・交流会10/4開催　15人　2/14開催　10人
　（いずれも人権課職員を含む）
・意見交換会　11/17小・中学校長会にて開催
　　　　　　　1/7富熊小にて開催（教職員）
　　　　　　　1/21教頭会にて開催

支援者の理解促進のための講演会や相談窓口の開設を行うほか、当事者同士が気軽に集い
情報交換のできる場を設ける。
また、市のＨＰやフェイスブックを活用した情報発信に努める。

年度 取組の計画

・市のＨＰにて、性的少数者の理解促進、パネル貸出し、
　電話相談について掲載
・幼・保・こ・小・中学校の保護者、老人クラブ、教職
　員、市職員にアンケート実施　 （5月～6月）
・相談窓口を開設　　（1回）（8月）
・交流会の開催　　　　　（1回）（9月）
・丸亀市企業人権・同和推進協議会会員研修の開催（7月）
・支援者研修会の開催（11月）
・映画上映会と当事者を交えた意見交換会の実施（10月）
・啓発パネルの展示（9回）

人権啓発促進事業費

2019年度
（令和元年度）

・市のＨＰやフェイスブックを活用した市民への情報発信
・相談体制の充実（3回）
・当事者同士の交流会（2回）
・市民と当事者との意見交換会の実施（3回）
　（内1回は、人権同和教育担当教員、学力・進路支援担当教員を予定）
・講演会の開催（1回）
・銀行などの企業を訪問し、啓発ポスターの掲示依頼や啓発に努める

Ｃ

・市のＨＰにて、性的少数者の理解促進、パネル貸出し、
　電話相談について掲載中
・相談窓口を開設　　8月(3名(2件))、10月(0名)、2月(1人)
・交流会の開催　　　8月(13名)、10月(10名)
・意見交換会の実施　6月(24名)、9月(23名)、
　　　　　　　　　　12月（19名)、2月(15名)
・研修会の実施　　　2月(31名)
・企業訪問の実施　　2月(18社)

2021年度
（令和3年度）

・市のＨＰやフェイスブックを活用した市民への情報発信
・相談窓口の設置（2回）
・当事者同士の交流会の実施（2回）
・学校での意見交換会の実施（2回）
・パートナーシップ制度についての内容を含む職員研修の実施
・職員研修の内容を「はぐくみ」に掲載（広報折込）

Ｃ

・市のＨＰやフェイスブックに相談窓口と交流会の情報発信
や啓発記事を掲載。
・相談窓口を11月21日（0人）に実施。
・交流会を11月21日（9人、人権課2人含む）、1月23日（9
人、人権課2人含む）に実施。
・市職員研修を1月21日（36人）に実施。
・11月に性的少数者の方のインタビュー記事を掲載した「は
ぐくみ」を全戸配布し啓発。

55．性的少数者の人権対策 総務部　人権課

性的少数者への理解促進 予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

取組の進行管理
取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・同性パートナーシップ制度の制定に向けた取組
・啓発チラシの作成、全戸配布
・市のＨＰやフェイスブックを活用した市民への情報発信
・市民アンケートの実施
・当事者が安心して相談・交流できる場所の提供
・講演会等の開催

Ｃ
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 497 497

【取組の概要】 2019 1,862 1,862
2021 562 562
2018 1,177 1,177
2019 1,168 1,168
2020 1,935 1,935
2021 1,739 1,739

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・人権セミナーの実施
・全職員を対象とした研修を実施
・自治会や学生などアウトリーチ型の啓発活動の実施
・部落差別解消推進法の理解、促進のため、人権擁護条例改正に向け、
　関係団体や市民等から意見の聴収

Ｃ

・人権セミナー
　　9/8　　20人（金山文化センター）
　　9/10 　18人（金山文化センター）
　　9/14　 19人（二軒茶屋総合センター）
　　9/16   20人（二軒茶屋総合センター）
・職員研修（本庁・職員課開催）　19回　738人
　このほか給食センター、クリーンセンター、消防、中讃広域、
モーターボートが開催した研修があり、全職員が受講している。
・アウトリーチ型の啓発活動　47回　912人（上記職員研修以
外）
・人権を尊重し多様性を認め合うまちを実現する条例　1月施行

市の全職員の研修やアウトリーチ型の啓発活動を行う。

年度

Ｂ

・市職員・行政組合等に人権研修実施　33回1,257人
・幼・保・こども園職員・保護者会人権研修14回626人
・小・中・高等学校教員・保護者・生徒人権研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12回1,491人
・企業内人権研修　　　　　　　　　　　　  3回  131人
・地域住民人権研修　　　　　　　　　　　　7回　301人
・各コミュニティセンターなどに部落差別解消推進法の
  周知看板を設置　                       　20ケ所
・部落差別解消推進法の啓発チラシを全戸配布　　　7月
・人権・同和問題意識調査を8月に実施。
・市職員・臨時職員研修　　　　30回　1,212名
・アウトリーチ型の研修実施　　47回　1,878名
・人権擁護条例改正の骨子案について、人権政策確立要求丸亀市
民実行委員会や人権政策推進審議会において意見の聴収を実施。

人権啓発促進事業費

人権教育促進事業費

2019年度
（令和元年度）

・丸亀市人権・同和問題意識調査を実施し、部落差別の現状を把握する
・全職員を対象とした研修を実施
・自治会や学生などアウトリーチ型の啓発活動の実施
・部落差別解消推進法の理解、促進のため、人権擁護条例改正に向け、
関係団体や市民等から意見の聴収

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・人権セミナーの実施
・全職員を対象とした研修を実施
・自治会や学生などアウトリーチ型の啓発活動の実施
・多様性条例のチラシ作成と全戸配布

Ｃ

・人権セミナーを11月16日（24人）、18日（16人）、24日（23
人）、25日（15人）に実施。
・市職員研修を26回（1123人）実施。
・アウトリーチ型の研修を45回（1610人）実施。
・多様性条例のチラシを作成し8月に全戸配布。

56．部落差別解消の推進 総務部　人権課

「部落差別の解消の推進に関する法律」制定の背景や趣旨を全ての市民が理解し、部落差
別を解消すること。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・全職員に対し部落差別解消推進法の周知
・アウトリーチ型の啓発活動の実施
・部落差別解消推進法の周知看板の設置
・啓発チラシの全戸配布
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
【取組の概要】 2018 3,304 902 1,053 1,349

2019 2,814 851 692 1,271
2020 1,326 724 602
2021 865 300 565

【取組の計画と進行管理】

評価

企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の奨励のためにコンサルタント派
遣を実施。また、男性の育児休業取得促進奨励金の支給などにより、企業にお
ける取り組みを促進させるなど。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

・WLB通信を5回、登録事業者61社へ送信
・奨励金4社支給。
・当初より講演会開催なしとして協議会内で調整済（令和4年度より
実施予定）
・女性活躍実践アイデア顕彰事業を実施（2自治体から各3社の応募、
2自治体からは各1社の応募があり、計8社に対し審査を実施）
・市職員向けWLB研修を11/26実施済。管理職向けイクボス研修実施
（参加者19人）

男女共同参画推進事業
費

2019年度
（令和元年度）

・企業のワーク・ライフ・バランス推進のためにコンサルタ
ントを派遣
・男性の育児休業取得促進奨励金の支給
・定住自立圏域女性活躍推進研修会の開催
・女性の就労に関する支援方策について、モデル紹介 Ｃ

・コンサルタント派遣を2社に対し実施。（7月開始。キックオフイベ
ントとして合同勉強会を開催。これを含め8～9回コンサルが支援企業
に訪問し、課題解消・軽減を図る。前年度コンサル事業の支援企業に
対し追跡取材を行い、自走している姿を情報紙に掲載し、市内企業に
紹介（2,250部）
・奨励金支給4社。（内1社は3年連続支給）
・定住自立圏域女性活躍推進研修会を11/14に実施（147人参加）。モ
デル紹介（市内2事業所）をこの研修時に冊子にしたうえで配布。

2020年度
（令和2年度）

・企業のワーク・ライフ・バランス推進のための支援事業実
施
・男性の育児休業取得促進奨励金の支給
・定住自立圏域女性活躍推進研修会の開催
・定住自立圏域女性活躍推進企業の顕彰等
・モデル事業所として市役所職員向けWLB研修実施

Ｄ

・過去２年間実施したコンサルタント派遣事業の成果冊子の配布と支
援終了後の事業所（２社）の追跡取材の模様を11月の講演会開催時に
パネルで展示（情報紙「ゆめ」44号にて掲載済）。
・奨励金５社支給。
・講演会は11/9開催（参加者153人）。女性活躍実践アイデア顕彰事
業実施（１自治体１社以上の応募があり、計８社から審査選考）。
・市職員向けWLB研修2回実施済。管理職向けイクボス研修実施（参加
者27人）

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・企業のワーク・ライフ・バランス推進のためにコンサルタ
ントを派遣
・男性の育児休業取得促進奨励金の支給
・定住自立圏域女性活躍推進研修会の開催

Ｃ

・コンサルタント派遣を2社に対し実施。（8月開始。合同勉強会を含
め8～9回コンサルが支援企業に訪問し、課題解消・軽減を図る）
・奨励金支給4社。（内1社は前年度に引き続きの支給）
・定住自立圏域女性活躍推進研修会を11/8に実施（203人参加）

57-1．ワーク・ライフ・バランスの推進 総務部　人権課

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳あらゆる分野で男女がお互いの人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現に向けての意識づくり、環境づくりの支援
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 500 500
2019 500 500
2020 290 290
2021 300 300

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

丸亀市キッズウィーク推進協議会が行う以下の取組への参加・協力
・市立幼稚園、こども園及び小・中学校でのキッズウィークの実施
　（学校等ごとの実施、私立保育園・幼稚園への協力要請）
・保護者、企業・事業所及び市民への周知・啓発活動

Ｃ

・10月18日（10月第3月曜日）に丸亀こどもデーを全市一
斉実施。
・10月16日～18日に組織機関等によるイベントを実施。

2019年度
（令和元年度）

丸亀市キッズウィーク推進協議会が行う以下の取組への参加・協力
・市立幼稚園、こども園及び小・中学校でのキッズウィークの実施
　（学校等ごとの実施、私立保育園・幼稚園への協力要請）
・保護者、企業・事業所及び市民への周知・啓発活動
・市内幼稚園、こども園、小・中学校保護者及び企業・事業所等へのア
ンケート調査に基づく、キッズウィークの全市一斉実施の検討・協議

Ｃ
・実施学校・園等　小17、中6、幼5、こども園6
・次年度キッズウィークの全市一斉実施を決定

2020年度
（令和2年度）

丸亀市キッズウィーク推進協議会が行う以下の取組への参加・協力
・市立幼稚園、こども園及び小・中学校でのキッズウィークの実施
　（学校等ごとの実施、私立保育園・幼稚園への協力要請）
・保護者、企業・事業所及び市民への周知・啓発活動

―
・授業時間の確保や企業活動を考慮し、今年度の実施は見
送り

・実施学校・園等　小14、中5、幼5、こども園3
・対象園児・児童・生徒の保護者を対象にアンケート調査
を実施
・試行事業【内容】今治造船（株）工場見学会【開催日及
び対象者】11月22日（木）城乾、城西、岡田、11月26日
（月）城東、郡家、飯野、垂水の4年生以上【参加費】無
料

2018年度
（平成30年度）

丸亀市キッズウィーク推進協議会が行う以下の取組への参加・協力
・市立幼稚園、こども園及び小・中学校でのキッズウィークの実施
　（学校等ごとの実施、私立保育園・幼稚園への協力要請）
・保護者、企業・事業所及び市民への周知・啓発活動
・市内幼稚園、こども園、小・中学校保護者及び企業・事業所等へのア
ンケート調査の実施

57-2．ワーク・ライフ・バランスの推進 産業文化部　産業観光課

ワーク･ライフ･バランス（生活と仕事の調和・調整）推進の一環として、学校休業日の分
散化、有給休暇取得の推進、休日における多様な活動機会確保に取組み、大人と子どもが
向き合う時間を確保するため、地域におけるキッズウィーク設定を推進する。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

商工会議所運営補助金

丸亀市におけるキッズウィーク設定推進を目的として設置された丸亀市キッズウィーク推
進協議会に参加するとともに、活動資金を一部補助する予算措置を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 746 746

【取組の概要】 2019 234 234
2020 234 234
2021 249 249

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

・街頭キャンペーン（コロナ予防のため人権課単独実施）を市内3
店舗にて実施（11/20、11/21、11/28）。
・デートDVパネルを市内高校、大学校等で巡回展示（10校56日間）。
小冊子は10校1,153部配布済。
・シールは累計212か所に貼付
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会を7/29に開催

男女共同参画推進事業費

2019年度
（令和元年度）

・街頭キャンペーンの実施
・デートＤＶ防止啓発パネルの展示、小冊子の印刷・配布
・相談カード・シールの民間店舗などへの設置
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会を通じての関係機関等と
の連携強化（研修会開催を含む） Ｃ

・街頭キャンペーン（市内スーパー2店舗・11/23実施。子育てフェスタ
協賛事業として12/8実施）
・デートＤＶ防止啓発パネルを市内高校等にて展示（10か所、延べ11
回実施）
・デートＤＶ小冊子印刷・配布（パネル展実施校の生徒等）
・相談シールの民間店舗等のトイレ鏡面への貼付（男女ともに貼って
いる）(93か所）
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会開催（7/18）
※研修会は未実施

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｂ

・街頭キャンペーン（今回は人権課単独実施。子育て支援課はコロナ
を理由に実施なし）をボートレース場（10/25）と市内2店舗（11/19、
11/22）にて実施（10月末から11月に３か所実施）。
・デートDVパネルを市内高校、大学校等で巡回展示（11校65日間）。
小冊子は10校1,000部強配布済。
・シールは累計165か所に貼付
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会は書面にて情
報周知とした（コロナ対応）

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントなど、あらゆる暴力を許さないという意識を社会全体
で共有するよう、様々な機会を通じて年齢層に合わせた広報・啓発活動を行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

2018年度
（平成30年度）

・相談窓口周知チラシ全戸配布
・街頭キャンペーンの実施
・デートＤＶ防止啓発パネルの作製（展示を含む）
・相談カード・シールの民間店舗などへの設置
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会を通じての関係機関等と
の連携強化

Ｂ

・広報8月号にて相談窓口周知チラシを全戸配布
・街頭キャンペーン実施（市内スーパー等、計7か所）
・デートＤＶ防止啓発パネル新調。市内高校等にて展示（11か所）
・デートＤＶ小冊子印刷・配布（パネル展実施校の生徒等）
・相談カード・シールの民間店舗等への配布・設置（76施設）
・家庭・学校等における暴力及びいじめ等対策連絡会開催（6/28）

58．ＤＶなどの根絶 総務部　人権課

市民がいかなる暴力も許さないという意識を持ち、ＤＶやセクシュアル・ハラスメントな
ど、あらゆる暴力のない社会形成になるよう啓発活動を推進する

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 19,060 2,958 16,102

【取組の概要】 2019 22,958 2,000 20,958
2020 11,675 857 10,818
2021 11,438 6,494 4,944
2018 5,317 5,317
2019 4,492 4,492
2020 5,642 5,642
2021 6,686 6,686

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

スポーツ推進委員や地元プロスポーツ選手、庁内関係各課等と連携し、各種スポーツ教
室・大会等を実施し、世代を問わず、地域住民に向けた運動啓発を行った。
おなじみ体操撮影会（8/10）、まるっこフェス（11/14）、ふるさとウォーク
（11/23）、室内ペタンク大会（12/19）、のんびりウォーク（3/28）

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

スポーツ推進委員や地元プロスポーツ選手、庁内関係各課等と連携し、各種スポーツ教
室・大会等を実施し、世代を問わず、地域住民に向けた運動啓発を行った。
まるっこフェス（10/16）、室内ペタンク大会（11/20）、ふるさとウォーク
（11/23）、輪く輪く体操（3/11～13）のんびりウォーク（3/27）

2018年度
（平成30年度）

・スポーツによる健康づくりへの意識啓発
（スポーツ推進委員、健康課との連携による地域住民
への啓発）
・体力テストの実施等
・幼少期からスポーツに取り組む環境づくり

Ｃ

スポーツ推進委員や地元プロスポーツ選手、庁内関係各課等と連携し、各種スポーツ教
室・大会等を実施し、世代を問わず、地域住民に向けた運動啓発を行えた。
8/11　体力測定会、3/21 ジュニア女子アスリート向け指導者養成講座、3/31 子供の運
動適性判定テスト　3/31　のんびりウォーク

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｃ

スポーツ推進委員や地元プロスポーツ選手、庁内関係各課等と連携し、各種スポーツ教
室・大会等を実施し、世代を問わず、地域住民に向けた運動啓発を行えた。
まるカマキッズ
（5/9,5/15,6/6,6/7,9/18,9/27,10/10,10/11,10/16,10/17,10/24,10/30）、シニアス
ポーツ大会（5/22）、運動遊び指導員派遣事業
（6/13,7/11,7/12,8/5,9/3,9/6,9/19,9/30）、障害者スポーツ大会（7/6）、体力測定
会（8/12）、遊・遊スポーツ（室内ペタンク）大会（8/12）、サッカー指導者養成講座
（9/8）、幼稚園・こども園まつり（10/9）、i enjoy!パラスポーツパークまるがめ
（10/14）、ふるさとウォーク（11/23）

市民体育推進費
健康づくりや体力の向上とスポーツのかかわりが深いことを市民に啓発し、健康福祉分野
と連携してスポーツ活動への参加を促す。

保健体育管理費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

59．健康につながるスポーツの推進 市民生活部　スポーツ推進課

スポーツを通じて市民の健康寿命の延伸に寄与できるよう、健康福祉の各分野と連携した
スポーツの推進を図る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 29,188 3,531 25,657
2019 32,253 2,975 29,278
2020 31,778 50 3,180 28,548
2021 37,734 50 3,180 34,504

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

・「広聴を広報する」取組
・情報発信力の強化
・市民が毎月楽しみにするような「広報まるがめ」の作成
・報道機関への情報提供の積極的な活用 Ｃ

デジタル化への対応や事務の効率化を目的に、令和3年12
月から市ホームページにＡＩチャットボットを導入した。
問い合わせの多い質問約700件を想定し回答を作成してお
り、24時間365日対応している。市ＨＰの検索機能の補完
と利便性の向上に繋がっている。また、試験的にツイッ
ターでの情報発信を行い、令和4年度の本格運用を開始し
た。

2019年度
（令和元年度）

・「広聴を広報する」取組
・情報発信力の強化
・市民が毎月楽しみにするような「広報まるがめ」の作成
・報道機関への情報提供の積極的な活用
・情報発信推進チーム（若手職員まちづくり研究チーム）との連携

Ｂ

「広報まるがめ」の表紙の字体の変更、高齢者や視覚障がいを
持つ人に配慮したUDフォントを採用、特集記事の注力などさら
に読みやすい紙面づくりに配慮し、香川県広報コンクールで最
優秀賞となった。「情報発信推進チーム」は若手まちづくり研究
チームの位置づけとし、毎月1回程度開催し、広報紙、フェイス
ブックによる情報発信力強化について研究している。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

市民の安心・安全に関わる新型コロナウイルスについては、市
ホームページで各課の情報を集約したサイトを作成し、正確で
分かりやすい、タイムリーな情報発信に努めた。また、令和2年4
月からPR動画を作成し、市のイベント情報や地域の魅力の発信
に取り組みシティプロモーションに努めた。

「市民の意見の見える化」の取組として、市ホームページ及び
「広報丸亀」に「市政に参加」のコーナーを新設し、コミュニティセ
ンター市長懇談会の議事録をはじめ、市民の意見とそれに対す
る市の考え方などを掲載した。また「広報丸亀」のオールカラー
化、ページ数増により、余裕を持った誌面作りができ、特集記事
の工夫もあり、楽しんでもらえるような広報誌になるよう努めてい
る。

2018年度
（平成30年度）

・「広聴を広報する」取組
・情報発信力の強化
・広報アドバイザーの活用
・市民が毎月楽しみにするような「広報丸亀」の作成
・報道機関への情報提供の積極的な活用
・情報発信推進チーム（若手職員まちづくり研究チーム）との連携

60．多様な情報発信の充実 市長公室　広聴広報課

誰でもが、気軽に市に対して意見を述べることができ（広聴）、タイムリーで、わかりや
すく、容易に手に入れることができる情報を発信する(広報)ことで、広聴・広報を連携さ
せ、市が一方的に伝えるのではなく、伝わるための仕組みを作る。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

広聴広報活動費

市政情報を市民に提供し、情報を共有するとともに、市の施策に対して、市民の意見が適
切にフィードバックされる双方向の広聴・広報をめざす。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）
財源内訳
国県支出金 市債 その他 一般財源

地域市民活動促進事業費 2018 3,919 1,755 2,164
地域市民活動促進事業費 2019 2,408 330 3,241
市民交流活動センター開館準備事業費 2019 6,305 7,017
地域市民活動促進事業費 2020 1,569 622 947

【取組の概要】 市民交流活動センター開館準備事業費2020 71,677 71,677
市民交流活動センター施設管理運営費2020 23,488 537 22,951
市民交流活動センター整備事業費 2020 188,121 57,860 52,000 1,000 77,261
市民提案型コロナ対策補助金 2020 2,291 2,291 0
地域市民活動促進事業費 2021 1,546 442 1,104
市民交流活動センター施設管理運営費 2021 138,732 10,294 128,438

【取組の計画と進行管理】

評価

市民や市民団体のニーズを把握しながら、新庁舎と複合的に整備する「市民交流活動セン
ター」の建設に向けた準備を進めるとともに、建設後の有効利用のため、市民活動・協働
基盤の強化を図る。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

61．市民活動基盤の整備 市民生活部　生涯学習課

市民参画する機会の提供や協働事業などの推進により、人材発掘・育成などに努め、市民
活動の活性化につながる仕組みをつくる。

予算事業名称 年度 事業費

2021年度

・センター運営上の課題や問題点について改善
・中間支援を担う団体や人材の育成
・NPO研修、相談会

Ｂ

・R3.3.22の開館後、市民活動情報の発信方法や貸会議室
の減額基準などについて、実態にそうよう改善した。
・市民活動者等の交流会などを企画し、関係構築の機会を
創出した。（2ｹ月おきに開催）
・市民活動支援カウンターを中心に、活動相談を受けた。
（1129件）

2018年度
（平成30年度）

・市民交流活動センターの管理運営計画の策定
（庁内ワーキンググループの設置）
・中間支援を担う団体の育成
・センターの整備に市民を巻き込むための講演会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催
・NPO研修、相談会

Ｃ

・庁内ワーキンググループ設置及び開催
・市民交流活動センター整備やコミュニティセンターに関
連した講演会ワークショップ等を開催し、今後中間支援を
担い得る団体や人材の発掘･育成をおこなっている。

2019年度

・センター管理運営計画に基づく運営体制等の検討
・中間支援を担う団体の育成・組織体制の検討
・センターの事業運営に携わる市民や団体で構成された組織づくり
・NPO研修、相談会 Ｃ

・類似施設等を参考に運営体制の検討及び経費試算を行
い、指定管理者による運営形態を選択し、年度末に指定管
理者候補者を選定した。利用時のルール等は、引き続き検
討・調整を行っている。また、ヒアリングや市民交流活動
センターに関するワークショップなどを通じて、新たな仲
間づくりが広がっている。
・NPO相談会については、県委託事業が丸亀市において開
催された。

2020年度

・センターの開館準備（年度内開館予定）
・中間支援を担う団体の育成・体制整備
・NPO研修、相談会

Ｃ

・R3.2.1から指定管理者による管理業務を開始し、予定ど
おり年度内（R3.3.22）にセンターをオープンした。
・市民活動団体等へのヒアリングおよびマルタスホーム
ページの開設を行い、状況把握および情報発信を行う体制
整備を行った。
・NPO相談会については、県委託事業が丸亀市において開
催された。今年はコロナ禍でのZoom開催となった。
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 47,012 4,585 42,427
2019 47,527 6,825 40,702
2020 47,791 7,000 40,791
2021 47,743 5,900 41,843
2018 25,041 25,039

【取組の概要】 2019 25,559 1 25,558
2020 24,551 3 24,548
2021 24,962 3 24,959
2018 6,477 6,477
2019 5,126 5,126
2020 15,310 7,100 8,210
2021 5,877 5,877

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

コミュニティ協議会連合会及び連合自治会の総会や自治会長
研修の開催などコミュニティ組織運営の支援を行った。
自治会加入推進員がコミュニティ役員とともに個別訪問やチ
ラシ配布を行い、自治会加入や設立に向けた活動を継続し
た。
自治会に関するアンケート結果をもとに、自治会加入推進マ
ニュアルを作成した。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｄ

地区コミュニティ、コミュニティ協議会連合会及び自治会へ
補助金等の財政支援を行った。コロナ禍のためプロジェクト
会議は開催できなかったが、コミュニティ協議会連合会の広
報紙を自治会に配布し、コミュニティ活動の周知を図った。
自治会加入促進に向け、昨年度作成した自治会加入促進マ
ニュアルを活用し、自治会加入推進員が働きかけを継続し
た。

2018年度
（平成30年度）

・コミュニティ運営補助金、まちづくり補助金、市コミュニティ協議会連
合会の運営補助金、自治会への補助金等
・コミュニティ組織力の強化（先進事例の研究・人材育成、コミュニティ
間での情報共有、プロジェクト会議の活用、事務局体制の検討等）
・自治会加入促進と自治会支援のあり方の検討

Ｄ

コミュニティの自主的活動を支援するために補助を行い、地
域の特色を活かしたまちづくりを推進している。
また、プロジェクト会議を7回開催し、自治会加入促進および
コミュニティ組織力の強化に向けて協議を重ねた。

2019年度
（令和元年度）

・コミュニティ運営補助金、まちづくり補助金、市コミュニティ協議会連
合会の運営補助金、自治会への補助金等
・コミュニティ組織力の強化（先進事例の研究・人材育成、コミュニティ
間での情報共有、プロジェクト会議の活用、事務局体制の検討等）
・検討結果に基づいた自治会加入促進・自治会支援

Ｃ

市コミュニティ協議会連合会による市および市議会への提言
書提出、研修会開催による人材育成を支援した。
また、加入推進等、自治会の新たな取組を支援する「自治会
活動応援補助金」を設立し、4件の地域イベントに補助を行う
とともに、自治会加入推進員の活用により、自治会加入率向
上に努めた。

自治会振興費
地区コミュニティ協議会の運営や地域性を活用した事業に対して補助を行い、地域の特色
を活かしたまちづくりを推進するとともに、コミュニティ組織力の強化を図る。また、連
合自治会とも協力しながら、地域活動の基本単位である自治会の加入促進に努める。

自治会集会場建設補助金

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

62．コミュニティ活動の活性化と自治会加入促進 市民生活部　生活環境課

地域の連帯感が低下する中、地域住民がともに助け合い、自主的活動により安心して心豊
かに暮らすことのできる地域社会の確立を目指す。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

ｺﾐｭﾆﾃｨ推進費

62



【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・見直し内容に基づき、新体制で活動する。

Ｃ

3期目の地域担当職員を各コミュニティに配置した。コロ
ナ禍のため、庁内LANを活用して情報提供を行うととも
に、地域担当職員連絡会を開催（2回）し、担当職員間の
情報共有を図った。

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｃ

コミュニティごとに開催された市長懇談会への出席や地域
担当職員連絡会（5回）の開催により、地域課題の把握お
よび情報共有を図った。
また、地域担当職員制度を導入している岡山県笠岡市を視
察し、職員の意識向上を図った。

2020年度
（令和2年度）

同上
・3年間の成果を検証し、必要な見直しを行なう。

Ｃ

地域担当職員連絡会を開催（3回）し、担当職員間の情報
共有を図った。
最終年であった第2期地域担当職員へアンケートを実施
し、第3期の活動に向けた課題の把握を行った。

2018年度
（平成30年度）

・各地区に、まちづくり担当2名、防災担当1名、保健担当1名を配置
（コミュニティの役員会や部会、行事等への出席、地域活動の支援）
・定期的な連絡会や研修会による、地域担当者間での情報共有やスキル
アップ Ｃ

今年度は2期目となる地域担当職員を各コミュニティに配
置し（島しょ部は保健担当のみ配置）、担当者会議を5回
開催して担当者間の情報共有を図った。特に今年度は、度
重なる気象警報発令により多くのコミュニティセンターが
避難所として開設されたが、防災担当は避難所において市
本部との連絡調整を行ない、地域とのパイプ役を担った。

63．地域担当職員制度の充実 市民生活部　生活環境課

市の職員が地域と市役所との橋渡し役を担うことにより、市と地域の円滑な情報交換等を
行い、双方のより良い関係性を築く。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

各コミュニティに3担当を置き、以下の職務を担う。(島しょ部は保健担当のみ配置）
○まちづくり担当：地域まちづくりの推進に関すること
○防災担当：地域防災に関すること
○保健担当：地域の成人保健や母子保健に関すること

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 8,216 7,600 616
2019 53,488 565 44,500 8,423
2020 361,700 5,087 265,900 90,713
2018 1,001 900 101
2019 12,781 567 11,300 914

【取組の概要】 2020 176,426 2,755 129,300 44,371
2021 224,893 2,443 165,000 57,450
2018 39,474 34,800 4,674
2019 383,585 350,500 33,085
2020 44,899 60 41,707 3,132

栗熊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備事業費 2018 131,440 103 117,500 13,837
城坤ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備事業費 2018 186,603 2,447 161,100 23,056

2020 10,267 8,800 1,467
2021 210,146 67,043 127,700 15,403

【取組の計画と進行管理】

評価

2020年度
（令和2年度）

・改築、外構（飯野）
・改築（垂水）
・設計（本島）
・外構、旧施設の解体（飯山南）

Ｃ

「飯野」は改築工事が完了し、令和3年4月に開館した。
「垂水」は10月に本体工事に着手した。
「本島」は予定どおり主体・設備設計が完了した。
「飯山南」は旧施設の解体が完了した。

2021年度
（令和3年度）

・改築、旧施設解体、外構（垂水）
・改築（本島）
・検討（飯山北） Ｃ

「垂水」は本体工事が完了し、11月に供用開始した。
「本島」は9月に工事着手した。
「飯山北」は令和4年度早期の整備基本構想策定に向け、
コミュニティと協議を進めている。

2018年度
（平成30年度）

・改築（城坤）
・改修他（栗熊）
・設計（飯野）
・検討（垂水）
・設計、敷地造成（飯山南）

Ｃ

工事着手していた「栗熊」「城坤」は、改修工事・改築工
事が完了し、それぞれ9月、12月に開館した。検討段階の
「飯野」は建設委員会を3回、「垂水」はワークショップ
を4回、建設委員会を2回開催し、地域住民との意見交換を
行った。「飯山南」は文化財発掘調査の影響により敷地造
成を終えたところである。

2019年度
（令和元年度）

・旧施設解体、設計、改築（飯野）
・設計（垂水）
・改築（飯山南） Ｃ

「飯野」は7月に設計を終え、10月に旧施設解体を完了
し、新施設の改築工事に着工した。地域住民との意見交換
を終えた「垂水」は設計が完了した。「飯山南」は、新施
設の改築工事が完了した。

垂水ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備事
業費

コミュニティセンターは災害時の避難所にも指定されているため、耐震強度が不足してい
る施設（城坤、栗熊、飯野、垂水、本島、飯山北）については、早急に耐震化を進める。
また、飯山南コミュニティセンターは国道438号線整備計画路線上にあるため、センター
の移転を行なう。

飯山南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備
事業費

旧本島中学校整備事業費

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

64．コミュニティセンターの整備 市民生活部　生活環境課

心ふれあうまちづくりを推進するため、コミュニティ活動の拠点となるコミュニティセン
ターの整備を行う。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

飯野ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ整備事
業費
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 0
2019 0

【取組の概要】 2020 0
2021 0

【取組の計画と進行管理】

評価

・当初予算で、市債の償還財源として「モーターボート競走収益基金」からの繰入金
（9.7億円）を措置した。
・R2年度決算を受けて9月に中期財政フレームを改訂し、長期的な基金残高の試算を行っ
た。
・令和4年度予算の編成においては、全ての経費について１件審査による予算編成で基金
取崩額の抑制を図るとともにモーターボート競走収益基金へ40億円の積立金を計上した。

2019年度
（令和元年度）

引き続き基金の設置目的に応じた効果的な活用を図ると
ともに、可能な限り残高確保に努め、財政需要に対処し
ていく。

Ｃ

・当初予算で、市債の償還財源として「モーターボート競走収益基金」からの繰入金（5
億円）を措置。
・H30年度決算を受けて9月に中期財政フレームを改訂し、長期的な基金残高の試算を行っ
た。
・令和２年度予算の編成においては、基金取崩額の抑制を図るべく、経常一般財源の枠配
分について5％のマイナスシーリングを行うほか、投資的経費や臨時的経費についても同
様にマイナスシーリングによる予算編成に取り組んだ。

2020年度
（令和2年度）

引き続き基金の設置目的に応じた効果的な活用を図ると
ともに、合併振興基金や森林環境整備基金の計画的な活
用にも取り組んでいく。また、財政調整基金をはじめ基
金残高の推移に注視しながら、可能な限り残高確保に努
め、財政運営の健全化を図る。

Ｃ

・当初予算で、市債の償還財源として「モーターボート競走収益基金」からの繰入金
（8.6億円）を措置。
・R元年度決算を受けて9月に中期財政フレームを改訂し、長期的な基金残高の試算を行っ
た。
・令和3年度予算の編成においては、全ての経費について１件審査による予算編成や経常
的に実施している市単独投資事業の削減を実施し、歳出予算の削減や公債費の抑制に取り
組むことで基金取崩額の抑制を図った。

2021年度
（令和3年度）

同上

Ｃ

・当初予算において、市債の償還財源として「モーターボート競走収益基金」からの繰入
金（1億円）を措置。
・H29年度決算を受けて9月に中期財政フレームを改訂し、長期的な基金残高の試算を行っ
た。
・2019年度予算編成において、事業棚卸しの方向性が「現行どおり」以外の事業について
は1件審査を実施し、業務手法の見直しも含めた編成を行った。
・3月補正予算でモーターボート競走事業の利益処分による繰入金157億7,000万円を大手
町地区公共施設再編整備基金や史跡等整備基金等に積み立て、大手町4街区の再編や丸亀
城石垣復旧事業に活用していく。

65. 基金の効果的活用と残高確保 総務部　財政課

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果

行政課題に時機を逸することなく対応しつつ、長期的かつ安定的な市民サービスを提供す
べく持続可能な健全財政を堅持するため、基金の計画的・効果的な活用と、残高確保に努
める。

本格化する市債の償還や、市庁舎整備などの公共施設の老朽化対策に対応するため、特定
目的基金を計画的・効果的に活用するとともに、将来的な財政需要に備えるため基金を計
画的に積み立て残高を確保していく。

2018年度
（平成30年度）

・新たに設置した「丸亀市大手町地区公共施設再編整備
基金」など、特定目的基金の設置目的に応じた計画的・
効果的な積立と活用
・「モーターボート競走収益基金」の市債の償還財源へ
の活用
・中期財政フレームの改訂による基金残高の注視
・「事業棚卸し」結果に基づく事務事業の見直しや、財
源の効果的・効率的な投入による基金残高の確保

Ｃ
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 2,301,691 8,850 2,292,841

2019 2,170,502 9,070 2,161,432

2020 2,352,682 2,956 2,349,726

2021 2,236,091 7,851 2,328,240

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上
・第3次共生ビジョンの策定

Ｃ

第2次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョンの進行管理及び
第3次ビジョン策定のため、下記のとおり事務調整会議等
を開催した。また、第3次ビジョンへの掲載事業検討のた
め、6月に関係課へヒアリングを実施した。
・事務調整会議：令和3年5月28日、7月14日、10月７日、
　　　　　　　　令和4年1月31日
・ビジョン懇談会：令和3年8月3日、10月27日
・定住自立圏形成推進委員会
  ：令和3年8月12日、11月9日、令和4年2月4日
・パブリックコメント：令和3年12月6日～令和4年1月4日
・第3次共生ビジョンの策定：令和4年4月1日

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｃ

第2次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョンの進行管理とし
て、下記のとおり事務調整会議等を実施した。
・事務調整会議：令和元年7月11日
・ビジョン懇談会：令和元年7月26日
・定住自立圏形成推進委員会：令和元年8月9日

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

第2次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョンの進行管理とし
て、下記のとおり事務調整会議等を実施した。
・事務調整会議：令和2年7月22日
・ビジョン懇談会：令和2年7月30日
・定住自立圏形成推進委員会：令和2年8月12日

第2次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョンの進行管理とし
て、下記のとおり事務調整会議等を実施した。
・事務調整会議：平成30年8月2日
・定住自立圏形成推進委員会：平成30年8月17日
・ビジョン懇談会：平成30年10月2日

2018年度
（平成30年度）

第2次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョンの進行管理と見直し
・担当者間会議の開催（随時）
・事務調整会議の開催
・ビジョン懇談会の開催

66．定住自立圏共生ビジョンの推進 市長公室　秘書政策課

定住自立圏域などでの広域的取組の拡大
大学、高校など教育機関との連携推進
地元企業、金融機関などの異業種との連携推進

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

２市３町事業費

定住自立圏構想について、「集約とネットワーク」の考え方に基づいて近隣市町とお互い
に役割分担・連携し、「瀬戸内中讃定住人口圏共生ビジョン」に沿った取組を推進し、広
域的視点から地域全体の魅力アップに努める。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

2021年度
（令和3年度）

・個別施設計画の内容等を踏まえた総合管理計画見直し
・市有財産の有効活用と適正管理や未利用地の売却等の推進

Ｄ

・個別施設計画の策定状況を再調査し（9月実施）進捗等
を把握し、公共施設等総合管理計画との整合性など公共施
設等総合管理計画の見直し作業を行っているが、年度内で
の完成には至っていない。
・市有地の貸付（駐車場等）や未利用地の売却
貸付：150件 77,955,934円、売却：7件 90,747,419円

2019年度
（令和元年度）

同上

Ｄ

・個別施設計画の策定状況を再調査し（10月実施）進捗等
を把握するほか、公共施設等総合管理計画との整合性など
個別計画の内容等についても確認をした。
・市有地の貸付（駐車場等）や未利用地の売却
貸付：166件 68,037,324円、売却：7件 12,709,371円

2020年度
（令和2年度）

・個別施設計画策定の進捗管理
・個別施設計画の内容等を踏まえた総合管理計画見直しの検討
・市有財産の有効活用と適正管理や未利用地の売却等の推進 Ｄ

・個別施設計画の策定状況を再調査し（12月実施）進捗等
を把握するほか、公共施設等総合管理計画との整合性など
個別計画の内容等について確認し見直しを検討した。
・市有地の貸付（駐車場等）や未利用地の売却
貸付：139件 72,731,077円、売却：2件 8,717,972円

2018年度
（平成30年度）

・個別施設計画策定の進捗管理
・市有財産の有効活用と適正管理や未利用地の売却等の推進

Ｄ

・個別施設計画の策定状況を調査し（2月実施）進捗等を
把握するほか、公共施設等総合管理計画との整合性など個
別計画の内容等についても確認をした。
・市有地の貸付（駐車場等）や未利用地の売却
貸付：164件 68,438,600円、売却：11件 142,367,198円

67．公共施設等総合管理計画の実践 総務部　庶務課

中・長期的なまちづくりの視点に立った持続可能な公共施設等の整備・管理運営を行うた
め、公共施設等の情報の共有化と全庁統一的な取組みの推進を図り、公共施設等の総合的
なマネジメントを行う。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

社会の情勢や市民ニーズを把握し、また、施設類型を基本にした個別の施設計画と公共施
設等総合管理計画との整合性を把握しながら,本計画の見直しや個別計画のフォローアッ
プを行う。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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【重点プロジェクト名称】

部課名

【目的】 【事業費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他 一般財源
2018 91 91
2019 54 54
2020 56 56
2021 267 267

【取組の概要】

【取組の計画と進行管理】

評価

Ｃ

2021年度
（令和3年度）

同上
・第五次丸亀市行政改革プランの策定

Ｃ

・第五次プラン掲載取組検討のため、全課にヒアリングを実施（７
月）
・行政改革推進委員会を開催し、令和２年度の取組を中止とした
第四次行政改革プランの進行管理の実施及び第五次プランの
策定方針、体系(案）などについて審議した。（令和3年７月１日、
10月6日、12月14日、令和4年2月18日）
・令和4年3月10日に推進委員会より答申を受け、3月25日に第
五次プランを策定した。

2019年度
（令和元年度）

・個別の取組計画の進行管理
・丸亀市行政改革推進委員会への報告
・市ホームページでの公表 Ｃ

・プランの進行管理を行い、行政改革推進委員会に報告し
公表した。(行政改革推進委員会：令和2年2月6日)
・「業務改善プロジェクト」を推進している。
・民間活力の活用に向けて、担当課からヒアリングを実施
し、可能なものについて2020年度予算に計上している。

2020年度
（令和2年度）

同上

Ｃ

・行政改革推進委員会を開催し、令和元年度の取組を中心
に、第四次行政改革プランの進行管理を行った。（令和3
年2月26日開催）
・「業務改善プロジェクト」の民間活力活用業務として、
3課3業務について令和3年度予算に委託料を計上した。

・議会の行財政改革特別委員会に第四次丸亀市行政改革プ
ランの取組予定及び進行管理手法等について説明した。
・第四次丸亀市行政改革プランの中での「民間活力の活
用」について関係各課にヒアリングを実施し、可能な業務
は2019年度予算に計上し、委託等を実施している。

2018年度
（平成30年度）

・個別の取組計画の進行管理
・丸亀市議会及び丸亀市行政改革推進委員会への報告
・市ホームページでの公表

68．行政改革プランの推進 市長公室　秘書政策課

第四次丸亀市行政改革プランに定めた「(1)業務改革」、「(2)市役所改革」、「(3)市民
サービスの向上」の3つの分野からの行財政改革を着実に推進し、限られた財源の効果的
な活用と市民サービスの向上に結び付けていく。

予算事業名称 年度 事業費
財源内訳

行政改革推進事業費

第四次行革プランの毎年度の進捗状況をとりまとめ進行管理を図るとともに、計画期間中
の必要に応じた見直しに取り組む。また、丸亀市議会及び丸亀市行政改革推進委員会へ進
捗状況を報告し、市ホームページで市民に公表していく。

年度 取組の計画
取組の進行管理

取組の状況・結果
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